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関西防災・減災プラン 現行 見直し案 見直しの考え方 

Ⅲ  災害への対応  
 

広域連合が対応すべき災害は、被害が複数府県にまたがり、または単独の府県で

も被害の規模が甚大で、広域的な対応が必要とされる大規模広域災害である。  
広域連合は、被災した地方自治体が実施する緊急・応急対策や復旧・復興対策を

支援するため、関西圏域内外の応援の受入調整を実施する。また、そのために、い

ち早い初動体制を確立し、情報や支援ニーズを的確に把握する。  
 

 

＜災害対応のタイムテーブル＞  

時

期  被災地等の主な対応  広域連合の対応  

 

初  
動  
期  

 

・情報の収集と共有  
・避 難 誘 導 、 消 火 、 水 防 等、 被 害防 止 活

動  
・人命救助・救急医療の実施  
・医療活動の実施  
・避 難 者 対 策 の 実 施 （ 災 害時 要 援護 者 へ

の支援を含む）  
・物資・燃料等の緊急輸送   
・道路等公共施設の緊急対策  

・情報収集体制の確立  
・緊急派遣チーム（先遣隊）の

派遣  
・応援・受援体制の確立  
 
・救援物資の需給調整  
・応援要員の派遣・受入調整  
・広域避難の受入調整  
・ボランティアの活動促進  
・帰宅困難者への支援  
・広域的な災害廃棄物（がれき

等）処理の推進  

 ・生活物資の供給  
・被災者の健康対策の実施  

（感染症対策、健康・栄養調査、衛生

対策等）  
・生活衛生対策の実施  
・広域避難の実施  
・道路等公共土木施設の応急復旧   
・ライフラインの応急復旧  
・遺体の安置、葬送   
・災害ボランティアの受入   
・被災者の生活支援  
・被災者のこころのケアの実施   
・学校の教育機能の回復    
・災害廃棄物の処理   
・応急仮設住宅の整備・確保   
・海外からの支援の受入   

 

 ・復興計画の策定・復興財源の確保  
・インフラ施設等の復旧・復興  
・恒久住宅への移行支援   
・生活再建支援  
・経済・雇用再生   
 

・復興戦略の策定  
・被災自治体の復興業務への支

援  
 

 
 
 
 
 
 

Ⅲ  災害への対応  
 

広域連合が対応すべき災害は、被害が複数府県にまたがり、または単独の府県で

も被害の規模が甚大で、広域的な対応が必要とされる大規模広域災害である。  
広域連合は、被災した地方自治体が実施する緊急・応急対策や復旧・復興対策を

支援するため、関西圏域内外の応援の受入調整を実施する。また、そのために、い

ち早い初動体制を確立し、情報や支援ニーズを的確に把握する。  
 
 
＜災害対応のタイムテーブル＞  

時

期  被災地等の主な対応  広域連合の対応  

 

 
 

・情報の収集と共有  
・避 難 誘導 、 消火 、水 防 等、 被 害防 止 活

動  
・人命救助・救急医療の実施  
・医療活動の実施  
・避 難 者対 策 の実 施 （ 要 配慮 者 への 支 援

を含む）  
・物資・燃料等の緊急輸送   
・道路等公共施設の緊急対策  

・情報収集体制の確立  
・緊急派遣チーム（先遣隊）の  

派遣  
・応援・受援体制の確立  
 
・救援物資の需給調整  
・応援要員の派遣・受入調整  
・広域避難の受入調整  
・ボランティアの活動促進  
・帰宅困難者への支援  
・広域的な災害廃棄物（がれき

等）処理の調整  

 ・生活物資の供給  
・被災者の健康対策の実施  

（感染症対策、健康・栄養調査、衛生  
対策等）  

・生活衛生対策の実施  
・広域避難の実施  
・道路等公共土木施設の応急復旧  
・ライフラインの応急復旧  
・遺体の安置、葬送  
・災害ボランティアの受入  
・被災者の生活支援  
・被災者のこころのケアの実施  
・学校の教育機能の回復  
・災害廃棄物の処理  
・応急仮設住宅の整備・確保  
・応援・受援の総合調整（ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）  
・海外からの支援の受入  

 

 ・復興計画の策定・復興財源の確保  
・インフラ施設等の復旧・復興  
・恒久住宅への移行支援   
・生活再建支援  
・経済・雇用再生   
 

・復興戦略の策定  
・被災自治体の復興業務への  

支援  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
修 正 意 見 を

反映  
 
 
 
広 域 環 境 局

の意見反映  
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関西防災・減災プラン 現行 見直し案 見直しの考え方 

１  初動シナリオ  
災害対応にあたって、最も肝要なことは、初動体制である。被災状況の把握、

応援の要・不要、支援ニーズなどを迅速・的確に判断し、支援行動に移す必要が
ある。広域連合では、情報収集すべき事象をあらかじめ定め、広域防災局、構成
府県及び連携県による緊急派遣を行って支援ニーズを把握し、応援体制を確立す
る。  ＜初動対応手順＞  

発  災                ※ 圏 域 ： 構 成 府 県 及 び 連 携 県 の 区 域  
       

・圏域内で震度５強以上の揺れが観測  
・圏域内で津波警報（大津波）が発表  
・圏域内の府県で災害対策本部が設置  
・圏域外（国内に限る）で震度６弱以上の揺れが観測  
・その他圏域内外（国内に限る）で甚大な被害が推測  

 

情報収集体制の確立  
        

・気象庁発表、各種メディアからの情報収集  
・消防、警察、自衛隊、海上保安庁からの情報収集  
・災害の状況や府県災害対策本部設置状況等を確認  

    
緊急派遣チーム（先遣隊）の派遣 【広域防災局チーム、近隣府県チーム】  

 
＜圏域内＞  

・震度６弱以上の揺れが観測  
・通信の途絶等により情報の収集が困難  

＜圏域外＞  
・震度６強以上の揺れが観測  
・通信の途絶等により情報の収集が困難  

 
必要に応じて現地支援本部に移行  

    
応援・受援体制の確立  
 

支援体制の確立  
        

・被災府県から応援要請があった場合  
・その他被害が甚大で広域応援が必要と判断される場合  

 

災害対策（支援）本部の設置 【事務局：広域防災局】  
   
・被害が甚大で広域連合の組織をあげた広域応援が  

必要と判断される場合  
 

現地支援本部、現地連絡所の設置  
 

・ 被 災 府 県 災 害 対 策 本 部 、 被 災 市 町 村 災 害 対 策 本 部 等 と の 連 携  
・被災地の支援ニーズに係る情報収集、応援活動  

 
政府現地対策本部が設置された場合、職員を派遣  

  
構成府県及び連携県の応援・受援体制の確立  

 
・応援体制（応援府県）、受援体制（受援府県）を確立  
・災害対策（支援）本部へ連絡要員を派遣  

 

 

１  初動シナリオ  
災害対応にあたって、最も肝要なことは、初動体制である。被災状況の把握、

応援の要・不要、支援ニーズなどを迅速・的確に判断し、支援行動に移す必要が
ある。広域連合では、情報収集すべき事象をあらかじめ定め、広域防災局、構成
団体及び連携県による緊急派遣を行って支援ニーズを把握し、応援体制を確立す
る。  

  ＜初動対応手順＞  

発  災  （対策準備室の設置）     ※ 圏 域 ： 構 成 府 県 及 び 連 携 県 の 区 域  
       

・圏域内で震度５強以上の揺れが観測  
・圏域内で大津波警報が発表  
・圏域内の府県で災害対策本部が設置  
・圏域外（国内に限る）で震度６弱以上の揺れが観測  
・その他圏域内外（国内に限る）で甚大な被害が推測  

 

情報収集体制の確立  
        

・気象庁発表、各種メディアからの情報収集  
・消防、警察、自衛隊、海上保安庁からの情報収集  
・災害の状況や府県災害対策本部設置状況等を確認  

    
緊急派遣チーム（先遣隊）の派遣 【広域防災局チーム、近隣府県チーム】  

 
＜圏域内＞  

・震度６弱以上の揺れが観測  
・通信の途絶等により情報の収集が困難  

＜圏域外＞  
・震度６強以上の揺れが観測  
・通信の途絶等により情報の収集が困難  

 
必要に応じて現地支援本部に移行  

    
応援・受援体制の確立  
 

支援体制の確立  
        

・被災府県から応援要請があった場合  
・その他被害が甚大で広域応援が必要と判断される場合  

 

災害対策（支援）本部の設置 【事務局：広域防災局】  
   
・被害が甚大で広域連合の組織をあげた広域応援が  

必要と判断される場合  
 

現地支援本部、現地連絡所の設置  
 

・ 被 災 府 県 災 害 対 策 本 部 、 被 災 市 町 村 災 害 対 策 本 部 等 と の 連 携  
・被災地の支援ニーズに係る情報収集、応援活動  

 
政府現地対策本部が設置された場合、職員を派遣  

  
構成団体及び連携県の応援・受援体制の確立  

 
・応援体制（応援府県）、受援体制（受援府県）を確立  
・災害対策（支援）本部へ連絡要員を派遣  

 

 
 
構 成 団 体 の

変更  
応 援 ・ 受 援

実 施 要 綱 と

の整合  
気 象 庁 警 報

呼称に統一  
 
 
 
 
構 成 団 体 の

変更  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＋  甚大な被害が推測  

＋  甚大な被害が推測  
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関西防災・減災プラン 現行 見直し案 見直しの考え方 

(1) 情報収集体制の確立  

広域連合は、次の①から④の事態が発生した場合には、情報収集及び連絡調整

に必要な人員を確保するとともに、構成府県及び連携県と連携し、災害の状況、

府県災害対策本部の設置状況等について情報を入手する。また、構成府県等の地

震被害想定、さらには消防庁の簡易型地震被害想定システムを活用して被害予測

情報を把握する。これらの情報について、構成府県及び連携県と共有する。  
また、消防、警察、自衛隊、海上保安庁との間で被災状況や活動状況について、

国の出先機関等との間で道路、空港、港湾等の交通施設の被災状況について、情

報の共有を図る。あわせて各種メディア等からの情報を収集する。  
    
 

①  圏域（構成府県及び連携県の区域。以下同じ。）内で震度５強以上の揺れ

が観測された場合  
   ②  圏域内で津波警報（大津波）が発表された場合  
   ③  圏域内の府県で災害対策本部が設置された場合  

④  その他圏域内で甚大な被害が推測される場合  
   

【圏域外での災害発生の場合】  

広域連合は、圏域外（国内に限る。以下同じ。）で震度６弱以上の揺れが観

測された場合又は報道等で甚大な被害が推測される場合は、被災都道県に連絡

し災害の状況を把握する。  
    広域連合は、把握した被災府県の状況を構成府県及び連携県に提供し、情報

を共有する。  
 

(2) 緊急派遣チーム（先遣隊）の派遣  

広域連合は、圏域内で震度６弱以上の揺れが観測された場合又は府県間の通信

途絶 等 によ り 情報 の 収集 が 困難 な 場合 に おい て 、甚 大 な被 害 が推 測 され る と き

は、速やかに緊急派遣チーム（先遣隊）を被災府県に派遣し、被害状況、支援ニ

ーズ等、応援に必要な情報を収集する。  
広域連合は、事態の状況を勘案し、必要に応じて被災府県の近隣の構成府県又

は連携県に緊急派遣チームの派遣を要請する。  
 
 

【圏域外での災害発生の場合】  

広域連合は、圏域外で震度６強以上の地震が観測された場合又は通信途絶

等により情報の収集が困難な場合において、甚大な被害が推測されるときは、

速やかに緊急派遣チーム（先遣隊）を被災都道県に派遣し、応援に必要な情

報を収集する。  
広域連合は、事態の状況を勘案し、必要に応じて構成府県又は連携県に緊

急派遣チームの派遣を要請する。  
 

(3) 応援・受援体制の確立  

広域連合、構成府県及び連携県は、広域応援が必要と判断される場合は、次

のとおり体制を確立し、広域応援を実施する。  
 

①  応援体制の確立  

(1) 情報収集体制の確立  

広域連合は、次の①から④の事態が発生した場合には、対策準備室を設置し、

情報収集及び連絡調整に必要な人員を確保するとともに、構成団体及び連携県と

連携し、災害の状況、府県災害対策本部の設置状況等について情報を収集する。

また、構成団体の地震被害想定、さらには消防庁の簡易型地震被害想定システム

等を活用して被害予測情報を把握する。これらの情報について、構成団体及び連

携県と共有する。  
また、消防、警察、自衛隊、海上保安庁との間で被災状況や活動状況について、

国の出先機関等との間で道路、空港、港湾等の交通施設の被災状況について、情

報の共有を図る。あわせて各種メディア等からの情報を収集する。  
    

①  圏域（構成府 県 及び連携県の区域 。 以下同じ。）内で震 度５強以上の揺れ

が観測された場合  
   ②  圏域内で大津波警報が発表された場合  
   ③  圏域内の府県で災害対策本部が設置された場合  

④  その他圏域内で甚大な被害が推測される場合  
   

【圏域外での災害発生の場合】  

広域連合は、圏域外（国内に限る。以下同じ。）で震度６弱以上の揺れが観

測された場合又は報道等で甚大な被害が推測される場合は、被災都道県に連絡

し災害の状況を把握する。  
    広域連合は、把握した被災府県の状況を構成団体及び連携県に提供し、情報

を共有する。  
 

(2) 緊急派遣チーム（先遣隊）の派遣  

広域連合は、圏域内で震度６弱以上の揺れが観測された場合又は府県間の通信

途 絶 等 に よ り 情 報 の 収 集 が 困 難 な 場 合 に お い て 、 甚 大 な 被 害 が 推 測 さ れ る と き

は、速やかに緊急派遣チーム（先遣隊）を被災府県に派遣し、被害状況、支援ニ

ーズ等、応援に必要な情報を収集する。  
広域連合は、事態の状況を勘案し、必要に応じて被災府県の近隣の構成団体又

は連携県に緊急派遣チームの派遣を要請する。  
 

【圏域外での災害発生の場合】  

広域連合は、圏域外 で震度６強以上の地 震が観測された場合 又は通信途絶

等により情報の収集が困難な場合において、甚大な被害が推測されるときは、

速やかに緊急派遣チーム（先遣隊）を被災都道県に派遣し、応援に必要な情

報を収集する。  
広域連合は、事態の 状況を勘案し、必要 に応じて構成団体又 は連携県に緊

急派遣チームの派遣を要請する。  
 

(3) 応援・受援体制の確立  

広域連合、構成団体及び連携県は、広域応援が必要と判断される場合は、次

のとおり体制を確立し、広域応援を実施する。  
 

①  応援体制の確立  

応 援 ・ 受 援

実 施 要 綱 と

の整合  
構 成 団 体 の

変更  
 
 
 
 
 
 
 
気 象 庁 警 報

呼称に統一  
 
 
 
 
 
 
構 成 団 体 の

変更  
 
 
 
 
 
 
構 成 団 体 の

変更  
 
 
 
 
 
 
構 成 団 体 の

変更  
 
 
構 成 団 体 の

変更  
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  広域連合は、被災府県から応援要請があった場合、その他被害が甚大で

広域応援が必要と判断される場合には、応援調整に必要な人員を確保し、

構成府県及び連携県と連絡を取り合い、応援・受援の調整を行い、関西が

一体となって災害対策を実施する。   
②   災害対策本部の設置  

広域連合は、被害が甚大で広域連合の組織をあげた広域応援が必要と判

断される場合には、各構成府県の知事を本部員、広域連合長を本部長、副

広 域 連合 長 及 び 広 域 防 災 担当 委 員 を 副 本 部 長 とす る 広 域 連 合 災 害 対策 本

部を兵庫県災害対策センターに設置し、災害対策にあたる。  
  また、災害対策本部は兵庫県災害対策センターが壊滅的な被害を受けた

場合、兵庫県災害対策本部と同一場所に設置する。  
 

  ア   災害対策本部会議の開催  

広域連 合は 、災 害対 策本部 を設 置し た場 合には 、速 やか に本 部会 議

を開催し、次のａからｅまでの事項について協議する。  
本部長 は、 連携 県及 び消防 、警 察、 自衛 隊、海 上保 安本 部に オブ ザ

ーバー として の参 加 を求め るとと もに 、 必要に 応じて アド バ イザー等

の参加を求め助言を得る。  
本部員 が、 自府 県の 災害対 応又 は交 通途 絶等の ため 、一 堂に 会す る

ことが できな い場 合 はＷＥ Ｂ会議 シス テ ム等を 活用し 本部 会 議を開催

する。  
ａ  物資の提供、緊急派遣チームの派遣その他の当面の対策  
ｂ  応援方式（カウンターパート方式等）の決定  
ｃ  メッセージの発出  
ｄ  現地支援本部及び現地連絡所の設置    
ｅ  その他協議が必要な事項  
 
  
 
  
 
  
 

  
 

イ   災害対策本部事務局  

災害対策本部に、その事務を処理させるため、災害対策本部事務局を

置く。  
災害対策本部事務局は、広域防災局が担う。  
構成府県及び連携県は、連絡員として災害対策本部事務局に関係職員

を派遣する。ただし、自府県の災害対応が必要で派遣が困難な場合はこ

の限りでない。  
  
 
  
 
  

  広域連合は、被災府県から応援要請があった場合、その他被害が甚大で

広域応援が必要と判断される場合には、応援調整に必要な人員を確保し、

構成団体及び連携県と連絡を取り合い、応援・受援の調整を行い、関西が

一体となって災害対策を実施する。   
②   災害対策本部の設置  

広域連合は、被害が甚大で広域連合の組織をあげた広域応援が必要と判断

される場合には、広域連合長を本部長、副広域連合長及び広域防災担当委員

を 副 本 部 長 並 び に 各 構 成 団 体 の 長 を 本 部 員 と す る 広 域 連 合 災 害 対 策 本 部 を

設置し、災害対策にあたる。  
なお、広域連合長に事故があるとき又は欠けるときは、副本部長が本部長

を代理する。  
 

 ア   災害対策本部会議の開催  

広域連合は、災害対策本部を設置した場合には、速やかに TV 会議シ

ステムを活用するなどして、本部会議を開催し、次のａからｅまでの事

項について協議する。  
また、オブザーバーとして連携県及び消防、警察、自衛隊、海上保安

本部と連携を図るとともに、必要に応じて、学識者等から助言を得る。 
 
 
ａ  物資の提供、緊急派遣チームの派遣その他の当面の対策  
ｂ  応援方式（カウンターパート方式等）の決定  
ｃ  メッセージの発出  
ｄ  現地支援本部及び現地連絡所の設置    
ｅ  その他協議が必要な事項  
 

イ  災害対策（支援）調整会議の開催  

具体的な支援方法及び内容を調整・決定し、各構成団体間の情報共有

を図るため、各構成団体の広域防災局参与（危機管理監等）又は参与の

指定する職員を構成メンバーとする会議を必要に応じて開催する。  
その際、必要に応じて、連携県にオブザーバーとしての参加を求める。 
なお、会議は、 TV 会議システムを活用するなどして開催する。  

 
ウ   災害対策本部事務局  

災害対策本部に、その事務を処理させるため、災害対策本部事務局を

置く。  
災害対策本部事務局は、広域防災局が担う。  
構成団体及び連携県は、連絡員として災害対策本部事務局に関係職員

を派遣する。ただし、自府県の災害対応が必要で派遣が困難な場合はこ

の限りでない。  
 
 
  
 
  
 

構 成 団 体 の

変更  
 
 
 
 
構 成 団 体 空

の 意 見 を 一

部 修 正 し 反

映  
 
 
構 成 団 体 か

ら の 意 見 反

映して修正  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
修 正 意 見 を

一 部 修 正 し

て反映  
 
 
 
 
 
 
 
構 成 団 体 の

変更  
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○  災害対策（支援）本部組織  

災 害 対 策 （ 支 援 ） 本 部  
（ 広 域 連 合 委 員 会 ）  

 
本 部 長  

（ 広 域 連 合 長 ）  
 

副 本 部 長  
（ 副 広 域 連 合 長 、 広 域 防 災 担

当 委 員 ）  
 

 
 

本 部 員  
（ 各 府 県 知 事 ）  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

事 務 局  
（ 広 域 防 災 局 ）  

総 括 ・ 受 援 班  
物 資 調 整 班  
要 員 調 整 班  
広 域 避 難 調 整 班  
環 境 対 策 班  
医 療 健 康 班  等  

※ 被 災 実 態 に 応 じ て 編 成  

 

各

府

県

災

害

対

策

（

支

援

）

本

部

等 

 
 
 
 
 
 

【圏域外での災害発生の場合】  

広域連合は、圏域外で災害が発生した場合において、被害が甚大で広域連合の

組織 を あげ た 広域 応 援が 必 要と 判 断さ れ る場 合 には 、 災害 対 策支 援 本部 を 設 置

し、応援調整を実施する。  
災害対策支援本部の組織等は、災害対策本部に準じる。  

 
③  構成府県及び連携県の応援・受援体制の確立  

    ア   応援体制の確立  

被 災 し て い ない 府 県 又 は 被 災 の 程度 が 軽 微 で 被 災 府 県を 応 援 で き る 状

況にある府県（以下「応援府県」という。）は、災害対策支援本部の設置

等、応援体制を確立し、被災府県を応援する。  
 

イ   受援体制の確立  

被害が甚大で構成府県・連携県からの応援を受ける府県（以下「受援府

県」という。）は、円滑に応援を受け入れるための体制を整備する。また、

被 害 が甚 大 と 想 定 さ れ る 市町 村 に 職 員 を 派 遣 し、 情 報 を 収 集 す る とと も

に、被災市町村が行う災害対応を支援する。さらに応援に入る他の自治体

との連絡・調整を図る。  
なお、具体的な受援体制については、関西広域応援・受援要綱を策定し、

府県のモデルとなる受援体制を検討する。  
また、必要に応じて、被災地外に人的・物的支援の拠点を設置すること

について検討する。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 災害対策（支援）本部組織 

災 害 対 策 （ 支 援 ） 本 部  
（ 広 域 連 合 委 員 会 ）  

 
本 部 長  

（ 広 域 連 合 長 ）  
 

副 本 部 長  
（ 副 広 域 連 合 長 、 広 域 防 災 担

当 委 員 ）  
 

 
 

本 部 員  
（ 各 構 成 団 体 の 長 ）  

 
 

 

 助 言  
 
 
連 携  
 
 

事 務 局  
 

総 括 ・ 受 援 班  
要 員 調 整 班  
広 域 避 難 調 整 班  
環 境 対 策 班  
医 療 健 康 班  
物 資 調 整 班 物 流 専 門 組 織  

 等  
 

※ 被 災 実 態 に 応 じ て 編 成  

 

各

府

県

災

害

対

策

（

支

援

）

本

部

等 

 
 

【圏域外での災害発生の場合】  

広域連合は、圏域外で災害が発生した場合において、被害が甚大で広域連合の

組 織 を あ げ た 広 域 応 援 が 必 要 と 判 断 さ れ る 場 合 に は 、 災 害 対 策 支 援 本 部 を 設 置

し、応援調整を実施する。  
災害対策支援本部の組織等は、災害対策本部に準じる。  

 
③  構成団体及び連携県等の応援・受援体制の確立  

    ア   応援体制の確立  

被災していない又は被災の程度が軽微で被災府県を応援できる状況に

ある府県（以下「応援府県」という。）及び市は、災害対策支援本部の設

置等、応援体制を確立し、被災府県を応援する。  
なお、構成団体は平時より。災害時に応援受援可能な資源に関する情

報を一覧化（資源管理表）するなどの取組を進める。  
 

イ   受援体制の確立  

被害が甚大で構成団体・連携県及び圏域外からの応援を受ける府県（以

下「受援府県」という。）及び市は、円滑に応援を受け入れるための体制

を整備する。また、 府県は、被害が甚大 と想定される市町村 に職員を派

遣し、情報を収集するとともに、被災市町村が行う災害対応を支援する。

さらに応援に入る他の自治体との連絡・調整を図る。  
なお、受援体制については、「関西広域応援・受援実施要綱」、「緊急物

資円滑供給システム 報告書」、「南海トラ フ地震応急対応マニ ュアル」等

に基づく。  
 
 

 
 

 

 

 

 

構 成 団 体 か

ら の 意 見 を

踏まえ修正  
 
 
 
 
緊 急 物 資 円

滑 供 給 シ ス

テ ム 報 告 書

に 基 づ く 変

更  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受 援 ガ イ ド

ラ イ ン の 反

映  
 
構 成 団 体 の

変更  
 
 
応 援 ・ 受 援

要 綱 等 が 策

定 済 み の た

め追記  
 
意 見 を 踏 ま

え修正  
 
 
 
 
 
 
 
 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ (専 門 家 ｸﾞﾙｰﾌﾟ )  

ｵ ﾌ ﾞ ｻ ﾞ ｰ ﾊ ﾞ ｰ (連 携 県 ､消 防 ､警
察 ､自 衛 隊 ､海 上 保 安 本 部 ）  

学 識 者 等 (専 門 家 ｸﾞﾙｰﾌﾟ )  

災 害 対 策 (支 援 )調 整 会 議  

オ ブ ザ ー バ ー （ 連 携 県 、
消 防 、 警 察 ､自 衛 隊 ､海 上
保 安 本 部 ）  

連 携  
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＜受援体制（想定）＞＜受援体制（想定）＞  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（被災府県の受援業務）  
 

区  分  主な受援業務  
共通事項  ・応援の要請  

・被害状況、被災者ニーズ等の迅速・的確な情報収集と提供  
・応援部隊（消防、警察、自衛隊、海上保安庁、ＤＭＡＴ等）や応

援要員（他府県等）との現地調整所や調整会議等による情報共有  
・応援部隊等の活動拠点、広域搬送拠点、救援物資受入拠点等と府

県災害対策本部との通信の確保  
・活動の長期化による応援部隊等の生活物資の確保  
・必要に応じて応援部隊等の宿泊場所の確保  等  

 

 

＜受援体制イメージ＞ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（被災府県の受援業務）  
 

区  分  主な受援業務  
共通事項  ・応援の要請  

・応援・受援本部の設置及び受援の総合調整等の実施  
・被害状況、被災者ニーズ等の迅速・的確な情報収集と提供  
・応援部隊（消防、警察、自衛隊、海上保安庁、ＤＭＡＴ等）や応

援要員（他府県等）との現地調整所や調整会議等による情報共有  
・応援部隊等の活動拠点、広域搬送拠点、救援物資受入拠点等と府

県災害対策本部との通信の確保  
・活動の長期化による応援部隊等の生活物資の確保  
・必要に応じて応援部隊等の宿泊場所の確保   
・応援・受援管理帳票による資源の調達・管理  
・応援に関する状況把握           等  

受 援 ガ イ ド

ラ イ ン の 反

映  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受 援 ガ イ ド

ラ イ ン の 反

映  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

府県災害対策本部  事  務  局  

受

援

項

目  

・他府県等応援要員受入  
・救命救助・消火部隊受入  
・重傷患者広域搬送、 DMAT、救

護班受入  
・救援物資受入  
・広域避難  
・ボランティアの受入  

 情 報 共 有  

市町村災害対策本部  

応 援  

事  務  局  

受

援

項

目  

・他市町村等応援要員受入  
・救命救助・消火部隊、 DMAT、

救護班等受入、重傷患者搬送  
・被災者支援業務にかかる応援の

受入  
・避難者運営・救援物資にかかる

応援の受入  
・ボランティアの受入  

 

府県災害  
対策本部  

事  務  局  
応
援
・
受
援
本
部  

（役割）  
１  応援に関する状況、把握、 

取りまとめ  
２  資源の調達・管理  
３  庁内調整会議の実施  
４  応援職員の受入調整  

 
情 報 共 有  

市町村  
災害対

策本部  

応 援  

事  務  局  
受
援
班
・
受
援
担
当  

（役割）  
１  受援に関する状況把握、  

取りまとめ  
２  資源の調達・管理  
３  庁内調整会議の実施  
４  応援職員の受入調整  
５  応援職員への支援  

※職員の人数が不足し、専任の受援班が

配置できない場合、各班業務担当窓口に

受援担当者を配置  

応援府県  
応援本部  

応援市町村  
応援班／担当  

庁内調整  
会議  

被

災

府

県

応 援 要 請  連 絡 調 整  
応 援 依 頼  

連 絡 調 整  

受 援 調 整  

被

災

市

町

村

庁内調整  
会議  

受 援 調 整  

連 絡 調 整  応 援 要 請  
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他 府 県 等 応 援

要員受入  
・受援の総合調整  
・自府県及び被災市町村が必要とする職員の職種、人数、派遣先、

派遣期間等をとりまとめ、応援府県又は広域連合に要請  
・長期応援要員等の宿泊場所を確保  
・臨時ヘリポートの開設及び運用要員、通信機器、燃料確保  等  

救 命 救 助 ・ 消

火部隊受入  
・部隊の進出拠点、活動拠点の確保・開設  
・通行不能の緊急輸送ルートの代替ルート選定（陸上ルートが通行

不能な場合の航空ルート、海上ルートの確保）  
・部隊への情報提供（被害状況、活動場所、緊急輸送ルート、進出

拠点・活動拠点等の位置図等）  
・重 機類 及 び救 援 資 材の 確保  
・必要に応じて活動拠点等への誘導  等  

重 傷 患 者 広 域

搬送、DMAT、

救護班受入  

・広域搬送拠点の確保・運営  
・ＤＭＡＴ、救護班への情報提供（被害状況、活動場所等）  
・災害拠点病院等活動場所への救護班搬送体制の確保  等  

救援物資受入  ・救援物資受入拠点の開設・運営  
・協定を締結している宅配業者、倉庫業者等に物資受入拠点の運営

協力要請  
・被災市町村の物資受入拠点を確認  
・被災市町村が必要とする物資に関する情報を収集・とりまとめ  
 （必要に応じ、被災市町村に職員を派遣し、物資ニーズを把握） 
・緊急輸送道路の被害情報の提供  
・通行不能の緊急輸送ルートの代替ルートの情報提供  
・陸路が寸断されている場合、海路、空路を活用するため航空・海

運事業者、空港・港湾管理者や自衛隊、海上保安庁との調整  
・被災市町村等と密に連絡をとり合い、物資が末端まで届いている

か確認  等  

広域避難  ・被災市町村と連携し、府県外への避難が必要な被災者の人数を把

握  
・広域連合から、避難者受入府県の避難者受入可能施設に関する情

報を受け、被災市町村と調整のうえ被災者に周知  
・必要に応じて、被災市町村、受入府県等と調整しバス等の移動手

段を確保  
・要援護者の広域避難の調整  等  

ボ ラ ン テ ィ ア

の受入  
 
 
 

・災 害ボ ラ ンテ ィ ア セン ター の 立ち 上 げ  
・ ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 を 後 方 支 援 す る イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン セ ン タ ー

の設 置  
・ボ ラン テ ィア コ ー ディ ネー タ ーの 確 保  
・ス コッ プ 等の ボ ラ ンテ ィア 用 資機 材 の 貸出  
・ボ ラン テ ィア を 大 量に 搬送 す るバ ス 等 の確 保  等  

 
 
 

他 府 県 等 応 援

要員受入  
・自府県及び被災市町村が必要とする職員の職種、人数、派遣先、

派遣期間等をとりまとめ、応援府県又は広域連合に要請  
・長期応援要員等の宿泊場所を確保  
・臨時ヘリポートの開設及び運用要員、通信機器、燃料確保  等  

救 命 救 助 ・ 消

火部隊受入  
・部隊の進出拠点、活動拠点の確保・開設  
・通行不能の緊急輸送ルートの代替ルート選定（陸上ルートが通行

不能な場合の航空ルート、海上ルートの確保）  
・部隊への情報提供（被害状況、活動場所、緊急輸送ルート、進出

拠点・活動拠点等の位置図等）  
・重 機類 及 び救 援 資 材の 確保  
・必要に応じて活動拠点等への誘導  等  

重 傷 患 者 広 域

搬送、DMAT、

救 護 班 等 医

療 、 介 護 ・ 福

祉支援の受入  

・広域搬送拠点の確保・運営  
・ＤＭＡＴ、救護班等医療、介護・福祉にかかる応援要員との緊密

な連携（被害状況、活動場所の情報提供等）  
・災害拠点病院等活動場所への救護班搬送体制の確保  
・巡回健康相談支援の受入調整  等  

救援物資受入  ・国のプッシュ型支援・救援物資受入拠点の開設・運営  
・協定を締結している宅配業者、倉庫業者等に物資受入拠点の運営

協力要請  
・被災市町村の物資受入拠点を確認  
・被災市町村が必要とする物資に関する情報を収集・とりまとめ  
 （必要に応じ、被災市町村に職員を派遣し、物資ニーズを把握） 
・緊急輸送道路の被害情報の提供  
・通行不能の緊急輸送ルートの代替ルートの情報提供  
・陸路が寸断されている場合、海路、空路を活用するため航空・海

運事業者、空港・港湾管理者や自衛隊、海上保安庁との調整  
・被災市町村等と密に連絡をとり合い、物資が末端まで届いている

か確認  等  
避 難 所 運 営 支

援の受入  
・避難所運営支援の受入調整  
 

広域避難  ・被災市町村と連携し、府県外への避難が必要な被災者の人数を把

握  
・広域連合から、避難者受入府県の避難者受入可能施設に関する情

報を受け、被災市町村と調整のうえ被災者に周知  
・必要に応じて、被災市町村、受入府県等と調整しバス等の移動手

段を確保  
・要援護者の広域避難の調整  等  

ボ ラ ン テ ィ ア

の受入  
 
 
 

・災 害ボ ラ ンテ ィ ア セン ター の 立ち 上 げ  
・ ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 を 後 方 支 援 す る イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン セ ン タ ー

の設 置  
・ボ ラン テ ィア コ ー ディ ネー タ ーの 確 保  
・ス コッ プ 等の ボ ラ ンテ ィア 用 資機 材 の 貸出  
・ボ ラン テ ィア を 大 量に 搬送 す るバ ス 等 の確 保  等  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
熊 本 地 震 の

課 題 を 踏 ま

え、追記  
 
 
国 の 物 資 支

援を明記  
 
 
 
 
 
 
 
災 害 対 策 基

本法 H24 改

正 に 基 づ く

追加  
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関西防災・減災プラン 現行 見直し案 見直しの考え方 

（市町村の受援業務）  
区  分  主な受援業務  

共通事項  ・応援の要請  
・被害状況、被災者ニーズ等の迅速・的確な情報収集と提供  
・応援部隊（消防、警察、自衛隊、海上保安庁、ＤＭＡＴ等）や応援

要員（他市町村等）との現地調整所や調整会議等による情報共有  
・応援部隊等の活動拠点、救援物資受入拠点等の確保。応援部隊等の

通信手段の確保  
・活動の長期化による応援部隊等の生活物資の確保  
・必要に応じて応援部隊等の宿泊場所の確保  等  

他 市 町 村 等

応 援 要 員 受

入  

・受援の総合調整  
・人的応援について被災府県へ要請  
・長期応援要員等の宿泊場所を確保  
・孤立集落の有無の確認。衛星携帯電話等の確保。不足する場合は、

被災府県に必要数を要請  
・臨時ヘリポートの開設及び運用要員、通信機器、燃料確保  等  

救命救助・消

火 部 隊 、

DMAT、救護

班等受入、重

傷患者搬送  

・応援部隊、DMAT 及び救護班等への情報提供（被害状況、活動場所、

緊急輸送ルート、進出拠点・活動拠点等の位置図等）   
・応援部隊及び DMAT・救護班等の受け入れ調整  

被 災 者 支 援

業 務 に か か

る 応 援 の 受

入  

・罹災証明書発行、生活復興資金等窓口の開設。対応職員が不足する

場合は、被災府県を通じ、他の市町村職員等の応援を要請するとと

もに、応援職員受入計画を作成し、それに基づき、他の市町村職員

等を受け入れ  
・要援護者の安否確認。福祉避難所の開設  
・要援護者の移送が必要な場合は、移送を手配。市町村内のみでは対

応できない場合は、被災府県に受け入れを要請  
・被災府県から、避難者受入府県の避難者受入可能施設に関する情報

を受け、被災者に周知。必要に応じて、被災府県等と調整しバス等

の移動手段を確保  等  
避 難 所 運

営・救援物資

に か か る 応

援の受入  

・避難所運営職員の確保。不足する場合は、被災府県に応援を要請  
・避難所の必要ニーズを把握・とりまとめ。必要に応じ、被災府県に

必要な支援を要請するとともに、救援物資等を受入れ  
・救援物資受入拠点の開設・運営  
・通行可能な緊急輸送ルートの確保及びその情報提供  
・物資が避難所・被災者まで届いているかの確認  
・応急給水計画を作成。不足する場合は、被災府県に応援を要請  等  

（被災市町村の受援業務）  
区  分  主な受援業務  

共通事項  ・応援の要請  
・受援班／受援担当の設置及び受援の総合調整等の実施  
・被害状況、被災者ニーズ等の迅速・的確な情報収集と提供  
・応援部隊（消防、警察、自衛隊、海上保安庁、ＤＭＡＴ等）や応援

要員（他府県等）との現地調整所や調整会議等による情報共有  
・応援部隊等の活動拠点、広域搬送拠点、救援物資受入拠点等と府県

災害対策本部との通信の確保  
・活動の長期化による応援部隊等の生活物資の確保  
・必要に応じて応援部隊等の宿泊場所の確保   
・応援・受援管理帳票による資源の調達・管理  
・応援に関する状況把握           等  

他 府 県 等 応

援要員受入  
・自府県及び被災市町村が必要とする職員の職種、人数、派遣先、派

遣期間等をとりまとめ、応援府県又は広域連合に要請  
・長期応援要員等の宿泊場所を確保  
・臨時ヘリポートの開設及び運用要員、通信機器、燃料確保  等  

救命救助・消

火 部 隊 、

DMAT、救護

班等等医療、

介護・福祉支

援の受入、重

傷患者搬送  

・応援部隊、DMAT、救護班等医療、介護・福祉にかかる応援要員と

の緊密な連携（被害状況、活動場所、緊急輸送ルート、進出拠点・

活動拠点等の位置図の情報提供等）   
・応援部隊及び DMAT、救護班等等医療、介護・福祉にかかる応援要

員の受入調整  
・巡回健康相談支援の受入調整  

被 災 者 支 援

業 務 に か か

る 応 援 の 受

入  

・家屋被害認定業務、罹災証明書交付、生活復興資金等窓口の開設。

対応職員が不足する場合は、被災府県を通じ、他の市町村職員等の

応援を要請するとともに、応援職員受入計画を作成し、それに基づ

き、他の市町村職員等を受け入れ  
・要配慮者の安否確認。福祉避難所の開設  
・要配慮者の移送が必要な場合は、移送を手配。市町村内のみでは対

応できない場合は、被災府県に受け入れを要請  
・被災府県から、避難者受入府県の避難者受入可能施設に関する情報

を受け、被災者に周知。必要に応じて、被災府県等と調整しバス等

の移動手段を確保  等  
避 難 所 運

営・救援物資

に か か る 応

援の受入  

・避難所運営職員の確保。不足する場合は、被災府県に応援を要請  
・避難所の必要ニーズを把握・とりまとめ。必要に応じ、被災府県に

必要な支援を要請するとともに、救援物資等を受入れ  
・救援物資受入拠点の開設・運営  
・通行可能な緊急輸送ルートの確保及びその情報提供  
・物資が避難所・被災者まで届いているかの確認  
・応急給水計画を作成。不足する場合は、被災府県に応援を要請  等  

 
 
受 援 ガ イ ド

ラ イ ン の 反

映  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
熊 本 地 震 の

課 題 を 踏 ま

え、追記  
 
 
 
修 正 意 見 を

反映  
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関西防災・減災プラン 現行 見直し案 見直しの考え方 

ボ ラ ン テ ィ

アの受入  
 
 

・災 害ボ ラ ンテ ィ ア セン ター の 立ち 上 げ  
・ 社 会 福 祉 協 議 会 等 と 調 整 の う え 、 ボ ラ ン テ ィ ア の コ ー デ ィ ネ ー ト

を 実 施 。 ボ ラ ン テ ィ ア コ ー デ ィ ネ ー タ ー が 不 足 す る 場 合 は 被 災 府

県に ボラ ン ティ ア コ ーデ ィネ ー ター の 派 遣を 要請  
・ ス コ ッ プ 等 の ボ ラ ン テ ィ ア 用 資 機 材 の 貸 出 。 不 足 す る 場 合 は 、 被

災府 県に 資 機材 の 調 達を 要請  
・ 必 要 に 応 じ て ボ ラ ン テ ィ ア 村 等 ボ ラ ン テ ィ ア 拠 点 の 開 設 ・ 運 営 。

ボ ラ ン テ ィ ア 拠 点 運 営 職 員 が 不 足 す る 場 合 に は 、 被 災 府 県 に 応 援

を要 請  等  
 

ウ   応援方式  

被災府県が複数の場合、原則として、被災府県を応援府県が分担するカ

ウンターパート方式による応援方式をとる。ただし、応援府県の被災経験

の有無、救援物資の保有状況を勘案して、必要に応じてカウンターパート

方式にこだわらずに広域連合が応援府県と調整の上、応援先を調整する。 
      被災府県が単数の場合は、原則として、広域連合が応援府県の具体的な

応援内容、応援先を調整する方式をとる。  
 
 
    
 

 
 

④   現地支援本部・現地連絡所の設置  

広域連合及び応援府県は、災害対策（支援）本部を設置したときは、必要

に 応じ て 被 災自 治 体 の 災害 対 策 本部 等 と の 連携 及 び 支援 ニ ー ズ に係 る 情 報

収集や応援活動のため、被災府県庁内等に現地支援本部を、被災市町村役場

内等に現地連絡所を設置する。  
 

⑤    政府現地対策本部への職員派遣  

東海・東南海・南海地震が発生し、政府現地対策本部が設置された場合は、

広域連合、構成府県及び連携県から職員を派遣し情報収集等を行う。  
 なお、具体的な運用ルール等は、国と協議し、関西広域応援・受援実施要

綱等で定める。  
 

 ＜政府現地対策本部との連携＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボ ラ ン テ ィ

アの受入  
 
 

・災 害ボ ラ ンテ ィ ア セン ター の 立ち 上 げ  
・ 社 会 福 祉 協 議 会 等 と 調 整 の う え 、 ボ ラ ン テ ィ ア の コ ー デ ィ ネ ー ト

を 実 施 。 ボ ラ ン テ ィ ア コ ー デ ィ ネ ー タ ー が 不 足 す る 場 合 は 被 災 府

県に ボラ ン ティ ア コ ーデ ィネ ー ター の 派 遣を 要請  
・ ス コ ッ プ 等 の ボ ラ ン テ ィ ア 用 資 機 材 の 貸 出 。 不 足 す る 場 合 は 、 被

災府 県に 資 機材 の 調 達を 要請  
・ 必 要 に 応 じ て ボ ラ ン テ ィ ア 村 等 ボ ラ ン テ ィ ア 拠 点 の 開 設 ・ 運 営 。

ボ ラ ン テ ィ ア 拠 点 運 営 職 員 が 不 足 す る 場 合 に は 、 被 災 府 県 に 応 援

を要 請  等  
 

ウ   応援方式  

被災府県が複数の場合、原則として、被災府県を応援府県が分担するカ

ウンターパート方式による応援方式をとる。ただし、応援府県の被災経験

の有無、救援物資の保有状況を勘案して、必要に応じてカウンターパート

方式にこだわらずに広域連合が応援府県と調整の上、応援先を調整する。 
      被災府県が単数の場合は、原則として、広域連合が応援府県の具体的な

応援内容、応援先を調整する方式をとる。  
 
 
    
 

 
 

④   現地支援本部・現地連絡所の設置  

広域連合及び応援府県は、災害対策（支援）本部を設置したときは、必要

に 応 じ て 被 災 自 治 体 の 災 害 対 策 本 部 等 と の 連 携 及 び 支 援 ニ ー ズ に 係 る 情 報

収集や応援活動のため、被災府県庁内等に現地支援本部を、被災市町村役場

内等に現地連絡所を設置する。  
 

⑤    政府現地対策本部への職員派遣  

南海トラフ地震が発生し、政府現地対策本部が設置された場合は、広域連

合、構成団体及び連携県から職員を派遣し情報収集等を行う。  
 なお、具体的な運用ルール等は、国と協議し、関西広域応援・受援実施要

綱等で定める。  
 

＜政府現地対策本部との連携＞  ＜政府現地対策本部との連携＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
最 新 被 害 想

定 （ 国 、 各

府 県 ） の 公

表 を 受 け 、

修正  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政府現地対策本部
現地対策本部会議（合同会議）
○構成員

本部長、本部員、
広域連合・構成府県幹部等

○目 的
・被害状況や対応状況の共有
・災害応急対応活動の調整

広域連合

被災府県

支援要請

職員派遣

情報共有

構成府県・連携県

情報共有 職員派遣

支援

支援

職員派遣

政府現地対策本部
現地対策本部会議（合同会議）
○構成員

本部長、本部員、
広域連合・構成府県幹部等

○目 的
・被害状況や対応状況の共有
・災害応急対応活動の調整

広域連合

被災府県

支援要請

職員派遣

情報共有

構成府県・連携県

情報共有 職員派遣

支援

支援

職員派遣

政府現地対策本部
現地対策本部会議（合同会議）
○構成員
本部長、本部員、
広域連合・構成府県幹部等

○目 的
・被害状況や対応状況の共有
・災害応急対応活動の調整

広域連合

被災府県

支援要請

職員派遣

情報共有

構成府県・連携県

情報共有 職員派遣

支援

支援

職員派遣

政府現地対策本部
現地対策本部会議（合同会議）
○構成員
本部長、本部員、
広域連合・構成府県幹部等

○目 的
・被害状況や対応状況の共有
・災害応急対応活動の調整

広域連合

被災府県

支援要請

職員派遣

情報共有

構成府県・連携県

情報共有 職員派遣

支援

支援

職員派遣

○  カウンターパート方式とは  
被災自治体に対し、応援する自治体を割り当てて応援する方式。  
応援自治体が複数になる場合もある。府県レベルの他、市町村レベ

ルのカウンターパート方式があり、東日本大震災でこの方式による応

援が高く評価された。  

○  カウンターパート方式とは  
被災自治体に対し、応援する自治体を割り当てて応援する方式。  
応援自治体が複数になる場合もある。府県レベルの他、市町村レベル

のカウンターパート方式があり、東日本大震災でこの方式による応援が

高く評価された。  



 

36 
 

関西防災・減災プラン 現行 見直し案 見直しの考え方 

 

 

 

 

 

初動期オペレーションマップ（１）  

このオペレーションマップは、大規模広域災害発生時に被災市町村、被災府県、広
域連合・応援府県、他都道県、国・国出先機関及び広域実動機関が、相互に連携しな
がら対応すべきことを災害対応項目ごとに示したものである。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥  広域（０次）物資拠点の設置  

広域連合は、プッシュ型支援及び構成団体や全国から送付される物資等を受

入れられるよう、被災府県の被害状況を確認し、必要応じて 0 次拠点を設置す

る。  
 

初動期オペレーションマップ（１）  

このオペレーションマップは、大規模広域災害発生時に被災市町村、被災府県、広
域連合・応援府県、他都道県、国・国出先機関及び広域実動機関が、相互に連携しな
がら対応すべきことを災害対応項目ごとに示したものである。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
緊 急 物 資 円

滑 供 給 シ ス

テムの反映  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

被災市町村 被災府県

情報収集･伝達 ○被災情報の収集（自主防災組織・自治
会・消防団等への連絡、マスメディアか
らの情報収集）
○被災地区への職員派遣、被災状況の確
認
○孤立地区の確認
○通信手段の確保（衛星携帯電話等の手
配、活用、貸与要請）
○府県災害対策本部への被害状況の伝達
【応援要請】
◇職員派遣要請
◇通信手段確保要請(衛星携帯電話等の
貸与）

○被災情報の収集（マスメディア、被災市
町村、消防、警察、海上保安庁等からの情
報収集）
○被災市町村への職員派遣、被災状況の確
認
○ヘリの運用による被災状況の確認
○孤立地区の状況把握
○通信手段の確保（衛星携帯電話等の手
配、被災地への貸与）
○広域連合・応援府県、国(消防庁)への被
災情報の伝達
【広域応援要請】
◇職員派遣要請
◇情報収集用ヘリの派遣要請
◇通信手段確保要請(衛星携帯電話等の貸
与）

情報発信 ○災害情報のとりまとめ
○あらゆる手段による情報の発信（防災
行政無線、広報車、広報誌、ホームペー
ジ、携帯電話、報道発表、ＣＡＴＶ、コ
ミュニティＦＭ等）

○災害情報のとりまとめ
○あらゆる手段による情報の発信（広報
誌、ホームページ、携帯電話、報道発表
等）

避難指示等の
発令・避難誘
導

○防災行政無線、広報車、ＣＡＴＶ等に
よる住民への避難等の呼びかけ
○的確な避難誘導(地震規模・津波高等
の適切な情報提供、津波避難ビル等の利
用、交通手段・渋滞情報等の提供）
○防潮扉、水門等の閉鎖指示・確認
○活動機関・職員等への的確な避難指示

○観測機関からの地震規模・津波高等の情
報収集と市町村への提供
○被害シミュレーションの実施と市町村へ
の提供
○避難指示等の発令状況の確認
○必要に応じ被災市町村への助言

大規模火災へ
の対応

○消防機関による消火活動
【応援要請】
◇消防応援要請
◇空中消火の出動要請

○府県内消防機関への出動要請
○消防防災ヘリの運用
【広域応援要請】
◇緊急消防援助隊の出動要請
◇ヘリの出動要請

関係機関によ
る活動

○消防機関による人命救助・救急活動
【応援要請】
◇警察への救助等の協力要請
◇府県災害対策本部への要請（自衛隊派
遣、消防機関の応援）
【受援業務】
◆応援チームの受入（滞在場所の確保、
被災情報の提供、資機材の提供)
◆応援チームとの調整（執務スペースの
確保、活動に係る調整会議の開催）

○警察による救助、救急、捜索活動
【広域応援要請】
◇緊急消防援助隊、広域緊急援助隊(警
察)、海上保安庁への応援要請
◇自衛隊への災害派遣要請
【受援業務】
◆応援チームの受入調整（被災市町村との
調整)
◆応援チームの受入（滞在場所の確保、被
災情報の提供、資機材の提供)
◆応援チームとの調整（執務スペースの確
保、活動に係る調整会議の開催）

海外応援チー
ムの受入（含
医療チーム）

【受援業務】
◆チームの受入調整（被災府県との調
整）
◆チームの受入（滞在場所の確保、活動
場所の指定、資機材の提供)
◆チームとの調整（ミーティングの開
催）

【受援業務】
◆チームの受入調整（被災市町村との調
整）
◆チームの受入（滞在場所の確保、活動場
所の指定、資機材の提供)
◆通訳ボランティアの派遣
【広域応援要請】
◇通訳ボランティアの派遣要請

項目

2 避難誘導、消
火、水防等、
被害防止活動

1 情報の収集と
共有

3 人命救助の実
施
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広域連合・応援府県 他都道県 国・国出先機関
広域実動機関（消防・警察・
自衛隊・海上保安庁）

○被災情報の収集（マスメディ
ア、被災府県等からの情報収集）
○要請に基づく情報収集用ヘリの
派遣
○被災府県への職員派遣(緊急派
遣チーム)、被災状況の確認
○被災府県との連携による被災市
町村への職員派遣
○通信手段確保の支援（衛星携帯
電話等の貸与、国・事業者への要
請）

〔広域連合〕
○構成府県・連携県への被災情報
の伝達
○カウンターパート府県の指定・
伝達
○国の動き(現地本部の設置等)に
ついての情報収集

○独自の情報収集活動
○要請に基づく情報収集用
ヘリの派遣

〔国・地方機関〕
○被災府県、関係機関から
の情報収集
○被災府県への職員派遣

〔総務省･総合通信局〕
○総務省の通信機器（MCA無
線、簡易無線局、衛星携帯
電話）の貸し出し
○通信機器確保についての
事業者への要請

○独自の情報収集活動(自衛
隊先遣隊派遣、ヘリの活用
等)
○被災府県等への要員派遣

○災害情報のとりまとめ
○あらゆる手段による情報の発信
（広報誌、ホームページ、携帯電
話、報道発表等）

○支援情報の発信 ○災害情報のとりまとめ
○支援情報の発信

○活動状況の発信

○要請に基づく消防防災ヘリ等の
出動

○要請に基づく消防防災ヘ
リ等の出動

○緊急消防援助隊の出動
○警察、自衛隊、海上保安庁
によるヘリの派遣

〔広域連合〕
○実動機関からの情報収集・応援
府県との共有

○独自の情報収集 ○実動機関からの情報収集 ○緊急消防援助隊の出動
○広域緊急援助隊(警察)の出
動
○自衛隊の災害派遣
○海上保安庁船艇等の出動
○救命、救助、捜索、搬送等
の活動

○通訳ボランティアの派遣
○被災府県、外務省との調整

〔外務省〕
○支援国との調整、受入計
画の策定
○広域連合・被災府県･市町
村との調整

広域連合・応援府県 他都道県 国・国出先機関
広域実動機関（消防・警察・
自衛隊・海上保安庁）

○被災情報の収集（マスメディ
ア、被災府県等からの情報収集）
○要請に基づく情報収集用ヘリの
派遣
○被災府県への職員派遣(緊急派
遣チーム)、被災状況の確認
○被災府県との連携による被災市
町村への職員派遣
○通信手段確保の支援（衛星携帯
電話等の貸与、国・事業者への要
請）

〔広域連合〕
○構成府県・連携県への被災情報
の伝達
○カウンターパート府県の指定・
伝達
○国の動き(現地本部の設置等)に
ついての情報収集

○独自の情報収集活動
○要請に基づく情報収集用
ヘリの派遣

〔国・地方機関〕
○被災府県、関係機関から
の情報収集
○被災府県への職員派遣

〔総務省･総合通信局〕
○総務省の通信機器（MCA無
線、簡易無線局、衛星携帯
電話）の貸し出し
○通信機器確保についての
事業者への要請

○独自の情報収集活動(自衛
隊先遣隊派遣、ヘリの活用
等)
○被災府県等への要員派遣

○災害情報のとりまとめ
○あらゆる手段による情報の発信
（広報誌、ホームページ、携帯電
話、報道発表等）

○支援情報の発信 ○災害情報のとりまとめ
○支援情報の発信

○活動状況の発信

○要請に基づく消防防災ヘリ等の
出動

○要請に基づく消防防災ヘ
リ等の出動

○緊急消防援助隊の出動
○警察、自衛隊、海上保安庁
によるヘリの派遣

〔広域連合〕
○実動機関からの情報収集・応援
府県との共有

○独自の情報収集 ○実動機関からの情報収集 ○緊急消防援助隊の出動
○広域緊急援助隊(警察)の出
動
○自衛隊の災害派遣
○海上保安庁船艇等の出動
○救命、救助、捜索、搬送等
の活動

○通訳ボランティアの派遣
○被災府県、外務省との調整

〔外務省〕
○支援国との調整、受入計
画の策定
○広域連合・被災府県･市町
村との調整
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初動期オペレーションマップ（２）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初動期オペレーションマップ（２）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
修 正 意 見 を

反映  
 
 
 
 
 
 
 
熊 本 地 震 の

課 題 を 踏 ま

え追記  
 
 
 
 
 
修 正 意 見 を

反映  
 
 
 
 
 
国 の プ ッ シ

ュ 型 支 援 の

受 入 れ 調 整

を記載  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

被災市町村 被災府県

4 ○公的医療機関の医療活動
【応援要請】
◇民間医療機関への医療活動協力要請
◇府県災害対策本部への医療関係者の派
遣要請
【受援業務】
◆応援チームの受入（滞在場所の確保、
被災情報の提供、資機材の提供）
◆応援チームとの調整（活動場所の指
定、活動に係る調整会議の開催）

○公的医療機関の医療活動
○県内ＤＭＡＴ、救護班等の被災地への派
遣
【広域応援要請】
◇ＤＭＡＴ、ドクターヘリ、救護班等医療
支援の要請
◇傷病者、入院患者、要援護避難者等の広
域受入要請
【受援業務】
◆応援チームの受入調整（被災市町村との
調整)
◆応援チームの受入（滞在場所の確保、被
災情報の提供、資機材の提供)
◆応援チームとの調整（活動場所の指定、
活動に係る調整会議の開催）

5

6 ○市町村内輸送ルートの確保
○物資集積・配送拠点の開設
○搬送手段の確保
○物流事業者等への支援要請
【応援要請】
◇府県災害対策本部へ緊急物資の支援、
燃料の確保等を要請
【受援業務】
◆市町村内輸送ルートの確保
◆物資集積・配送拠点の開設

○府県内緊急輸送ルートの確保
○物資集積・配送拠点の開設
○トラック協会等に物資輸送を要請
【広域応援要請】
◇応援府県、広域連合に緊急物資の供給を
要請
◇自衛隊、海上保安庁等にヘリによる緊急
輸送を要請
◇国（内閣府）に燃料確保の要請
【受援業務】
◆府県内緊急輸送ルートの確保
◆物資集積・配送拠点の開設

7 ○通行止めなど管理道路の規制
○管理道路の点検・啓開、緊急輸送路の
確保
○管理道路通行可否情報の発信
○河川、砂防等管理施設の緊急点検
○河川、砂防等管理施設の二次災害防止
対策の実施
【応援要請】
◇府県災害対策本部に道路啓開等の支援
を要請
【受援業務】
◆応援職員の受入、業務の割当

○通行止めなど管理道路の規制
○管理道路の点検・啓開、緊急輸送路の確
保
○管理道路通行可否情報の発信
○公安委員会による交通規制の実施
○警察による迂回路の設定
○警察による交通誘導
○警備業協会に対する交通誘導業務支援要
請
○管理港湾、管理空港の緊急復旧
○河川、砂防等管理施設の緊急点検
○河川、砂防等管理施設の二次災害防止対
策の実施
○被災市町村への職員派遣等の支援
【応援要請】
◇応援府県、広域連合への要員及び資機材
の支援要請
【受援業務】
◆応援職員の受入、業務の割当

物資・燃料等の緊急輸送

道路等公共施設の緊急対策

避難者対策の実施
（災害時要援護者への支援を
含む）

○避難所となる施設の管理者への開設指
示・要請
○避難所職員派遣
○避難者数、避難者氏名等の確認
○災害時要援護者の適切な避難の実施
（避難誘導、福祉避難所の開設、被災施
設入所者の一時受入施設の確保等）
○物資の必要数量、備蓄数量の確認と不
足量の把握
○避難者のニーズ、体調等の確認
○自宅避難等、指定避難所外避難者の把
握
○ホテル、旅館、空き住宅所有者等への
避難者受入要請
○愛玩動物保護への配慮
【応援要請】
◇避難所運営職員の派遣要請
◇避難者受入要請
◇災害時要援護者の受入要請
◇広域避難者の移送手段の要請
【受援業務】
◆応援職員の各避難所への割当
◆広域避難者の移送手段の手配

○避難所運営職員の派遣
○府県内市町村への避難者受入調整
○府県内市町村への応援職員派遣要請
○災害時要援護者の受入調整（受入施設の
確保等）
○ホテル、旅館、空き住宅所有者等への避
難者受入要請
○愛玩動物保護への支援
○災害救助法の適用、基準の柔軟運用の要
請
【広域応援要請】
◇応援府県、広域連合への応援職員派遣要
請
◇応援府県、広域連合への広域避難受入要
請（災害時要援護者を含む）
◇広域避難者の移送手段の要請（移動用バ
ス、自衛隊・海上保安庁のヘリ・船舶等）
【受援業務】
◆職員派遣の割当
◆広域避難の割当（災害時要援護者を含
む）
◆広域避難者の移送手段の調整（災害時要
援護者を含む）

医療活動の実施

項目 被災市町村 被災府県

4 ○公的医療機関の医療活動
【応援要請】
◇民間医療機関への医療活動協力要請
◇府県災害対策本部への医療関係者の派
遣要請
【受援業務】
◆応援チームの受入（滞在場所の確保、
被災情報の提供、資機材の提供）
◆応援チームとの調整（活動場所の指
定、活動に係る調整会議の開催）

○公的医療機関の医療活動
○県内ＤＭＡＴ、救護班等の被災地への派
遣
【広域応援要請】
◇ＤＭＡＴ、ドクターヘリ、救護班等医療
支援の要請
◇傷病者、入院患者、要配慮者等の広域受
入要請
【受援業務】
◆応援チームの受入調整（被災市町村との
調整)
◆応援チームの受入（滞在場所の確保、被
災情報の提供、資機材の提供)
◆応援チームとの調整（活動場所の指定、
活動に係る調整会議の開催）

5

6 ○市町村内輸送ルートの確保
○物資集積・配送拠点の開設
○搬送手段の確保
○物流事業者等への支援要請
【応援要請】
◇府県災害対策本部へ緊急物資の支援、
燃料の確保等を要請
【受援業務】
◆市町村内輸送ルートの確保
◆物資集積・配送拠点の開設

○府県内緊急輸送ルートの確保
○物資集積・配送拠点の開設
○トラック協会等に物資輸送を要請
【広域応援要請】
◇応援府県、広域連合に緊急物資の供給を
要請
◇自衛隊、海上保安庁等にヘリによる緊急
輸送を要請
◇国（内閣府）に燃料確保の要請
【受援業務】
◆府県内緊急輸送ルートの確保
◆物資集積・配送拠点の開設
◆国のプッシュ型支援及び広域連合・応援
府県による救援物資の受け入れ調整

7 ○通行止めなど管理道路の規制
○管理道路の点検・啓開、緊急輸送路の
確保
○管理道路通行可否情報の発信
○河川、砂防等管理施設の緊急点検
○河川、砂防等管理施設の二次災害防止
対策の実施
【応援要請】
◇府県災害対策本部に道路啓開等の支援
を要請
【受援業務】

○通行止めなど管理道路の規制
○管理道路の点検・啓開、緊急輸送路の確
保
○管理道路通行可否情報の発信
○公安委員会による交通規制の実施
○警察による迂回路の設定
○警察による交通誘導
○警備業協会に対する交通誘導業務支援要
請
○管理港湾、管理空港の緊急復旧
○河川、砂防等管理施設の緊急点検

物資・燃料等の緊急輸送

道路等公共施設の緊急対策

避難者対策の実施
（要配慮者への支援を含む）

○避難所となる施設の管理者への開設指
示・要請
○避難所職員派遣
○避難者数、避難者氏名等の確認
○要配慮者の適切な避難の実施（避難誘
導、福祉避難所の開設、被災施設入所者
の一時受入施設の確保等）
○物資の必要数量、備蓄数量の確認と不
足量の把握
○避難者のニーズ、体調等の確認
○自宅避難等、指定避難所外避難者の把
握
○ホテル、旅館、空き住宅所有者等への
避難者受入要請
○愛玩動物保護への配慮
○避難所の民間への委託又は自主運営の
働きかけ
【応援要請】
◇避難所運営職員の派遣要請
◇避難者受入要請
◇要配慮者の受入要請
◇広域避難者の移送手段の要請
【受援業務】
◆応援職員の各避難所への割当
◆広域避難者の移送手段の手配

○避難所運営職員の派遣
○府県内市町村への避難者受入調整
○府県内市町村への応援職員派遣要請
○災害時要援護者の受入調整（受入施設の
確保等）
○ホテル、旅館、空き住宅所有者等への避
難者受入要請
○愛玩動物保護への支援
○災害救助法の適用、基準の柔軟運用の要
請
【広域応援要請】
◇応援府県、広域連合への応援職員派遣要
請
◇応援府県、広域連合への広域避難受入要
請（要配慮者を含む）
◇広域避難者の移送手段の要請（移動用バ
ス、自衛隊・海上保安庁のヘリ・船舶等）
【受援業務】
◆職員派遣の割当
◆広域避難の割当（要配慮者を含む）
◆広域避難者の移送手段の調整（要配慮者
を含む）

医療活動の実施

項目
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修 正 意 見 を

反映  
 
 
 
 
 
修 正 意 見 を

反映  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
広 域 防 災 局

の 新 た な 取

組の追記  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広域連合・応援府県 他都道県 国・国出先機関
広域実動機関（消防・警察・
自衛隊・海上保安庁）

○ドクターヘリ、救護班等の派遣
○傷病者、入院患者、要援護避難
者等の受入（管内市町村への要請
を含む）

〔広域連合〕
○上記の支援調整
○実動機関からの情報収集・応援
府県との共有
【広域応援・受援調整】
○国(厚生労働省）、他都道県へ
の応援要請
○被災府県・市町村の受入事務支
援

○要請に基づく応援チーム
の派遣
○要請に基づく傷病者、入
院患者、要援護避難者等の
受入

○被災地域内の医療セン
ター等の医療活動

〔厚生労働省・地方厚生
局〕
○ＤＭＡＴ、救護班等の派
遣調整
○要請に基づく傷病者等の
受入調整

〔国土交通省〕
○要請に基づく輸送手段の
優先的確保などの配慮

○被災地域内の自衛隊の病院
の医療活動
○要請による自衛隊の救護班
派遣
○消防庁による被災地以外の
救急隊等からの救護班の応援
○要請に基づき輸送手段の優
先的確保などの配慮

○広域連合からの要請に基
づく職員の派遣
○広域避難の受入準備、要
請に基づく受入（災害時要
援護者を含む）
○被災者登録システムの運
用

〔厚生労働省〕
○災害救助法の柔軟運用の
決定・通知

○自衛隊、海上保安庁のヘ
リ、船舶等による広域避難者
の移送

○救援物資の緊急輸送（トラック
協会等への輸送要請）

〔広域連合〕
○海上保安庁へのヘリ出動要請
○地方運輸局に輸送手段確保を要
請
【広域応援・受援調整】
○他都道県への応援要請

○要請に基づく救援物資の
緊急輸送

〔国土交通省・地方運輸
局〕
○貨物輸送事業者、船舶運
航事業者への協力要請
○旅客の代替輸送、迂回輸
送にかかる調整
○交通機関利用者への情報
提供

〔内閣府、経済産業省〕
○燃料確保について業界等
への要請

○自衛隊、海上保安庁のヘ
リ、船舶等による緊急輸送の
実施

○応援要員の派遣、資機材の供給
（管内市町村への要請を含む）

〔広域連合〕
○不足する場合の構成府県間調整
【広域応援・受援調整】
○他都道県への応援要請
○地方整備局への支援要請

○要請に基づく要員の派
遣、資機材の供給

〔国土交通省・地方整備
局〕
○通行止めなど管理道路の
規制
○管理道路の点検・啓開、
緊急輸送路の確保
○管理道路通行可否情報の
発信
○緊急災害対策派遣隊（Ｔ
ＥＣ－ＦＯＲＣＥ）の派遣
（災害対策用ヘリコプター
による広域にわたる被災状
況調査等）
○被災府県への応援要員の
派遣及び資機材の供給にか
かる都道府県への調整
○管理港湾、管理空港の緊
急復旧

○警察による交通誘導要員の
派遣
○海上保安庁による海上交通
確保対策の実施

○避難所運営職員の派遣（管内市
町村への要請を含む）
○広域避難受入調整（施設の確
保、移送手段の支援（災害時要援
護者を含む））
○避難者登録システムの運用、管
内市町村への導入要請

〔広域連合〕
○応援職員、広域避難受入等が不
足した際の構成府県間調整（災害
時要援護者を含む）
【広域応援・受援調整】
○他都道県への応援依頼（災害時
要援護者を含む）
○災害救助法柔軟運用の国への要
請
○海上保安庁のヘリ、船舶等によ
る移送支援の要請

 

広域連合・応援府県 他都道県 国・国出先機関
広域実動機関（消防・警察・
自衛隊・海上保安庁）

○ドクターヘリ、救護班等の派遣
○傷病者、入院患者、要配慮者等
の受入（管内市町村への要請を含
む）

〔広域連合〕
○上記の支援調整
○実動機関からの情報収集・応援
府県との共有
【広域応援・受援調整】
○国(厚生労働省）、他都道県への
応援要請
○被災府県・市町村の受入事務支
援

○要請に基づく応援チーム
の派遣
○要請に基づく傷病者、入
院患者、要配慮者等の受入

○被災地域内の医療センター
等の医療活動

〔厚生労働省・地方厚生局〕
○ＤＭＡＴ、救護班等の派遣
調整
○要請に基づく傷病者等の受
入調整

〔国土交通省〕
○要請に基づく輸送手段の優
先的確保などの配慮

○被災地域内の自衛隊の病院
の医療活動
○要請による自衛隊の救護班
派遣
○消防庁による被災地以外の
救急隊等からの救護班の応援
○要請に基づき輸送手段の優
先的確保などの配慮

○広域連合からの要請に基
づく職員の派遣
○広域避難の受入準備、要
請に基づく受入（要配慮者
を含む）
○被災者登録システムの運
用

〔厚生労働省〕
○災害救助法の柔軟運用の決
定・通知

○自衛隊、海上保安庁のヘ
リ、船舶等による広域避難者
の移送

○救援物資の緊急輸送（トラック
協会等への輸送要請）
〔広域連合〕
○関西災害時物資供給協議会での
物資支援を行うことを決定
〇関西災害時物資供給協議会参画
企業・団体への救援物資の調達及
び緊急輸送の協力依頼
○０次拠点の設置検討
○陸路輸送が困難な場合、海運事
業者、航空事業者に協力を要請
○国土交通省地方整備局及び地方
運輸局等と輸送手段等を調整
○海上保安庁へのヘリ出動要請
【広域応援・受援調整】
○他都道県への応援要請

○要請に基づく救援物資の
緊急輸送

〔国土交通省・地方運輸局〕
○貨物輸送事業者、船舶運航
事業者への協力要請
○旅客の代替輸送、迂回輸送
にかかる調整
○交通機関利用者への情報提
供

〔内閣府、経済産業省〕
○燃料確保について業界等へ
の要請

○自衛隊、海上保安庁のヘ
リ、船舶等による緊急輸送の
実施

○応援要員の派遣、資機材の供給
（管内市町村への要請を含む）

〔広域連合〕
○不足する場合の構成府県間調整
【広域応援・受援調整】
○他都道県への応援要請
○地方整備局への支援要請

○要請に基づく要員の派
遣、資機材の供給

〔国土交通省・地方整備局〕
○通行止めなど管理道路の規
制
○管理道路の点検・啓開、緊
急輸送路の確保
○管理道路通行可否情報の発
信
○緊急災害対策派遣隊（ＴＥ
Ｃ－ＦＯＲＣＥ）の派遣（災
害対策用ヘリコプターによる
広域にわたる被災状況調査
等）
○被災府県への応援要員の派
遣及び資機材の供給にかかる
都道府県への調整
○管理港湾、管理空港の緊急
復旧

○警察による交通誘導要員の
派遣
○海上保安庁による海上交通
確保対策の実施

○避難所運営職員の派遣（管内市
町村への要請を含む）
○広域避難受入調整（施設の確
保、移送手段の支援（要配慮者を
含む））
○避難者登録システムの運用、管
内市町村への導入要請

〔広域連合〕
○応援職員、広域避難受入等が不
足した際の構成府県間調整（要配
慮者を含む）
○陸路輸送が困難な場合、海運事
業者、航空事業者に協力を要請
○国土交通省地方整備局及び地方
運輸局等と輸送手段等を調整
【広域応援・受援調整】
○他都道県への応援依頼（要配慮
者を含む）
○災害救助法柔軟運用の国への要
請
○海上保安庁のヘリ、船舶等によ
る移送支援の要請
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２  応援・受援シナリオ  

応急対応 期には 、被 災自治体 は災害 対応 業務に忙 殺され るこ ととなる 。そのな

かで、円滑な応援 ･受援が実施されるよう、広域連合は、構成府県及び連携県とと

もに職員を派遣して現地支援本部・現地連絡所を開設し、被災自治体はもとより、

緊急・応急 対策を 実 施する関係 機関や 全 国から応援 に入っ て いる自治体 等との調

整を行う。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-1  情報の収集・提供  

＜情報の流れ＞  

 

 

 

 

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※   
 
※  情 報 伝 達 手 段 ： 加 入 電 話 、 衛 星 電 話 、 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通 信 、 フ ァ ク シ ミ リ 、 テ レ ビ 電 話 、  

WEB 会 議 シ ス テ ム 等  
 

(1) 被災府県の対応  

被災府県は、広域連合・応援府県に対し、災害対策本部会議、報道発表及び

課室からのレクチャー等を通じ、府県内の被災状況の適時・適切な情報の発信

に努める。また、被害が甚大と想定される市町村に職員を派遣し、情報を収集

するとともに、被災市町村が行う災害対応を支援する。さらに応援に入る他の

 

２  応援・受援シナリオ  

応急対応期には、被災自治体は災害対応業務に忙殺されることとなる。そのなか

で、円滑な応援 ･受援が実施されるよう、広域連合は、構成団体及び連携県ととも

に職員を派遣して現地支援本部・現地連絡所を開設し、被災自治体はもとより、緊

急・応急対策を実施する関係機関や全国から応援に入っている自治体等との調整を

行う。  
なお、被災自治体において行政機能を失うなどの被害を受けた場合には、被災地

のニーズを確認しながら、原則として支援チーム派遣により被災地支援を行う。  

【支援チームの役割】  

被災自治体で被害を受けた行政機能等の早期回復を図るため、専門的なアドバイ

スを行うことを基本とする。  

【支援チーム構成例】  

総 括 、 ロ ジ ス テ ッ ク ス 担 当 、 教 育 担 当 、 ボ ラ ン テ ィ ア 総 括 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 、 避 難

所 運 営 担 当 、 医 療 、 保 健 ・ 衛 生 、 介 護 支 援 担 当 、 仮 設 住 宅 等 住 宅 対 策 担 当 、 災 害 廃 棄

物 処 理 等 環 境 対 策 担 当 、 人 と 防 災 未 来 セ ン タ ー 研 究 員    等  
 
  

2-1   情報の収集・提供  

＜情報の流れ＞  

 

 

 

 

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
※  情 報 伝 達 手 段 ： 加 入 電 話 、 衛 星 電 話 、 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通 信 、 フ ァ ク シ ミ リ 、 テ レ ビ 電 話 、  

TV 会 議 シ ス テ ム 、 SNS 等  
 

(1) 被災府県の対応  

被災府県は、広域連合・応援府県に対し、災害対策本部会議、報道発表及び

課室からのレクチャー等を通じ、府県内の被災状況の適時・適切な情報の提供

に努める。また、被害が甚大と想定される市町村に職員を派遣し、情報を収集

するとともに、被災市町村が行う災害対応を支援する。さらに応援に入る他の
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自治体との連絡・調整を図る。  

 

(2) 応援府県の対応  

①  必要な情報収集・整理  

   応援府県は、次の手順で具体的応援に必要な情報収集を行うとともに、収

集した情報の整理を行う。  

・ 現地支援本部（府県庁）及び現地連絡所（市町村）からの情報入手体制を

確保する。  

・ 被災自治体災害対策本部、被災自治体との連絡会議、応援派遣職員等から

の情報入手など被災地からの情報収集・伝達体制を確立する。  

②  応援実施状況の報告  

応援府県は、応援実施状況を広域連合に報告する。  

 

(3) 広域連合の対応  

広域連合は、応援府県の応援実施状況をとりまとめ、構成府県及び連携県と

情報共有を行うとともに、府県民に情報提供を行う。あわせて、被災自治体の

情報発信について支援を行う。  

また、広域連合は、政府現地対策本部で得られた情報を集約した上で、構成

府県及び連携県に提供し情報共有を図る。  

 

2-2  現地支援本部・現地連絡所の設置  

 

＜現地支援本部（被災府県庁内等）の機能＞  

 

 

 

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治体との連絡・調整を図る。  

 

(2) 応援府県の対応  

①  必要な情報収集・整理  

   応援府 県は 、次の 手順で 具体 的応援 に必要 な情 報収集 を行う とと もに、収

集した情報の整理を行う。  

・  現地支援本部（府県庁）及び現地連絡所（市町村）からの情報入手体制を

確保する。  

・  被災自治体災害対策本部への参画、広域連合と連携した関係者ミーティン

グの開催等により情報収集・伝達体制を確立する。  

②  応援実施状況の報告  

応援府県は、応援実施状況を広域連合に報告する。  

 

(3) 広域連合の対応  

広域 連合 は 、応 援 府県 の応 援 実施 状 況を とり ま と め、 構成 団体 及 び連 携 県と

情報 共有 を行 う と とも に、 府県 民 に 情報 提供 を行 う 。 あわ せて 、被 災 自 治体の

情報発信について支援を行う。  

また 、広 域 連合 は 、政 府現 地 対策 本 部で 得ら れ た 情報 を集 約し た 上で 、 構成

団体及び連携県に提供し情報共有を図る。  

 

2-2  現地支援本部・現地連絡所の設置  

 

＜現地支援本部（被災府県庁内等）の機能＞  
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＜現地連絡所（被災市町村役場内等）の機能＞  
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 被災自治体の対応  

 ①  現地事務所の設置  
   大規模広域災害の場合は、甚大な被害を受けた地域からは、情報が入ってこな

い。そのため、積極的に情報収集を行う必要がある。  
被災府県は、特に甚大な被害を受けた市町村に、必要に応じて現地事務所を設

置し、情報収集にあたるとともに、被災市町村が行う災害対応を支援する。  
また、当該現地事務所においては、広域連合及び応援府県が設置する現地連絡

所との連絡調整にあたる。  
 
 ②  受援体制の整備  

   被災府県及び被災市町村は、広域連合及び応援府県等からの応援受入体制の整

備を行う。   
〔主な受援業務〕  

・  応援を受け入れるための受援窓口の設置  
・  可能な範囲で、現地支援本部等の設置のための場所、机、椅子等の提供  
・  現 地 支援 本 部 等 応援 に 入 って い る 自 治体 等 と の定 期 的 な 意見 交 換 の場 の 設

定  
・  その他主な受援業務は p31～ 32 に記載  

 

(2) 広域連合及び応援府県の対応  

広域連合及び応援府県は、災害対策（支 援）本部を設置したときは、必要に応じ

 

＜現地連絡所（被災市町村役場内等）の機能＞  
  

 

 

(1) 被災自治体の対応  

 ①  現地事務所の設置  
   大規模広域災害の場合は、甚大な被害を受けた地域からは、情報が入ってこな

い。そのため、積極的に情報収集を行う必要がある。  
被災府県は、特に甚大な被害を受けた市町村に、必要に応じて現地事務所を設

置し、情報収集にあたるとともに、被災市町村が行う災害対応を支援する。  
また、当該現地事務所においては、広域連合及び応援府県が設置する現地連絡

所との連絡調整にあたる。  
 
 ②  受援体制の整備  

   被災府県及び被災市町村は、広域連合及び応援府県等からの応援受入体制の整

備を行う。   
〔主な受援業務〕  

・  応援を受け入れるための受援窓口の設置  
・  可能な範囲で、現地支援本部等の設置のための場所、机、椅子等の提供  
・  現 地 支 援 本 部 等 応 援 に 入 っ て い る 自 治 体 等 と の 定 期 的 な 意 見 交 換 の 場 の 設

定  
・  その他主な受援業務は p31～ 32 に記載  

 

(2) 広域連合及び応援府県の対応  

広域連合及び応援府県は、災害対策（支援）本部を設置したときは、必要に応じ
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て被 災 府県 の災 害 対 策本 部 等と の連 携 及 び支 援 ニー ズに 係 る 情報 収 集や 応援 活 動

のため、被災府県に現地支援本部を、現地連絡所を被災市町村に設置する。  
現地支援本部及び現地連絡所の開設及び運営については、被災府県の業務に負担

をかけないことを旨とし、原則として自給自足によるものとする。  
  設置場所については、原則として被災自治体の庁舎内とするが、それが望めない

場合には、近隣の建物、又は仮設テント等で対応する。  
 
 
 
 
 

〔主な業務〕  

・  被災自治体災害対策本部や課室、避難所などから応援ニーズの把握  
・  全国から応援に入っている自治体の応援情報の取りまとめ  
・  応援ニーズの応援府県への伝達、応援の調整及び実施  
・  有効な応援を実施するための被災自治体との定期的な意見交換の場の設定  
・ 被災自治体、全国から応援に入っている自治体と NPO との避難所支援、救

援物資などの課題別の定期的な情報交換の場の設定の働きかけ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

て 被 災 府 県 の 災 害 対 策 本 部 等 と の 連 携 及 び 支 援 ニ ー ズ に 係 る 情 報 収 集 や 応 援 活 動

のため、被災府県に現地支援本部を、被災市町村に現地連絡所を設置する。  
現地支援本部及び現地連絡所の開設及び運営については、被災府県の業務に負担

をかけないことを旨とし、原則として自給自足によるものとする。  
  設置場所については、原則として被災自治体の庁舎内とするが、それが望めない

場合には、近隣の建物、又は仮設テント等で対応する。  
  現 地 支 援 本 部 及 び 現 地 連 絡 所 の 運 営 に お い て は 、 被 災 自 治 体 と 応 援 自 治 体 と の

間、応援関係団体間、現地支援本部と現地連絡所間及び各現地連絡事務所の間での

定期的な関係者ミーティング等による情報共有の徹底を図る。  
 

〔主な業務〕  

・  被災自治体災害対策本部や課室、避難所などから応援ニーズの把握  
・  全国から応援に入っている自治体の応援情報の取りまとめ  
・  応援ニーズの応援府県への伝達、応援の調整及び実施  
・  有効な応援を実施するための被災自治体との定期的な意見交換の場の設定  
・ 被災自治体、全国から応援に入っている自治体と NPO との避難所支援、救

援物資などの課題別の定期的な情報交換の場の設定の働きかけ  
・  被災自治体の状況に応じて、支援チームの派遣を調整  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
文言整理  
 
 
 
 
熊 本 地 震 の

課 題 を 踏 ま

え追記  
 
 
 
 
 
 
 
 
熊 本 地 震 の

課 題 を 踏 ま

え 支 援 チ ー

ム 派 遣 を 追

記  
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＜現地支援本部（被災府県庁）、現地連絡所（被災市町村役場）設置・運営要領の

主な項目＞  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜現地支援本部（被災府県庁）、現地連絡所（被災市町村役場）設置・運営要領の

主な項目＞  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
熊 本 地 震 を

追記  
 
 
 
 
 
 
 
 
熊 本 地 震 の

課 題 を 踏 ま

え追記  
構 成 団 体 の

変更  
 
 
 
 
 
 
構 成 団 体 の

変更  
 
 
 
熊 本 地 震 の

課 題 を 踏 ま

え追記  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア  現 地 支 援 本 部 （ 府 県 庁 ） 設 置 ・ 運 営 要 領  
(ｱ )  業 務 内 容  

・  現 地 の 被 災 状 況 と 交 通 情 報 を 収 集 し 、 逐 次 報 告  
・  各 被 災 府 県 の 支 援 ニ ー ズ を 把 握 し 、 逐 次 報 告  
・  阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 や 東 日 本 大 震 災 な ど の 過 去 の 災 害 の 経 験 を 生 か し 、 緊

急 ・ 応 急 対 応 か ら 被 災 者 支 援 、 復 旧 ・ 復 興 に か か る 課 題 ・ 対 策 事 例 を 伝
え 、 今 後 発 生 す る 対 応 業 務 に つ い て の 情 報 提 供 ・ 対 応 支 援 を 行 う  

・  被 災 府 県 、 応 援 府 県 間 の 応 援 調 整 を 行 う  
(ｲ )  編 成  

・  総 括 担 当（ チ ー ム 全 体 の と り ま と め 、被 災 府 県 と の 調 整 の 窓 口 ）、情 報 収
集・連 絡 担 当（ 総 括 の 補 助・情 報 整 理 ）、ロ ジ ス テ ィ ッ ク ス 担 当（ チ ー ム
員 の 業 務 、生 活 の サ ポ ー ト ）、車 両 運 転 担 当 の 府 県 職 員 ４ 名 の 編 成 を 基 本
と す る 。  

(ｳ )  設 置 ・ 運 営 手 順  
・ 被 災 府 県 災 害 対 策 本 部 周 辺 に 、執 務 の た め の ス ペ ー ス と 机・椅 子 を 確 保

す る 。 状 況 に 応 じ て 、 被 災 府 県 に 依 頼 す る 。  
・ 被 災 府 県 の 災 害 対 策 本 部 会 議 や 災 害 対 策 本 部 事 務 局 に お い て 、被 災 府 県

の 業 務 に 支 障 の な い 範 囲 で 、 情 報 収 集 を 行 う 。  
・  被 災 府 県 と の 意 見 交 換 の 場 、 及 び 被 災 府 県 と 全 国 か ら 応 援 に 入 っ て い る

自 治 体 間 の 情 報 交 換 の 場 を 定 期 的 に 開 催 す る し く み を 構 築 す る 。  
・  派 遣 元 の 府 県 に お い て は 、 現 地 支 援 本 部 を 支 援 で き る よ う 、 あ ら か じ め

派 遣 職 員 か ら の 照 会 窓 口 を １ 本 化 し て お く 。  
(ｴ )  装 備 品  

・  移 動 用 車 両 、 シ ュ ラ フ 、 飲 料 水 、 食 料 、 デ ジ タ ル カ メ ラ 、 携 帯 電 話 （ 衛
星 携 帯 電 話 ）・ 同 充 電 器 、 パ ソ コ ン ・ デ ー タ 通 信 機 器 、 USB メ モ リ 、 事
務 用 品 、「 阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 １ 年 の 記 録 」「 阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 １ ヶ 月 の 記
録 」「 伝 え る 」 な ど の 阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 の 教 訓 ・ 事 例 集  

・  必 要 に 応 じ て テ ン ト 、 発 電 機 、 投 光 器 な ど  
 
 
 
 
イ  現 地 連 絡 所 （ 市 町 村 ） 設 置 ・ 運 営 要 領  
（ ｱ） 業 務 内 容  

・  被 災 市 町 村 か ら の 応 援 ニ ー ズ を 把 握 す る 。  
・  被 災 市 町 村 と 応 援 府 県 と の 応 援 調 整 を 行 う 。  
・  ① 教 育 、 ② ボ ラ ン テ ィ ア 、 ③ 避 難 所 運 営 、 ④ 行 政 通 常 業 務 、 ⑤ 災 害 時 発

生 行 政 業 務 （ 家 屋 被 害 認 定 、 罹 災 証 明 書 発 行 、 災 害 弔 慰 金 、 生 活 再 建 支
援 金 、 義 援 金 、 住 宅 応 急 修 理 、 被 災 者 健 康 相 談 ・ 衛 生 対 策 、 心 の ケ ア 、
仮 設 住 宅 対 策 、 が れ き 処 理 等 環 境 対 策 ） な ど 被 災 市 町 村 に 生 じ る 課 題 解
決 を 直 接 支 援 す る 。  

(ｲ )  編 成  
・ 総 括 担 当 、情 報 収 集・連 絡 員 、ロ ジ ス テ ッ ク ス 担 当 、教 育 担 当 、ボ ラ ン

テ ィ ア 総 括 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 、 避 難 所 運 営 担 当 、 市 役 所 ・ 町 村 役 場 業 務
担 当 、 保 健 師 、 看 護 師 、 管 理 栄 養 士 、 歯 科 衛 生 士 、 仮 設 住 宅 等 住 宅 対 策
担 当 、 が れ き 処 理 等 環 境 対 策 担 当 な ど か ら 構 成 す る 。  

ア  現 地 支 援 本 部 （ 府 県 庁 ） 設 置 ・ 運 営 要 領  
(ｱ )  業 務 内 容  

・  現 地 の 被 災 状 況 と 交 通 情 報 を 収 集 し 、 逐 次 報 告  
・  各 被 災 府 県 の 支 援 ニ ー ズ を 把 握 し 、 逐 次 報 告  
・  阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 や 東 日 本 大 震 災 、 熊 本 地 震 な ど の 過 去 の 災 害 の 経 験 を

生 か し 、 緊 急 ・ 応 急 対 応 か ら 被 災 者 支 援 、 復 旧 ・ 復 興 に か か る 課 題 ・ 対
策 事 例 を 伝 え 、 今 後 発 生 す る 対 応 業 務 に つ い て の 情 報 提 供 ・ 対 応 支 援 を
行 う  

・  被 災 府 県 、 応 援 府 県 間 の 応 援 調 整 を 行 う 。  
【 編 成 例 】  

・  総 括（ チ ー ム 全 体 の と り ま と め 、被 災 府 県 と の 調 整 の 窓 口 ）、情 報 収 集 ・
連 絡 担 当（ 総 括 の 補 助・情 報 整 理 ）、ロ ジ ス テ ィ ッ ク ス 担 当（ チ ー ム 員 の
業 務 、生 活 の サ ポ ー ト ）、車 両 運 転 担 当 の 府 県 職 員 ４ 名 の 編 成 を 基 本 と す
る 。  

(ｲ )  設 置 ・ 運 営 手 順  
・ 被 災 府 県 災 害 対 策 本 部 周 辺 に 、執 務 の た め の ス ペ ー ス と 机・椅 子 を 確 保

す る 。 状 況 に 応 じ て 、 被 災 府 県 に 依 頼 す る 。  
・ 被 災 府 県 の 災 害 対 策 本 部 会 議 や 災 害 対 策 本 部 事 務 局 に お い て 、被 災 府 県

の 業 務 に 支 障 の な い 範 囲 で 、 情 報 収 集 を 行 う 。  
・  被 災 府 県 と の 意 見 交 換 の 場 、 及 び 被 災 府 県 と 全 国 か ら 応 援 に 入 っ て い る

自 治 体 間 の 情 報 交 換 の 場 を 定 期 的 に 開 催 す る し く み を 構 築 す る 。  
・  現 地 支 援 本 部 メ ン バ ー の 間 、 現 地 支 援 本 部 と 現 地 連 絡 事 務 所 の 間 に お い

て 情 報 共 有 の 徹 底 を 図 る 。  
・  派 遣 元 の 構 成 団 体 に お い て は 、 現 地 支 援 本 部 を 支 援 で き る よ う 、 あ ら か

じ め 派 遣 職 員 か ら の 照 会 窓 口 を １ 本 化 し て お く 。  
(ｳ )  装 備 品  

・  移 動 用 車 両 、 シ ュ ラ フ 、 飲 料 水 、 食 料 、 デ ジ タ ル カ メ ラ 、 携 帯 電 話 （ 衛
星 携 帯 電 話 ）・ 同 充 電 器 、 パ ソ コ ン ・ デ ー タ 通 信 機 器 、 USB メ モ リ 、 事
務 用 品 、「 阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 １ 年 の 記 録 」「 阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 １ ヶ 月 の 記
録 」「 伝 え る 」 な ど の 阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 の 教 訓 ・ 事 例 集  

・  必 要 に 応 じ て テ ン ト 、 発 電 機 、 投 光 器 な ど  
 
 
イ  現 地 連 絡 所 （ 市 町 村 ） 設 置 ・ 運 営 要 領  
（ ｱ） 業 務 内 容  

・  被 災 市 町 村 か ら の 応 援 ニ ー ズ を 把 握 す る 。  
・  被 災 市 町 村 と 応 援 府 県 ・ 政 令 市 と の 応 援 調 整 を 行 う 。  
・  ① 教 育 、 ② ボ ラ ン テ ィ ア 、 ③ 避 難 所 運 営 、 ④ 行 政 通 常 業 務 、 ⑤ 災 害 時 発

生 行 政 業 務 （ 家 屋 被 害 認 定 、 罹 災 証 明 書 交 付 、 災 害 弔 慰 金 、 生 活 再 建 支
援 金 、 義 援 金 、 住 宅 応 急 修 理 、 被 災 者 健 康 相 談 ・ 衛 生 対 策 、 心 の ケ ア 、
仮 設 住 宅 対 策 、 が れ き 処 理 等 環 境 対 策 ） な ど 被 災 市 町 村 に 生 じ る 課 題 解
決 を 直 接 支 援 す る 。  

【 編 成 例 】  
・ 総 括 、 ロ ジ ス テ ッ ク ス 担 当 、 教 育 担 当 、 ボ ラ ン テ ィ ア 総 括 コ ー デ ィ ネ ー

タ ー 、 避 難 所 運 営 担 当 、 医 療 、 保 健 ・ 衛 生 、 介 護 支 援 担 当 、 仮 設 住 宅 等

住 宅 対 策 担 当 、 災 害 廃 棄 物 処 理 等 環 境 対 策 担 当 等  
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2-3  被災者の支援 
被災者の生活状況や支援ニーズは応急対応期から復旧・復興へと向

かう過程で大きく変化していく。広域連合、構成府県及び連携県は、
これに対応したきめ細かい支援を行う。 

   
＜被災者の生活状況の変化と必要な対応＞ 

 生活の状況  必要な対応  広域連合  
の対応  

避
難
所
期  
・ 
被
災
直
後
の
一
時
的
な
生
活
空
間  
 
 
 

前
期  
 
 

１  食 料 ・ 物 資  
・道 路 の 途 絶 や 電 気 、ガ ス 、

水 道 な ど ラ イ フ ラ イ ン の
寸 断 、 膨 大 な 被 災 者 の 発
生 な ど に よ り 、食 料 、水 、
生 活 必 需 品 が 不 足  

２  避 難 所 の 居 住 環 境  
・ 暑 さ ・ 寒 さ へ の 対 応 が で

き な い  
・ ト イ レ 、 風 呂 が 利 用 で き

な い  
・ 多 数 の 避 難 者 で 混 雑 、 プ

ラ イ バ シ ー の 確 保 が 困 難  
３  医 療 ・ 健 康  
・ 食 生 活 の 偏 り 、 劣 悪 な 環

境 に よ る 感 染 症 懸 念 、 治
療 中 断  

・ 災 害 の ス ト レ ス に よ る 精
神 的 不 調  

４  避 難 所 の 運 営  
・ 被 災 市 町 村 職 員 が 対 応  

１  食 料 ・ 物 資  
・救 援 物 資 調 達・救 援 ル ー ト の

確 保   
２  避 難 所 の 居 住 環 境  
・冷 暖 房 機 器 な ど の 整 備 、福 祉

避 難 所 の 確 保 、企 業 の 研 修 施
設・保 養 施 設 な ど の 活 用 、広
域 避 難 受 入  

・仮 設 ト イ レ 、仮 設 風 呂 の 応 援 、
周 辺 施 設 の 風 呂 の 開 放  
※ 女 性 の 視 点 に 留 意  

３  医 療 ・ 健 康  
・ 医 師 に よ る 診 察  
・保 健 師 等 に よ る 健 康 相 談 、家

庭 訪 問  
・管 理 栄 養 士 に よ る 食 生 活 の チ

ェ ッ ク  
・歯 科 衛 生 士 等 に よ る 口 腔 ケ ア

に 関 す る 支 援  
・薬 剤 師 に よ る 服 薬 指 導 、お 薬
相 談  

○ 救 援 物 資
の 供 給 調
整（ 2-4 で
詳 細 を 記
載  p45～
48）  

 
○ 応 援 職 員

の 派 遣 調
整（ 2-5 で
詳 細 を 記
載  p49～
51）  

 
○ 広 域 避 難

の 調 整
（ 2-6 で 詳
細 を 記 載
p52～ 54）  

 
○ ボ ラ ン テ

 
 

 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3  被災者の支援 
被災者の生活状況や支援ニーズは応急対応期から復旧・復興へと向

かう過程で大きく変化していく。広域連合、構成団体及び連携県は、
これに対応したきめ細かい支援を行う。 

   
＜被災者の生活状況の変化と必要な対応＞ 

 生活の状況  必要な対応  広域連合  
の対応  

避
難
所
期  
・ 
被
災
直
後
の
一
時
的
な
生
活
空
間  
 
 
 

前
期  
 
 

１  食 料 ・ 物 資  
・道 路 の 途 絶 や 電 気 、ガ ス 、

水 道 な ど ラ イ フ ラ イ ン の
寸 断 、 膨 大 な 被 災 者 の 発
生 な ど に よ り 、食 料 、水 、
生 活 必 需 品 が 不 足  

２  避 難 所 の 居 住 環 境  
・ 暑 さ ・ 寒 さ へ の 対 応 が で

き な い  
・ ト イ レ 、 風 呂 が 利 用 で き

な い  
・ 多 数 の 避 難 者 で 混 雑 、 プ

ラ イ バ シ ー の 確 保 が 困 難  
３  医 療 ・ 健 康  
・ 食 生 活 の 偏 り 、 劣 悪 な 環

境 に よ る 感 染 症 懸 念 、 治
療 中 断  

・ 災 害 の ス ト レ ス に よ る 精
神 的 不 調  

４  避 難 所 の 運 営  
・ 被 災 市 町 村 職 員 が 対 応  

１  食 料 ・ 物 資  
・救 援 物 資 調 達・救 援 ル ー ト の

確 保   
２  避 難 所 の 居 住 環 境  
・冷 暖 房 機 器 な ど の 整 備 、福 祉

避 難 所 の 確 保 、企 業 の 研 修 施
設・保 養 施 設 な ど の 活 用 、広
域 避 難 受 入  

・仮 設 ト イ レ 、仮 設 風 呂 の 応 援 、
周 辺 施 設 の 風 呂 の 開 放  
※ 女 性 の 視 点 に 留 意  

３  医 療 ・ 健 康  
・ 医 師 に よ る 診 察  
・保 健 師 等 に よ る 健 康 相 談 、家

庭 訪 問  
・管 理 栄 養 士 に よ る 食 生 活 の チ

ェ ッ ク  
・歯 科 衛 生 士 等 に よ る 口 腔 ケ ア

に 関 す る 支 援  
・薬 剤 師 に よ る 服 薬 指 導 、お 薬  

相 談  

○ 救 援 物 資
の 供 給 調
整（ 2-4 で
詳 細 を 記
載  p45～
48）  

 
○ 応 援 職 員

の 派 遣 調
整（ 2-5 で
詳 細 を 記
載  p49～
51）  

 
○ 広 域 避 難

の 調 整
（ 2-6 で 詳
細 を 記 載
p52～ 54）  

 
○ ボ ラ ン テ

 
 
 
 
 
 
熊 本 地 震 の

課 題 を 踏 ま

え追記  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
構 成 団 体 の

変更  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
修 正 意 見 反

映  
 
 
 
 

 (ｳ )  設 置 ・ 運 営 手 順  
・  被 災 府 県 に 、 被 災 市 町 村 の 支 援 に つ い て 協 議 す る 。  
・ 被 災 市 町 村 と 支 援 の 実 施 に つ い て 協 議 し 支 援 分 野 、応 援 職 員 の 配 置 を 決

め る 。  
・  被 災 市 町 村 災 害 対 策 本 部 周 辺 に 一 定 の ス ペ ー ス と 机 ・ 椅 子 を 確 保 す る 。

状 況 に 応 じ て 、 被 災 市 町 村 に 依 頼 す る 。  
・ 総 括 担 当 者 、情 報 収 集・連 絡 員 は 、被 災 市 町 村 の 災 害 対 策 本 部 会 議 、災

害 対 策 本 部 事 務 局 で 、 被 災 市 町 村 の 業 務 に 支 障 の な い 範 囲 で 、 情 報 収 集
を 行 う 。  

・ 現 地 連 絡 所（ 市 町 村 ）へ の 派 遣 職 員 は 、定 期 的 に 情 報 交 換・打 ち 合 わ せ
会 議 を 開 催 す る 。  

・ 被 災 市 町 村 と の 意 見 交 換 の 場 、全 国 か ら 応 援 に 入 っ て い る 自 治 体 、被 災
市 町 村 と Ｎ Ｐ Ｏ と の 避 難 所 支 援 、 救 援 物 資 な ど 課 題 別 の 意 見 交 換 の 場 を
定 期 的 に 開 催 す る し く み を 構 築 す る 。  

・ 市 町 村 業 務 の 支 援 を 行 う 職 員 は 、そ れ ぞ れ の 分 野 を 所 管 す る 被 災 市 町 村
の 局 部 課 の 長 の 指 示 の も と で 支 援 業 務 を 実 施 す る 。  

・ 総 括 担 当 者 は 、状 況 に 応 じ た 派 遣 職 員 の 業 務 分 野 等 に つ い て 、被 災 市 町
村 の 人 事 担 当 者 と 調 整 す る 。  

・ 派 遣 元 の 府 県 及 び 被 災 県 に 設 置 し た 現 地 支 援 本 部 に お い て 、現 地 連 絡 所
を 支 援 で き る よ う 、 体 制 を 整 え る 。  

(ｴ )  装 備 品  
・  移 動 用 車 両 、 シ ュ ラ フ 、 飲 料 水 、 食 料 、 デ ジ タ ル カ メ ラ 、 携 帯 電 話 （ 衛

星 携 帯 電 話 ）・ 同 充 電 器 、 パ ソ コ ン ・ デ ー タ 通 信 機 器 、 USB メ モ リ 、 事
務 用 品 、「 阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 １ 年 の 記 録 」「 阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 １ ヶ 月 の 記
録 」「 伝 え る 」 な ど の 阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 の 教 訓 ・ 事 例 集  

・  必 要 に 応 じ て テ ン ト 、 発 電 機 、 投 光 器 な ど  

 (ｲ )  設 置 ・ 運 営 手 順  
・  被 災 府 県 に 、 被 災 市 町 村 の 支 援 に つ い て 協 議 す る 。  
・ 被 災 市 町 村 と 支 援 の 実 施 に つ い て 協 議 し 支 援 分 野 、応 援 職 員 の 配 置 を 決

め る 。  
・  被 災 市 町 村 災 害 対 策 本 部 周 辺 に 一 定 の ス ペ ー ス と 机 ・ 椅 子 を 確 保 す る 。

状 況 に 応 じ て 、 被 災 市 町 村 に 依 頼 す る 。  
・ 総 括 担 当 者 、情 報 収 集・連 絡 員 は 、被 災 市 町 村 の 災 害 対 策 本 部 会 議 、災

害 対 策 本 部 事 務 局 で 、 被 災 市 町 村 の 業 務 に 支 障 の な い 範 囲 で 、 情 報 収 集
を 行 う 。  

・  現 地 連 絡 所 （ 市 町 村 ） へ の 派 遣 職 員 は 、 定 期 的 に 情 報 交 換 ・ 打 ち 合 わ せ
会 議 を 開 催 し 、 情 報 共 有 の 徹 底 を 図 る と と も に 、 現 地 支 援 本 部 及 び 他 の
現 地 連 絡 事 務 所 と の 情 報 共 有 を 図 る 。  

・ 被 災 市 町 村 と の 意 見 交 換 の 場 、全 国 か ら 応 援 に 入 っ て い る 自 治 体 、被 災
市 町 村 と Ｎ Ｐ Ｏ と の 避 難 所 支 援 、 救 援 物 資 な ど 課 題 別 の 意 見 交 換 の 場 を
定 期 的 に 開 催 す る し く み を 構 築 す る 。  

・ 市 町 村 業 務 の 支 援 を 行 う 職 員 は 、そ れ ぞ れ の 分 野 を 所 管 す る 被 災 市 町 村
の 局 部 課 の 長 の 指 示 の も と で 支 援 業 務 を 実 施 す る 。  

・ 総 括 担 当 者 は 、状 況 に 応 じ た 派 遣 職 員 の 業 務 分 野 等 に つ い て 、被 災 市 町
村 の 人 事 担 当 者 と 調 整 す る 。  

・ 派 遣 元 の 構 成 団 体 及 び 被 災 県 に 設 置 し た 現 地 支 援 本 部 に お い て 、現 地 連
絡 所 を 支 援 で き る よ う 、 体 制 を 整 え る 。  

(ｳ )  装 備 品  
・  移 動 用 車 両 、 シ ュ ラ フ 、 飲 料 水 、 食 料 、 デ ジ タ ル カ メ ラ 、 携 帯 電 話 （ 衛

星 携 帯 電 話 ）・ 同 充 電 器 、 パ ソ コ ン ・ デ ー タ 通 信 機 器 、 USB メ モ リ 、 事
務 用 品 、「 阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 １ 年 の 記 録 」「 阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 １ ヶ 月 の 記
録 」「 伝 え る 」 な ど の 阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 の 教 訓 ・ 事 例 集  

・  必 要 に 応 じ て テ ン ト 、 発 電 機 、 投 光 器 な ど  
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関西防災・減災プラン 現行 見直し案 見直しの考え方 

○ 仮 設 住 宅  
の ｺﾐｭﾆﾃｨ  
づ く り へ  
の 専 門 家  
の 派 遣 調 整  

○ 仮 設 住 宅  
の ｺﾐｭﾆﾃｨ  
づ く り へ  
の 専 門 家  
の 派 遣 調 整  

・ 避 難 住 民 に よ る 自 治 が 求
め ら れ る  
※ 在 宅 避 難 、 指 定 さ れ て

い な い 場 所 で の 避 難 の
存 在 に 留 意  

・食 生 活 、居 住 環 境 の 衛 生 環 境
の 改 善  
・こ こ ろ の ケ ア チ ー ム に よ る 地

域 精 神 医 療 の 補 完 、こ こ ろ の
ケ ア 相 談  

４  避 難 所 の 運 営  
・応 援 職 員 等 に よ る 支 援 、ボ ラ

ン テ ィ ア に よ る 支 援  

ィ ア の 活
動 促 進
（ 2-7 で 詳
細 を 記 載
p55～ 56）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

安
定
期  
 
 

１  食 料 ・ 物 資  
・ 炊 き 出 し 、 仕 出 し 弁 当 、

食 料 の 多 品 目 化 、 個 炊 、
一 般 的 な 支 援 物 資 の 充 足  

・ 物 的 ニ ー ズ の 多 様 化 （ シ
ャ ワ ー 、 殺 虫 剤 、 季 節 衣
料 等 ）  

２  避 難 所 の 居 住 環 境  
・ プ ラ イ バ シ ー の 向 上 （ 間

仕 切 り 、更 衣 ル ー ム な ど ） 
・ 悪 臭 ・ は え ・ 蚊 の 発 生  
３  避 難 所 の 運 営  
・ 応 援 職 員 や ボ ラ ン テ ィ ア

に 依 存  
・ 昼 間 の 避 難 者 の 減 → 運 営

へ の 支 障  
４  医 療 ・ 健 康  
・ 生 活 不 活 発 病 等 二 次 的 な

健 康 問 題 発 生  
・ 災 害 の ス ト レ ス に よ る 精

神 的 不 調  

１  食 料 ・ 物 資  
・ボ ラ ン テ ィ ア な ど に よ る 支 援  
・栄 養 士 に よ る 栄 養 相 談 の 実 施  
２  避 難 所 の 居 住 環 境  
・避 難 所 の バ リ ア フ リ ー 化 、間

仕 切 用 パ ー テ ィ シ ョ ン の 設
置  

・ 害 虫 駆 除 等 の 衛 生 管 理 対 策  
３  避 難 所 の 運 営  
・避 難 者 の 自 主 運 営 へ 働 き か け  
４  医 療 ・ 健 康  
・ 医 師 に よ る 診 察  
・保 健 師 等 に よ る 健 康 相 談 、二

次 健 康 問 題 発 生 予 防 の た め
の 健 康 教 育 、家 庭 訪 問 の 実 施  

・歯 科 衛 生 士 等 に よ る 口 腔 ケ ア
に 関 す る 支 援  

・薬 剤 師 に よ る 服 薬 指 導 、お 薬
相 談  
・予 防 接 種 や 健 診 な ど 通 常 業 務

再 開  
・こ こ ろ の ケ ア チ ー ム に よ る 被

災 者 及 び 支 援 者 の ﾒﾝﾀ ﾙﾍ ﾙ ｽに
関 す る 支 援  

５  そ の 他  
・ 避 難 所 パ ト ロ ー ル  
・ 災 害 廃 棄 物 の 早 期 撤 去  

仮  
設  
住  
宅  
期  

１  応急仮設住宅の運営  
・ 多 数 の 単 身 高 齢 世 帯  
・ 見 知 ら ぬ 隣 人 が 多 い  
２  生 活 の 自 立  
・ 食 事 の 供 給 が な く な る  
・ 家 庭 用 品 を 用 意 す る 必 要
が あ る  
３  健 康 の 不 安  
・ 身 近 な 相 談 相 手 の 不 在  
・ 生 活 環 境 の 変 化 に よ る 新

た な ス ト レ ス  

１  応 急 仮 設 住 宅 の 運 営  
・コ ミ ュ ニ テ ィ に 配 慮 し た 住 戸

配 置 、 地 域 型 仮 設 住 宅 の 設
置 、集 落 ご と の 集 団 入 居 、ふ
れ あ い セ ン タ ー の 設 置  

２  健 康 不 安 へ の 対 応  
・ 保 健 師 等 に よ る 健 康 相 談 強

化 、 生 活 支 援 ｱﾄﾞ ﾊﾞ ｲｻ ﾞ ｰ、 民
生 委 員・児 童 委 員 、健 康 ｱﾄﾞﾊﾞ
ｲｻﾞｰ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等 に よ る 支 援 、
こ こ ろ の ケ ア チ ー ム に よ る
被 災 者 及 び 支 援 者 の ﾒﾝﾀ ﾙ ﾍﾙ ｽ
に 関 す る 支 援  

 

2-4 救援物資の需給調整 

救援物資のニーズは、時間の経過とともに変化する。災害発生直後

には、生活のための最低限必要な水･食料・毛布等の物資について、

たとえ過剰となっても不足にはならないよう供給する必要がある。避

難所での生活に一定の落ち着きが生じる時期には、その生活状況の改

善に向けた物資をきめ細かく供給することが求められる。 

・ 避 難 住 民 に よ る 自 治 が 求
め ら れ る  
※ 在 宅 避 難 、 指 定 さ れ て

い な い 場 所 で の 避 難 の
存 在 に 留 意  

 

・食 生 活 、居 住 環 境 の 衛 生 環 境
の 改 善  
・こ こ ろ の ケ ア チ ー ム に よ る 地

域 精 神 医 療 の 補 完 、こ こ ろ の
ケ ア 相 談  

４  避 難 所 の 運 営  
・応 援 職 員 等 に よ る 支 援 、ボ ラ

ン テ ィ ア に よ る 支 援  
５  そ の 他  
・ 被 災 者 台 帳 の 早 期 整 備  

ィ ア の 活
動 促 進
（ 2-7 で 詳
細 を 記 載
p55～ 56）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

安
定
期  
 
 

１  食 料 ・ 物 資  
・ 炊 き 出 し 、 仕 出 し 弁 当 、

食 料 の 多 品 目 化 、 個 炊 、
一 般 的 な 支 援 物 資 の 充 足  

・ 物 的 ニ ー ズ の 多 様 化 （ シ
ャ ワ ー 、 殺 虫 剤 、 季 節 衣
料 等 ）  

２  避 難 所 の 居 住 環 境  
・ プ ラ イ バ シ ー の 向 上 （ 間

仕 切 り 、更 衣 ル ー ム な ど ） 
・ 悪 臭 ・ は え ・ 蚊 の 発 生  
３  避 難 所 の 運 営  
・ 応 援 職 員 や ボ ラ ン テ ィ ア

に 依 存  
・ 昼 間 の 避 難 者 の 減 → 運 営

へ の 支 障  
４  医 療 ・ 健 康  
・ 生 活 不 活 発 病 等 二 次 的 な

健 康 問 題 発 生  
・ 災 害 の ス ト レ ス に よ る 精

神 的 不 調  

１  食 料 ・ 物 資  
・ボ ラ ン テ ィ ア な ど に よ る 支 援  
・栄 養 士 に よ る 栄 養 相 談 の 実 施  
２  避 難 所 の 居 住 環 境  
・避 難 所 の バ リ ア フ リ ー 化 、間

仕 切 用 パ ー テ ィ シ ョ ン の 設
置  

・ 害 虫 駆 除 等 の 衛 生 管 理 対 策  
３  避 難 所 の 運 営  
・避 難 所 の 民 間 委 託 又 は 自 主 運

営 の 働 き か け  
４  医 療 ・ 健 康  
・ 医 師 に よ る 診 察  
・保 健 師 等 に よ る 健 康 相 談 、二

次 健 康 問 題 発 生 予 防 の た め
の 健 康 教 育 、家 庭 訪 問 の 実 施  

・栄 養 士 に よ る 栄 養 相 談 の 実 施  
・歯 科 衛 生 士 等 に よ る 口 腔 ケ ア

に 関 す る 支 援  
・薬 剤 師 に よ る 服 薬 指 導 、お 薬
相 談  
・予 防 接 種 や 健 診 な ど 通 常 業 務

再 開  
・こ こ ろ の ケ ア チ ー ム に よ る 被

災 者 及 び 支 援 者 の ﾒﾝﾀ ﾙﾍ ﾙ ｽに
関 す る 支 援  

５  そ の 他  
・ 避 難 所 パ ト ロ ー ル  
・ 災 害 廃 棄 物 の 早 期 撤 去  
・被 災 者 の ワ ン ス ト ッ プ 窓 口 の  

設 置  
仮  
設  
住  
宅  
期  

１  応急仮設住宅の運営  
・ 多 数 の 単 身 高 齢 世 帯  
・ 見 知 ら ぬ 隣 人 が 多 い  
２  生 活 の 自 立  
・ 食 事 の 供 給 が な く な る  
・ 家 庭 用 品 を 用 意 す る 必 要
が あ る  
３  健 康 の 不 安  
・ 身 近 な 相 談 相 手 の 不 在  
・ 生 活 環 境 の 変 化 に よ る 新

た な ス ト レ ス  

１  応 急 仮 設 住 宅 の 運 営  
・コ ミ ュ ニ テ ィ に 配 慮 し た 住 戸

配 置 、 地 域 型 仮 設 住 宅 の 設
置 、集 落 ご と の 集 団 入 居 、ふ
れ あ い セ ン タ ー の 設 置  

２  健 康 不 安 へ の 対 応  
・保 健 師 、看 護 師 等 に よ る 健 康

相 談 強 化 、健 康 教 育 、生 活 支
援 ｱﾄﾞ ﾊ ﾞｲ ｻ ﾞ ｰ、 民 生 委 員 ・ 児
童 委 員 、健 康 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ等 に よ る 支 援 、こ こ ろ の
ケ ア チ ー ム に よ る 被 災 者 及
び 支 援 者 の ﾒﾝﾀ ﾙ ﾍﾙ ｽに 関 す る
支 援  

 

2-4 救援物資の需給調整 

救援物資のニーズは、時間の経過とともに変化する。災害発生直後

には、生活のための最低限必要な水 ･食料・毛布等の物資について、

たとえ過剰となっても不足にはならないよう供給する必要がある。避

難所での生活に一定の落ち着きが生じる時期には、その生活状況の改
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熊 本 地 震 の

課 題 を 踏 ま

え追記  
 
 
 
修 正 意 見 反

映  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 
 

関西防災・減災プラン 現行 見直し案 見直しの考え方 

    物資の支援は原則としてカウンターパート割当府県が責任を持っ

て行うものとするが、広域連合は、適時適切に被災自治体のニーズ

やカウンターパート割当府県の状況を把握し、構成府県・連携県間

の調整を行うとともに、円滑な支援が行われるよう輸送環境等の整

備に努める。 
 
 
 
 
 
 
 

＜救援物資需給調整の流れ＞ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

善に向けた物資をきめ細かく供給することが求められる。 

    物資の 支 援は原則として カ ウンターパート 割 当府県が責任を 持っ

て行うものとするが、広域連合は、適時適切に被災自治体のニーズや

カウンターパート割当府県の状況を把握し、構成団体・連携県間の調

整を行うとともに、円滑な支援が行われるよう輸送環境等の整備に努

める。 

    なお、大規模広域災害で被災府県が複数にまたがる場合において、

関西災 害時 物資 供 給協議 会に 参画 す る企業 等に 物資 供 給を依 頼す る

ときは、重複依頼を防ぐため、窓口の一本化を図る。 
 

＜救援物資需給調整の流れ＞ 

 

 
 
構 成 団 体 の

変更  
 
 
関 西 災 害 時

物 資 供 給 協

議 会 で の 取

組 の 方 向 性

を明記  
 
緊 急 物 資 円

滑 供 給 シ ス

テ ム 報 告 書

に 基 づ く 変

更  
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関西防災・減災プラン 現行 見直し案 見直しの考え方 

 

【災害時期ごとに必要とされる救援物資】 
 
時期 必要とされる物資例 

緊急対応期 

（ 概 ね ３ 日 ま

で） 

α化米、レトルト食品、毛布、ブルーシート、仮設

トイレ、飲料水、乳幼児用粉ミルク、アレルギー食、

介護食、水分補給ゼリー、流動食、ほ乳瓶、ほ乳瓶

消毒剤、ほ乳瓶消毒容器、紙おむつ（大人用・子供

用）、おしりナップ、生理用品、パーティション、消

毒薬 等  

応 急 対 応 期

（避難所期） 

 
 
 
（ 季 節 に 応 じ

て） 

炊き出し用食材、大鍋、アレルギー食、介護食、水

分補給ゼリー、流動食、下着、マット、洗面用具、

トイレ清掃道具、ベビーカー、医薬品、マスク、本、

漫画、化粧水、乳液 等  
 
防寒着、夏物衣料、ストーブ、扇風機、蚊取り線香、

殺虫剤、網戸 等  

 

【東日本大震災において企業等から提供又は調達した物資の例】 
 

区 分  物  資  例  

飲食物  飲料水、火を使わないで食べられる食料、離乳食、高齢食 

衛生用品 大人用おむつ、生理用品、マスク 

小児用 
子供用おむつ、乳幼児粉ミルク、ほ乳瓶、ほ乳瓶消毒剤、

ほ乳瓶消毒容器 

衣料  防寒着、夏物衣料、下着 

災害用資機材 
ブルーシート、土のう袋、飲料用ポリ袋、避難所用パーテ

ーション 

その他 石油、運送サービス 

 

(1) 被災府県の対応 

 ①  応援要請 

被災府県は、災害規模、被害程度等から、救援物資の調達に関し、

物資支援の必要性について判断を行い、応援府県又は広域連合に応

援要請を行う。  
 

 ②  被災地内輸送ルートの確保 

      被災府県は、道路管理者等と調整し、輸送ルートの確保を図る。 

 

③  物資集積・配送拠点の開設・運営 

被災府県は、物資集積・配送拠点を開設する。  

また、その運営については、必要な物資がすみやかに被災者に行

き渡るよう倉庫業者・宅配業者さらにはボランティアの協力を得ら

 

【災害時期ごとに必要とされる救援物資】 
 
時期 必要とされる物資例 

緊急対応期 

（ 概 ね ３ 日 ま

で） 

α化米、レトルト食品、毛布、ブルーシート、仮設

トイレ、飲料水、乳幼児用粉ミルク、アレルギー食、

介護食、水分補給ゼリー、流動食、ほ乳瓶、ほ乳瓶

消毒剤、ほ乳瓶消毒容器、紙おむつ（大人用・子供

用）、おしりナップ、生理用品、パーティション、消

毒薬 等  

応 急 対 応 期

（避難所期） 

 
 
 
（ 季 節 に 応 じ

て） 

炊き出し用食材、大鍋、アレルギー食、介護食、水

分補給ゼリー、流動食、下着、マット、洗面用具、

トイレ清掃道具、ベビーカー、医薬品、マスク、本、

漫画、化粧水、乳液 等  
 
防寒着、夏物衣料、ストーブ、扇風機、蚊取り線香、

殺虫剤、網戸 等  

 

【東日本大震災において企業等から提供又は調達した物資の例】 
 

区 分  物  資  例  

飲食物  
飲料水、火を使わないで食べられる食料、離乳食、高

齢食 

衛生用品 大人用おむつ、生理用品、マスク 

小児用 
子供用おむつ、乳幼児粉ミルク、ほ乳瓶、ほ乳瓶消毒

剤、ほ乳瓶消毒容器 

衣料  防寒着、夏物衣料、下着 

災害用資機材 
ブルーシート、土のう袋、飲料用ポリ袋、避難所用パ

ーテーション 

その他 石油、運送サービス 

 

(1) 被災府県の対応 

 ①  応援要請 

被災府県は、災害規模、被害程度等から、救援物資の調達に関し、

物資支援の必要性について判断を行い、応援府県又は広域連合に応

援要請を行う。  
 

 ②  被災地内輸送ルートの確保 

      被災府県は、道路管理者等と調整し、輸送ルートの確保を図る。 

 

③  物資集積・配送拠点の開設・運営 

被災府県は、物資集積・配送拠点を開設する。  

また、その運営については、必要な物資がすみやかに被災者に行

き渡るよう倉庫業者・宅配業者さらにはボランティアの協力を得ら
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関西防災・減災プラン 現行 見直し案 見直しの考え方 

れるよう努める。 
 
 

④  避難所まで物資が行きわたる仕組みづくり 

被災府県は、被災者・避難所に関する情報、被災者が求める物資

の内容・量・タイミングに関する情報等を被災市町村やボランティ

ア等の関係者間で共有し、避難所まで物資が行き渡る仕組みを構築

する。 

なお、この場合において、在宅被災者にも留意する必要がある。 

 

   (2) 広域連合・応援府県の対応 

①   物資調整班の設置 

広域連合は、救援物資の調達に関し、広域応援の必要がある場合

は、災害対策（支援）本部事務局に物資調整班を設置する。物資調

整班は、被災地のニーズに沿った迅速な救援物資の調達・配送が適

切に実施されるよう、構成府県・連携県、国、全国知事会等との間

で調整する。 

 

②  緊急物資の需給調整 

応援府県は、被災府県からの応援要請に基づき、若しくは自ら必

要と判断した場合には、備蓄物資を拠出する。 

また、流通備蓄で対応する物資に関しては、協定締結先の事業

者・業界団体等に連絡を行い、物資の確保・送付を行う。 

広域連合は、必要に応じ被災府県と応援府県との調整を行う。 

 

③  国・関係機関等との連絡・調整 

ア  物資の融通 

応援府県は、自府県や流通備蓄で必要な物資の確保が困難な

場合は、広域連合を通じ、他の構成府県及び連携県、協定等を

締結している他ブロック、国、全国知事会などと連絡・調整を

行い、必要な物資の確保を行う。 

なお、この場合においてカウンターパート方式により同一府

県を応援する府県との連絡・調整を優先する。 

 

イ  救援物資配送システムの整備 

広域連合、応援府県、被災府県は、被災地・被災者が求める

物資を迅速かつ的確に把握することができる相互の情報伝達ル

ートを整備する。 

また、広域連合及び応援府県は、宅配業者や倉庫業者等と連

携し、集積地等に物流のプロを配置することにより、被災地の

ニーズに沿った迅速な物資配送及び物資の滞留を防ぐ配送シス

テムの整備に努める。 

さらに、ガソリン不足により輸送に支障が生じるときには、

広域連合は、事業者や国に対してガソリンを確保し供給するよ

う要請する。 
 

れるよう努める。 
 
 

④  避難所まで物資が行きわたる仕組みづくり 

被災府県は、被災者・避難所に関する情報、被災者が求める物資

の内容・量・タイミングに関する情報等を被災市町村やボランティ

ア等の関係者間で共有し、避難所まで物資が行き渡る仕組みを構築

する。 

なお、この場合において、在宅被災者にも留意する必要がある。 

 

   (2) 広域連合・応援府県の対応 

①   物流専門組織の設置 

広域連合は、救援物資の調達に関し、広域応援の必要がある場合

は、災害対策（支援）本部事務局に物流専門組織を設置する。物資

調整班は、被災地のニーズに沿った迅速な救援物資の調達・配送が

適切に実施されるよう、構成団体・連携県、国、全国知事会等との

間で調整する。 

 

②  緊急物資の需給調整 

応援府県は、被災府県からの応援要請に基づき、若しくは自ら必

要と判断した場合には、備蓄物資を拠出する。 

また、流 通備蓄 で 対応する 物資に 関 しては、 協定締 結 先の事業

者・業界団体等に連絡を行い、物資の確保・送付を行う。 

広域連合は、必要に応じ被災府県と応援府県との調整を行う。 

 

③  国・関係機関等との連絡・調整 

ア  物資の融通 

応援府県は、自府県や流通備蓄で必要な物資の確保が困難な場

合は、広域連合を通じ、他の構成団体及び連携県、協定等を締結

している他ブロック、国、全国知事会などと連絡・調整を行い、

必要な物資の確保を行う。 

なお、この場合においてカウンターパート方式により同一府県

を応援する府県との連絡・調整を優先する。 

 

イ  救援物資配送システムの整備 

広域連合、応援府県、被災府県は、被災地・被災者が求める物

資を迅速かつ的確に把握することができる相互の情報伝達ルー

トを整備する。 

また、広域連合、応援府県、被災府県は、「緊急物資円滑供給

システム」を円滑に運用できるよう宅配業者、倉庫業者、メーカ

ー事業者等と連携し、物資配送に物流等民間事業者のノウハウを

活用することにより、被災地のニーズに沿った迅速な物資配送及

び物資の滞留を防ぐ配送システムの整備・運用に努める。 

さらに、ガソリン不足により輸送に支障が生じるときには、広

域連合は、事業者や国に対してガソリンを確保し供給するよう要

請する。  
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＜フロー図＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜フロー図＞  

【被災府県災害対策本部物流専門組織イメージ図】 

１  発災後１～３日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

○ 国をはじめ全国からの応援体制が本格化するまでの間は、関西圏域内で

の対応が必要 

○  この時点では、物流事業者も被災しており、物資拠点運営等については

行政での対応が必要 

 

２  発災後４日以降（広域応援本格化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
緊 急 物 資 円

滑 供 給 シ ス

テ ム に 基 づ
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広域連合
○情報管理
・輸送可能なルート
・受入可能な集積地 等

（府県単位）

１次集積地
・保管
・在庫管理
・仕分け 等

（市町村単位）

２次集積地
・保管
・在庫管理
・仕分け 等

地 域
内輸送 配送

避難所・
被災者

応援府県

調整
ニーズ把握

＜被災地＞

物流のプロを配置
・ニーズに沿った迅速な物資配送
・物資の滞留防止

物資輸送

宅配業者
倉庫業者 等連携

・車両・燃料の確保
・適切なルートでの輸送

→関係業者等と連携

要請 要請

ニーズ把握ニーズ把握

要請

ニーズ把握

要請

広域連合
○情報管理
・輸送可能なルート
・受入可能な集積地 等

（府県単位）

１次集積地
・保管
・在庫管理
・仕分け 等

（市町村単位）

２次集積地
・保管
・在庫管理
・仕分け 等

地 域
内輸送 配送

避難所・
被災者

応援府県

調整
ニーズ把握

＜被災地＞

物流のプロを配置
・ニーズに沿った迅速な物資配送
・物資の滞留防止

物資輸送

宅配業者
倉庫業者 等連携

・車両・燃料の確保
・適切なルートでの輸送

→関係業者等と連携

要請 要請

ニーズ把握ニーズ把握

要請

ニーズ把握

要請

〔被 災 府 県 ・政 令 市 〕  

1 次 物 資 拠 点  
（複 数 ）  

集 積 所 管 理 者  
(倉 庫 業 者 等 )  避 難 所  

配 車  

出 荷  

運 送 会 社  
(ﾄﾗｯｸ協 会  

会 員 企 業 )  

2 次 物 資 拠 点
(複 数 )  
 
 
 

ﾌ ﾟｯ ｼｭ型  
支 援  

  

出 荷  
(宅 配 事 業  
   者 等 )  

物 資 調
整 担 当  

要 請 受
付 担 当  

出 荷  

〔被 災 市 町 村 〕  

出 荷 指 示  

車 両 手 配 担 当
(ﾄﾗｯｸ協 会 )  

企 業 (ﾒｰｶｰ )  

企 業 (小 売 )  

国  

物 流 専 門 組 織  
(災 害 対 策 本 部 内 )  

輸 送 依 頼  

出 荷 (日 配 品 )  

被 災 市 町 村  

物 資 担 当  

出 荷 担 当  
(倉 庫 協 会 )  

応 援 府 県  

広 域 連 合  

調 達 担 当  

集 積 所 管 理 者  
(倉 庫 業 者 等 )  

連 絡 ・調 整  

連

絡

・

調

整

連 絡 ・調 整  

 

〔被 災 府 県 ､政 令 市 〕 

1 次 物 資 拠 点

(複 数 )  

(倉 庫 業 者 等 ) 

運 送 会 社  
(ﾄﾗｯｸ協 会
会 員 企 業 ) 

避 難 所  

輸 送 依 頼  

出 荷  

（ﾄﾗｯｸ事 業 者 等 ） 

物 流 専 門 組 織  
(災 害 対 策 本 部

内 ) 

〔被 災 市 町 村 〕 

広 域 連 合  

出荷指示 

配 車  

被 災 市 町 村  

車 両 手 配
担 当  

(ﾄﾗｯｸ協 会 )  

物 資 調
整 担 当  

2 次 物 資 拠 点  

(複 数 )  

(倉 庫 業 者 等 ) 

 

出 荷  

 (宅 配 事 業  

者 等 )  

出荷 

応 援 府 県  

連 絡 ・調 整  
連 絡 ・ 調 整  
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④    輸送手段の確保 

応援府県は、トラック協会、宅配業者などとの調整により輸送手

段を確保する。なお、陸上輸送ルートが確保できない場合の代替ル

ートとして、海運・航空事業者、空港・港湾管理者、自衛隊や海上

保安庁と調整を行うなど海路・空路を活用した輸送ルートの確保を

図る。 

 

⑤    道路規制当局（警察・道路管理者）との調整による輸送ルート確 保  

 応援府県は、各輸送手段の規制当局との調整を通じ、輸送ルート

を確保する。 

 

⑥  応援実績の報告 

応援府県は、応援実績について、広域連合に報告するとともに、広

域連合はその情報をとりまとめて定期的に公表する。 

      

⑦  救援物資中継拠点の開設・運営 

広域連合は、必要に応じ、被災地以外に全国からの救援物資中継拠点

の設置にかかる調整を行い、救援物資中継拠点を設置した府県と連携し

て、中継拠点の運営を行う。 

なお、救援物資中継拠点の運営にあたっては、必要な物資がすみやか

に被災者に行き渡るよう倉庫業者・宅配業者さらにはボランティアの協

力を得て行う。 
 

2-5 応援要員の派遣・受入調整 

被 災 府 県 等 の ニ ー ズ に 応 じ 要 員 派 遣 ・ 受 入 の 調 整 を 行 う こ と を 定 め

る。 

＜応援要員の派遣・受入調整の流れ＞ 

 

 
○  広域応援本格化後の体制 
○  物資拠点運営についても物流事業者からの専門家の派遣で対応 

 

④    輸送手段の確保 

応援府県は、トラック協会、宅配業者などとの調整により輸送

手段を確保する。なお、陸上輸送ルートが確保できない場合の代

替ルートとして、航空・海運事業者、空港・港湾管理者、国土交

通省地方整備局及び地方運輸局等並びに自衛隊・海上保安庁と調

整を行うなど海路・空路を活用した輸送ルートの確保を図る。 

 

⑤   道路規制当局（警察・道路管理者）との調整による輸送ルート確保 

 応援府県は、各輸送手段の規制当局との調整を通じ、輸送ルート

を確保する。 

 

⑥  応援実績の報告 

応援府県は、応援実績について、広域連合に報告するとともに、広

域連合はその情報をとりまとめて定期的に公表する。 

      

⑦  ０次拠点の開設・運営 

広域連合は、必要に応じ、被災地における広域物資拠点の使用不能

時又は不足時に物流機能を補完するため、０次拠点の開設を決定し、

０次拠点が所在する府県と開設・運営について調整する。 

なお、０次拠点の運営にあたっては、必要な物資がすみやかに被災

者に行き渡るよう倉庫業者・宅配業者さらにはボランティアの協力を

得て行う。 
 

2-5 応援要員の派遣・受入調整 

被災府県等のニーズに応じ要員派遣・受入の調整を行うことを定める。 

＜応援要員の派遣・受入調整の流れ＞ 

 

 

 
 
 
 
 
 
調 整 先 の 再

整理  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
緊 急 物 資 円

滑 供 給 シ ス

テ ム に 基 づ

く変更  
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【災害対応時期ごとに必要とされる応援要員】 
 

時期 必要とされる応援要員の用務例 

応急対応期 

（短期派遣） 

 

【府県・市町村共通】 

○  保健・健康・福祉・医療 

・被災者の健康相談・避難所の衛生対策、こころのケア

支援（消防職員等の救援者も対象）、救護所における

診察・治療、死体検案支援、動物愛護支援、栄養相談、

防疫・消毒 

○被災住宅対策 

・被災建築物応急危険度判定、被災宅地危険度判定 

【府県】 

○  環境  

・災害廃棄物処理計画策定支援 

○  住宅対策 

・応急仮設住宅建設支援 

○  教育  

・文化財レスキュー、児童・生徒のこころのケア、学校

再開支援、博物館復旧支援 
 
 

【市町村】  
○  避難者対策  
・物資搬入・受入、避難所運営、ボランティア受入支援、罹災

証明・住民相談、炊き出し、家屋被害調査  
○  環境・衛生  
・がれきの除去・運搬、し尿収集・運搬  

○  ライフライン復旧  
・給水、上水道復旧、下水道復旧  

○  被災市町村行政業務支援  

復旧・復興期  
（ 中 ・ 長 期 派

遣）  

○  公共土木・農林水産施設  
・公共土木施設（道路・河川・港湾・砂防）・農林水産施設（農

地・農業用施設・漁港・治山・林道）の災害査定・復旧工

事  
○  まちづくり・建築  
・府県有・市町村有施設（高等学校等）の復旧工事、公営住宅

整備支援、復興まちづくり計画策定支援、まちづくりにかか

る用地取得業務  
○  環境  
・  震災廃棄物処理等業務  

○  保健・福祉・医療  
・  保健活動支援、生活保護相談業務、孤児の養育環境調査支

援、被災者の心のケア（消防職・団員等の救援者や災害業

務従事者も対象）、仮設診療所の設置、被災者の保健活動計

画策定支援  
○  教育  
・  教育活動支援  

【災害対応時期ごとに必要とされる応援要員】 
 

時期 必要とされる応援要員の用務例 

応急対応期 

（短期派遣） 

 

【府県・市町村共通】 

○  保健・健康・福祉・医療 

・被災者の健康相談・避難所の衛生対策、こころのケア

支援（消防職員等の救援者も対象）、救護所における

診察・治療、死体検案支援、動物愛護支援、栄養相談、

防疫・消毒 

○被災住宅対策 

・被災建築物応急危険度判定、被災宅地危険度判定 

【府県】 

○  環境  

・災害廃棄物処理実行計画策定支援 

○  住宅対策 

・応急仮設住宅建設支援 

○  教育  

・文化財レスキュー、児童・生徒のこころのケア、学校

再開支援、博物館復旧支援 
 
 

【市町村】  
○  避難者対策  
・物資搬入・受入、避難所運営、ボランティア受入支援、罹災

証明・住民相談、炊き出し、家屋被害調査  
○  環境・衛生  
・災害廃棄物の分別収集・運搬・処理の支援、し尿収集・運搬・ 

処理の支援  
○  ライフライン復旧  
・給水、上水道復旧、下水道復旧  

○  被災市町村行政業務支援  
復旧・復興期  
（ 中 ・ 長 期 派

遣）  

○  公共土木・農林水産施設  
・公共土木施設（道路・河川・港湾・砂防）・農林水産施設（農

地・農業用施設・漁港・治山・林道）の災害査定・復旧工

事  
○  まちづくり・建築  
・府県有・市町村有施設（高等学校等）の復旧工事、公営住宅

整備支援、復興まちづくり計画策定支援、まちづくりにかか

る用地取得業務  
○  環境  
・  震災廃棄物処理等業務  

○  保健・福祉・医療  
・  保健活動支援、生活保護相談業務、孤児の養育環境調査支

援、被災者の心のケア（消防職・団員等の救援者や災害業

務従事者も対象）、仮設診療所の設置、被災者の保健活動計

画策定支援  
○  教育  
・  教育活動支援  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
広 域 環 境 保

全 局 の 修 正

反映  
 
 
 
 
 
 
 
 
広 域 環 境 保

全 局 の 修 正

反映  
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(1) 被災府県の対応 

 ①  応援要請 

被災府県は、災害対策の内容・事務量等から人的応援の必要性に

ついて判断し、応援府県又は広域連合に応援を要請する。また、災

害対応体制確立後の応援要請については、職種ごとの概算人員の算

定を行う。 
 

② 応援職員の受け入れ 

被災府県は、応援職員への業務の割当についての現地支援本部等

との調整、執務スペースの提供及び応援の交代要員への引き継ぎ方

法の確立等応援職員の受入体制の整備に努める。また、必要に応じ

て応援要員の宿舎等の確保を行う 
 
③ 被災市町村への派遣 

被災府県は、被災市町村から情報収集のために職員を派遣する。

また、被災府県は、必要応じて甚大な被害を受けた被災市町村の

災害対応の支援を行う職員を派遣するとともに、他の自治体からの

応援職員の派遣調整を行い、適切に応援職員が配置されるよう調整

する。 

(2) 広域連合・応援府県の対応 

①  要員調整班の設置 

広域連合は、応援要員に関し広域応援の必要がある場合は、災害

対策（支援）本部事務局に要員調整班を設置する。要員調整班は、

被災地のニーズに沿った迅速な応援職員の派遣が実施されるよう、

構成府県・連携県、国、全国知事会等との間で調整する。 
 

②  応援要員の派遣調整 

応援府県は、被災府県からの応援要員の派遣要請に基づき、若し

くは自ら必要と判断した場合には、要員を派遣する。 

また、広域連合は、被災府県が先の災害で職員を他圏域に派遣し

ている場合は、当該職員を戻し、代替職員の派遣を全国知事会等に

求める。 
 

③   国・関係機関等との連絡・調整 

応援府県は、自府県のみでは派遣に必要な要員の確保が困難な場

合は、広域連合を通じ、他の構成府県及び連携県、協定等を締結し

ている他ブロック、国、全国知事会などと連絡・調整を行い、必要

な要員の確保を行う。 

なお、この場合において、カウンターパート方式により同一府県

を応援する府県との連携・調整を優先する。 
 

④   応援実績の報告 

応援府県は、派遣実績について、広域連合に報告するとともに、

広域連合は、その情報をとりまとめて定期的に公表する。 

 

 

(1) 被災府県の対応 

 ①  応援要請 

被災府県は、災害対策の内容・事務量等から人的応援の必要性に

ついて判断し、応援府県又は広域連合に応援を要請する。また、災

害対応体制確立後の応援要請については、職種ごとの概算人員の算

定を行う。 
 

② 応援職員の受け入れ 

被災府県は、応援職員への業務の割当についての現地支援本部等

との調整、執務スペースの提供及び応援の交代要員への引き継ぎ方

法の確立等応援職員の受入体制の整備に努める。また、必要に応じ

て応援要員の宿舎等の確保を行う 
 
③ 被災市町村への派遣 

被災府県は、被災市町村から情報収集のために職員を派遣する。 

また、被災府県は、必要応じて甚大な被害を受けた被災市町村の

災害対応の支援を行う職員を派遣するとともに、他の自治体からの

応援職員の派遣調整を行い、適切に応援職員が配置されるよう調整

する。 

(2) 広域連合・応援府県の対応 

①  要員調整班の設置 

広域連合は、応援要員に関し広域応援の必要がある場合は、災害

対策（支援）本部事務局に要員調整班を設置する。要員調整班は、

被災地のニーズに沿った迅速な応援職員の派遣が実施されるよう、

構成団体・連携県、国、全国知事会等との間で調整する。 
 

②  応援要員の派遣調整 

応援府県は、被災府県からの応援要員の派遣要請に基づき、若し

くは自ら必要と判断した場合には、要員を派遣する。 

また、広域連合は、被災府県が先の災害で職員を他圏域に派遣し

ている場合は、当該職員を戻し、代替職員の派遣を全国知事会等に

求める。 
 

③   国・関係機関等との連絡・調整 

応援府県は、自府県のみでは派遣に必要な要員の確保が困難な場

合は、広域連合を通じ、他の構成団体及び連携県、協定等を締結し

ている他ブロック、国、全国知事会などと連絡・調整を行い、必要

な要員の確保を行う。 

なお、この場合において、カウンターパート方式により同一府県

を応援する府県との連携・調整を優先する。 
 

④   応援実績の報告 

応援府県は、派遣実績について、広域連合に報告するとともに、

広域連合は、その情報をとりまとめて定期的に公表する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
構 成 団 体 の

変更  
 
 
 
 
 
 
 
構 成 団 体 の

変更  
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2-6  広域避難の受入調整 

避難者が大量に発生した場合、被災地の避難所だけでは収容が困難

になる。また、専門的な医療や介護などを必要とする被災者は、被災

地内では必要なサービスを提供し得ない事態が発生する。 

    被災地外での避難を必要とする被災者を受け入れるため、広域連合

は、応援団体と協調し、広域的な避難の受入を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-6  広域避難の受入調整 

避難者が大量に発生した場合、被災地の避難所だけでは収容が困難

になる。また、専門的な医療や介護などを必要とする被災者は、被災

地内では必要なサービスを提供し得ない事態が発生する。 

    被災地外での避難を必要とする被災者を受け入れるため、広域連合

は、応援団体と協調し、広域的な避難の受入を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【広域連合において派遣調整を行う要員の例】  
 東日本大震災の被災地支援において、広域連合で要員の派遣調整を行った職種
は以下のとおりである。  
○  救護班等の医療チーム、保健福祉・こころのケア・要援護者対策要員（保健

師、看護師、栄養士、歯科衛生士等）  
○  応急仮設住宅対策・県有施設復旧工事要員（建築技術職員）  
○  復興まちづくり計画策定支援要員（都市計画従事職員）  
○  土木復旧対策要員（土木技術職員）  
○  廃棄物処理対策要員（環境技術職員）  
○  家屋被害調査要員（税務職員、建築技術職員）  
○  教育復興要員（震災・学校支援 ﾁｰﾑ (EARTH)、 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ、教職員、退職教

員）   
○  市町村業務全般を支援する職員（マンパワーの確保）等  

【国で調整する要員の例】  
 東 日 本大 震 災に お いて 主 に国 が 主導 し て人 員 派遣 調 整を 行 った 職 種は 以 下 の
とおりである。  
○  広域緊急援助隊（警察庁）  
○  緊急消防援助隊（消防庁）  
○  自衛隊  
○  巡視船艇、航空機等（海上保安庁）  
○  ＤＭＡＴ（厚生労働省）  
○  給水車・水道施設要員（厚生労働省）  
○  被災建築物応急危険度判定士（国土交通省）  
○  被災宅地危険度判定士（国土交通省）  
○  緊急災害対策派遣隊（ TEC-FORCE）（国土交通省）  
○  下水道施設要員（国土交通省）  
○  農地・農業用施設復旧要員（農林水産省）  
○  外国からの応援要員  等   
※広域防災局は、これらの職種の派遣状況を適宜把握し、必要に応じて広域連合

が実施しているカウンターパート方式による応援先について、国に配慮しても
らうよう調整に努める。  

【広域連合において派遣調整を行う要員の例】  
 東日本大震災の被災地支援において、広域連合で要員の派遣調整を行った職種
は以下のとおりである。  

○  救護班等の医療チーム、保健福祉・こころのケア・要援護者対策要員（保
健師、看護師、栄養士、歯科衛生士等）  

○  応急仮設住宅対策・県有施設復旧工事要員（建築技術職員）  
○  復興まちづくり計画策定支援要員（都市計画従事職員）  
○  土木復旧対策要員（土木技術職員）  
○  廃棄物処理対策要員（環境技術職員）  
○  家屋被害調査要員（税務職員、建築技術職員）  
○  教育復興要員（震災・学校支援 ﾁｰﾑ (EARTH)、 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ、教職員、退職

教員）   
○  市町村業務全般を支援する職員（マンパワーの確保）等  

【国で調整する要員の例】  
 東 日 本大 震 災に お いて 主 に国 が 主導 し て人 員 派遣 調 整を 行 った 職 種は 以 下 の
とおりである。  
○  広域緊急援助隊（警察庁）  
○  緊急消防援助隊（消防庁）  
○  自衛隊  
○  巡視船艇、航空機等（海上保安庁）  
○  ＤＭＡＴ（厚生労働省）  
○  給水車・水道施設要員（厚生労働省）  
○  被災建築物応急危険度判定士（国土交通省）  
○  被災宅地危険度判定士（国土交通省）  
○  緊急災害対策派遣隊（ TEC-FORCE）（国土交通省）  
○  下水道施設要員（国土交通省）  
○  農地・農業用施設復旧要員（農林水産省）  
○  外国からの応援要員  等   
※広域防災局は、これらの職種の派遣状況を適宜把握し、必要に応じて広域連合

が実施しているカウンターパート方式による応援先について、国に配慮しても
らうよう調整に努める。  
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関西防災・減災プラン 現行 見直し案 見直しの考え方 

 

  ＜広域避難への対応＞  

被 災 府 県  被 災 者 受 入 府 県  広 域 連 合  

 
○ 被 災 者 の 広 域 避 難 ・ 収 容  

が 必 要 と 判 断 ・ 受 入 要 請  
 
 
 
 
 
 
○ 広 域 避 難 の 準 備  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 被 災 府 県 情 報 を 受 入 府 県

に 提 供  
 

 
 
 
 
 
○ 受 入 調 整  
 
 
 
 
○ 広 域 避 難 の 受 入 準 備  
 
 
 
 
 
 
○ 避 難 者 登 録 シ ス テ ム

を 活 用 し 被 災 府 県 情

報 を 避 難 者 に 提 供  
○ 避 難 先 の 生 活・医 療 ・

雇 用 情 報 を 避 難 者 に

提 供  
○ ボ ラ ン テ ィ ア 等 と 連

携 し 避 難 者 の 生 活 支

援  
 
 

 
○ 受 入 表 明  
○ 受 入 調 整  
 公 営 住 宅 、 公 営 宿 泊 施 設 、 
 旅 館 、ホ テ ル 、不 動 産 協 会

等 と 連 携 を 図 り な が ら 受

入 府 県 と 調 整  
 
○ 広 域 避 難 計 画 を 作 成  
○ 被 災 府 県 へ 受 入 を 伝 達  
○ 被 災 者 受 入 府 県 に 受 入 を

要 請  
 
 
 
 
 
○ 協 定 を 締 結 し て い る 他 ブ

ロ ッ ク 等 へ の 協 力 依 頼  
 
 
 
 
○ 重 症 患 者 、傷 病 者 の 広 域 搬

送 調 整  

  ○ 被 災 農 業 者 等 の 広 域 避 難

調 整  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜広域避難への対応＞  

 

 

 
 
 
災 害 対 策 基

本 法 に 広 域

避 難 が 規 定

さ れ た こ と

を 受 け 、 被

災 市 町 村 、

受 入 市 町 村

も 入 っ た 表

に 修 正 （ 修

正 意 見 反

映）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
修 正 意 見 を

踏 ま え 、 元

の 文 に 戻

す。  
 
 
 
 
 
 
 
 

被災市町村 被災府県 広域連合 受入府県 受入市町村

　

　

○広域避難の実施

（搬送手段の調整、被災者の搬送、避難所等を開設し、避難者を収容）

○窓口の開設
（広域避難を実施するにあたり調整するための窓口を設置）

管内市町村で受入が
できない場合

○被災者の広域避

難・収容が必要と判
断し被災府県へ受
入要請

○管内市町村への受入

調整

○広域連合へ広域避

難受入を要請
○受入府県と受入可
否を調整

○受入市町村と受入
可否を調整

○受入可否の判断

○受入府県へ受入

を要請
○被災府県へ受入

を伝達
○受入表明

○被災市町村へ受
入先等を伝達

○広域避難準備

○広域避難計画を

作成し、避難先を
決定

○受入市町村へ受入

を要請
○受入表明

○受入表明

○広域避難の受入準備
（受入体制の確立等）

○公営住宅、公営宿

泊施設、旅館、ホ
テル、不動産協会
等と連携を図りなが
ら受入府県、被災
府県と調整

○避難者登録システムを活用し、

被災府県情報を避難者に提供
○避難先の生活・医療・雇用情報

を避難者に提供

○避難者登録システムを活用し、

被災府県・市町村情報を受

入府県・市町村に提供

○重症患者、傷病者の広域搬送調整

（広域連合管内のみ
で調整がつかない
場合、必要に応じ
て）

○協定を締結してい
る他ブロック等へ
の協力依頼

○被災農業者等の広域避難調整

○ボランティア等と連携し、避難者の生活支援、避難者の自主運営への移行の促進

○避難所開設・避難者

受入

○避難所運営支援○避難所運営支援の

総合調整
○避難所運営支援○避難所運営

○広域避難の実施  
（搬送手段の調整、被災者の搬送、避難所等への収容）  
○窓口の開設  
（広域避難を実施するにあたり調整するための窓口を設置）  

必 要 に

応 じ て  
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関西防災・減災プラン 現行 見直し案 見直しの考え方 

 

(1) 被災府県の対応 

①  応援要請 

被災府県は、被災者の避難、収容状況等を考慮して、被災府県

住民の区域外への広域避難、収容の必要性について判断を行い、

広域避難受入について広域連合に対し要請する。 
 

        ②  窓口の設置 

      被災府県は、広域避難にあたり、避難、搬送の調整のための窓

口を設置する。 

 

(2) 広域連合の対応 

①  受入表明 

  広域連合委員会での決定や構成府県及び連携県との調整等を踏

まえ、被災住民の広域避難の受入について表明する。 
 

    ②  広域避難調整班の設置 

広域連合は、広域避難に関し、広域応援の必要がある場合は、

災害対策（支援）本部事務局において広域避難調整班を設置する。

広域避難調整班は、被災者が府県を超えて円滑に避難し、適切に

受け入れられるよう、被災府県、被災者受入府県、国、全国知事

会等との間で調整する。 

 

③  広域避難計画の作成 

広域連合は、被災者受入府県の被災者受入可能施設・人員・期間

等を取りまとめる。 

ま た 、 関 西 圏 域 内 だ け で は 被 災 者 を 受 入 れ が で き な い 場 合 に  

は、国・全国知事会、協定等を締結している他ブロックなどと調

整を行う。これらの手続きを進め、広域避難計画を作成する。 
 

    ④  被災府県への受入の伝達 

  広域避難計画に基づき、被災府県に対し、具体的な受入内容に

ついて伝達を行う。 
 
⑤ 被災者受入府県への受入依頼 

広域連合は、広域避難計画の内容を被災者受入府県に示し、計

画に基づく措置をとるよう依頼する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) 被災府県の対応 

①  応援要請 

被災府県は、被災者の避難、収容状況等を考慮して、被災府県

住民の区域外への広域避難、収容の必要性について判断を行い、

広域避難受入について広域連合に対し要請する。 
 

        ②  窓口の設置 

      被災府県は、広域避難にあたり、避難、搬送の調整のための窓

口を設置する。 

 

(2) 広域連合の対応 

①  受入表明 

  広域連合委員会での決定や構成団体及び連携県との調整等を踏

まえ、被災住民の広域避難の受入について表明する。 
 

    ②  広域避難調整班の設置 

広域連合は、広域避難に関し、広域応援の必要がある場合は、

災害対策（支援）本部事務局において広域避難調整班を設置する。

広域避難調整班は、被災者が府県を超えて円滑に避難し、適切に

受け入れられるよう、被災府県、被災者受入府県、国、全国知事

会等との間で調整する。 

 

③  広域避難計画の作成 

広域連合は、被災者受入府県の被災者受入可能施設・人員・期

間等を取りまとめる。 

ま た 、 関 西 圏 域 内 だ け で は 被 災 者 を 受 入 れ が で き な い 場 合 に 

は、国・全国知事会、協定等を締結している他ブロックなどと調

整を行う。これらの手続きを進め、広域避難計画を作成する。 
 

    ④  被災府県への受入の伝達 

  広域避難計画に基づき、被災府県に対し、具体的な受入内容に

ついて伝達を行う。 
 
⑤ 被災者受入府県への受入依頼 

広域連合は、広域避難計画の内容を被災者受入府県に示し、計

画に基づく措置をとるよう依頼する。 
 

⑥  広域輸送手段の調整 

広域連合は、「大規模災害時におけるバスによる緊急輸送に関す

る協定」に基づき、構成府県及び連携県とも連携し、関係バス協

会にバス輸送の協力を依頼し、被災者の広域避難にかかる輸送手

段を確保する。 

なお、陸上輸送ルートが確保できない場合の代替ルートとして、

航空・海運事業者、空港・港湾管理者、国土交通省地方整備局及

び 地 方 運 輸 局 等 並 び に 自 衛 隊 ・ 海 上 保 安 庁 と 調 整 を 行 う な ど 海

路・空路を活用した輸送ルートの確保を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
構 成 団 体 の

変更  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
広 域 防 災 局

事 業 を 明 記

（ 修 正 意 見

を反映）  
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関西防災・減災プラン 現行 見直し案 見直しの考え方 
 
 

⑥  避難者登録システムの構築 

 広域連合は、国と連携し、広域避難者に対し被災府県等に関す

る情報を提供する避難者登録システムを構築する。 

 
     

  ⑦  重症患者、傷病者の広域避難 

      広域連合は、重症患者、傷病者の広域避難にあたっては、広域

医療局とも連携し、必要に応じて、ヘリによる患者搬送を実施す

る。 
 

⑧  被災農業者等の広域避難 

        広域連合は、応援府県と連携し、被災農業者等の就業や研修、

被災畜産業者の家畜飼育などを目的とした広域避難についてニ

ーズ把握行い、被災農業者等の受入に努める。 
 

(3) 被災者受入府県の対応 

①  被災者の受入 

被災者受入府県は、被災府県と連携し、広域連合が策定する広

域避難計画に基づき、被災者の広域避難（被災者の搬送、避難所・

応急仮設住宅等での受入）を実施する。   
 

② 窓口の設置 

      広域避難を実施するにあたり、被災府県との調整や避難者の登

録、情報提供等を行う窓口を設置する。 
 

③ 避難者登録システムの活用 

被災者受入府県は、市町村の協力を得て避難者登録システムを

活用し、避難者情報を被災府県に提供するとともに、避難者に対

し被災府県等に関する情報を提供する。 
 

④ 避難者への生活支援 

被災者受入府県は、避難先の生活・医療・雇用情報等をとりま

とめ、避難者に対し情報提供を行うとともに、ボランティアとも

連携し避難者の生活支援に努める。 
 

    ⑤  災害時要援護者への配慮 

被災者受入府県は、高齢者、障害者等災害時要援護の避難者に

対し、避難場所での保健師・看護師等による健康状態の把握や定

員を超えた福祉施設での受入調整など、支援の充実に努める。 

 

    ⑥  自主避難者への支援 

被災者受入府県は、自主的に避難してきた被災者に対しても、

③、④、⑤の支援に努める。 
 

2-7 ボランティアの活動促進 

広域連合、構成府県及び連携県は被災者の救援や被災地の復旧・復

 

⑦  避難者登録システムへの登録 

 広域連合は、国と連携し、広域避難者に対し被災府県等に関す

る情報を提供するため、避難者登録システムへの避難者情報の登

録を促進する。 
     
 

⑧  重症患者、傷病者の広域避難 

      広域連合は、重症患者、傷病者の広域避難にあたっては、広域

医療局とも連携し、必要に応じて、ヘリによる患者搬送を実施す

る。 
 

⑧  被災農業者等の広域避難 

        広域連合は、応援府県と連携し、被災農業者等の就業や研修、

被災 畜産 業者 の家 畜飼 育な どを 目的 とし た広 域避 難に つい てニ

ーズ把握行い、被災農業者等の受入に努める。 
 

(3) 被災者受入府県の対応 

①  被災者の受入 

被災者受入府県は、被災府県と連携し、広域連合が策定する広

域避難計画に基づき、被災者の広域避難（被災者の搬送、避難所・

応急仮設住宅等での受入）を実施する。   
 

② 窓口の設置 

      広域避難を実施するにあたり、被災府県との調整や避難者の登

録、情報提供等を行う窓口を設置する。 
 

③  避難者登録システムの活用 

被災者受入府県は、市町村の協力を得て避難者登録システムを

活用し、避難者情報を被災府県に提供するとともに、避難者に対

し被災府県等に関する情報を提供する。 
 

④ 避難者への生活支援 

被災者受入府県は、避難先の生活・医療・雇用情報等をとりま

とめ、避難者に対し情報提供を行うとともに、ボランティアとも

連携し避難者の生活支援に努める。 
 

⑤  要配慮者への配慮 

被災者受入府県は、高齢者、障害者等要配慮者の避難者に対し、

避難場所での保健師・看護師等による健康状態の把握や定員を超

えた福祉施設での受入調整など、支援の充実に努める。 

 

⑥ 自主避難者への支援 

被災者受入府県は、自主的に避難してきた被災者に対しても、

③、④、⑤の支援に努める。 
 

2-7 ボランティアの活動促進 

広域連合、構成団体及び連携県は被災者の救援や被災地の復旧・復

 
 
修 正 意 見 を

反 映 し て 、

プ ラ ン の 当

初 文 言 に 戻

す  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
修 正 意 見 を

踏 ま え 、 元

の 文 に 戻

す。  
 
 
 
 
 
H25 災 害 対

策 基 本 法 改

正 に よ る 文

言修正  
 
 
 
 
構 成 団 体 の

変更  
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興に大きな力を発揮するボランティア活動を積極的に促進する。 

なお、ボランティア活動には、社会福祉協議会やＮＰＯ等との協力

が必要であり、これらの団体と連携を図る。 

 ボ ラ ン テ ィ ア ニ ー ズ  被災府県・市町村  広域連合・応援府県  
応 急

対 応

期  
( 避 難

所期） 
 

○ 被 災 者 の 生 活 支

援  
・ 救 援 物 資 の 仕 分

け、配布  
・炊き出し  
・泥のかきだし、清

掃  
・がれき撤去  
・家具・荷物の搬出  
・避難所運営支援  
○災害 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

の運営支援  
           など  

【被災府県】  
○ 被 災 地 の ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱ ﾆ ｰ ｽ ﾞ

の把握  
○（必要に応じ）被 災市

町村へ応援職 員を派 遣

し、情報収集  
○ 災 害 ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱ ｾ ﾝ ﾀ ｰの 設

置・運営  
○府県内市町村災害 ﾎﾞﾗﾝ

ﾃ ｨ ｱ ｾ ﾝ ﾀ ｰの 設 置 要 請 及

び運営支援  
○ 災 害 ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱの 呼 び か

けを広域連合 ・応援 府

県へ要請  
○ 災 害 ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱの 募 集 に

かかる広報、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞ

ｽの運行等の支援  
○ ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱ用 資 機 材 の 需

給調整  
 
【被災市町村】  
○ 被 災 地 の ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱ ﾆ ｰ ｽ ﾞ

の把握  
○ 災 害 ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱ ｾ ﾝ ﾀ ｰの 設

置・運営  
○ 府 県 内 外 か ら ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱ

受入表明  
○ 災 害 ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱの 受 入 れ

（ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ、

災害従事車両 証明書 の

発行等）  
○ ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱ用 資 機 材 の 提

供  

【広域連合】  
○ ボ ラ ン テ ィ ア 活 動

に 対 す る メ ッ セ ー

ジの発出   
○ボランティアインフ

ォメーションセンタ

ーの設置・運営  
 
【応援府県】  
○ボランティア活動支

援  
○被災地のボランティ

ア受入業務支援  
 

 
 
 
復

旧・復

興 期  
( 仮 設

住 宅

期 )  

○ 被 災 者 の 精 神 的

支援  
・傾聴ボランティア  
・お茶会、話し相手  
・芸術文化を生かし

た 支 援 （ 趣 味 活

動、演奏・合唱な

どの慰問活動）  
○ 仮 設 住 宅 の コ ミ

【被災府県・被災市町村】 
○ 傾 聴 ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱや 慰 問 活

動等避難者の 精神的 支

援 が で き る ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱを

被災者のもとに派遣  
○仮設住宅のコミュ ニテ

ィづくりの経 験があ る

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを派遣  
○高齢者の見守りを 行う

【広域連合・応援府県】 
○不足する傾聴 ﾎﾞﾗﾝﾃｨ

ｱや 慰 問 活 動 等 避 難

者の精神的支援がで

き る ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱを 広 域

的に派遣調整  
○仮設住宅のコミュニ

ティづくりの経験が

あ る ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱを 広 域

興に大きな力を発揮するボランティア活動を積極的に促進する。 

なお、ボランティア活動には、社会福祉協議会やＮＰＯ等との協力

が必要であり、これらの団体と連携を図る。 

 ボ ラ ン テ ィ ア ニ ー ズ  被災府県・市町村  広域連合・応援府県  
応 急

対 応

期  
( 避 難

所期） 
 

○ 被 災 者 の 生 活 支

援  
・ 救 援 物 資 の 仕 分

け、配布  
・炊き出し  
・泥のかきだし、清  

掃  
・がれき撤去  
・家具・荷物の搬出  
・避難所運営支援  
○災害 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

の運営支援  
           など  

【被災府県】  
○ 災 害 ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱの 積 極 的

な受入の表明  
○ 被 災 地 の ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱ ﾆ ｰ ｽ ﾞ

の把握  
○（必要に応じ）被 災市

町村へ応援職 員を派 遣

し、情報収集  
○ 災 害 ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱ ｾ ﾝ ﾀ ｰの 設

置・運営  
○府県内市町村災害 ﾎﾞﾗﾝ

ﾃ ｨ ｱ ｾ ﾝ ﾀ ｰの 設 置 要 請 及

び運営支援  
○ 災 害 ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱの 呼 び か

けを広域連合 ・応援 府

県へ要請  
○ 災 害 ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱの 募 集 に

かかる広報、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞ

ｽの運行等の支援  
○ ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱ用 資 機 材 の 需

給調整  
 
【被災市町村】  
○ 災 害 ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱの 積 極 的

な受入の表明  
○ 被 災 地 の ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱ ﾆ ｰ ｽ ﾞ

の把握  
○ 災 害 ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱ ｾ ﾝ ﾀ ｰの 設

置・運営  
○ 府 県 内 外 か ら ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱ

受入表明  
○ 災 害 ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱの 受 入 れ

（ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ、

災害従事車両 証明書 の

発行等）  
○ ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱ用 資 機 材 の 提

供  

【広域連合】  
○ ボ ラ ン テ ィ ア 活 動

に 対 す る メ ッ セ ー

ジの発出   
○ボランティアインフ

ォメーションセンタ

ーの設置・運営  
 
【応援府県】  
○ボランティア活動支  

援  
○被災地のボランティ

ア受入業務支援  
 

 
 
 
復

旧・復

興 期  
( 仮 設

住 宅

期 )  

○ 被 災 者 の 精 神 的

支援  
・傾聴ボランティア  
・お茶会、話し相手  
・芸術文化を生かし

た 支 援 （ 趣 味 活

動、演奏・合唱な

どの慰問活動）  
○ 仮 設 住 宅 の コ ミ

【被災府県・被災市町村】 
○ 傾 聴 ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱや 慰 問 活

動等避難者の 精神的 支

援 が で き る ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱを

被災者のもとに派遣  
○仮設住宅のコミュ ニテ

ィづくりの経 験があ る

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを派遣  
○高齢者の見守りを 行う

【広域連合・応援府県】 
○不足する傾聴 ﾎﾞﾗﾝﾃｨ

ｱや 慰 問 活 動 等 避 難

者の精神的支援がで

き る ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱを 広 域

的に派遣調整  
○仮設住宅のコミュニ

ティづくりの経験が

あ る ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱを 広 域

 
 
 
 
 
熊 本 地 震 の

課 題 を 踏 ま

え追記  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
熊 本 地 震 の

課 題 を 踏 ま

え追記  
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ュ ニ テ ィ づ く り

支援  
○高齢者の見守り   
       など  

ｽﾀｯﾌの派遣  的に派遣調整  
○高齢者の見守りを行

う ｽﾀｯﾌのための研修

講師等の派遣調整  
 

 

(1) 被災府県の対応 

 ①  被災府県内のボランティアニーズの把握 

      被災府県は、被災地でのボランティアニーズの把握に努める。

被災府県は、必要に応じて、被災市町村へ応援職員を派遣し、被

災市町村が行うボランティアニーズの把握を支援し、早期のボラ

ンティアニーズの把握に努める。 

② 災害ボランティア呼びかけの広域連合・応援府県への要請 

      被災府県は、応援府県及び広域連合に対して、災害ボランティ

ア等の呼びかけについて要請する。  

③  災害ボランティアセンターの立ち上げ・ボランティア受入表明 

被災府県は、社会福祉協議会等と連携して、直ちに災害ボラン

ティアセンターを立ち上げ、府県内外からのボランティアの受入

を表明するとともに、被災市町村に対し災害ボランティアセンタ

ーの設置及びボランティア受入を行うよう働きかける。 

災害ボランティアセンターの運営にあたっては、社会福祉協議

会、NPO、企業及び生活協同組合等との連携に努める。 

府県災害ボランティアセンターでは、ボランティアの募集にか

かる広報やボランティア資機材の需給調整等を行う。 

  

(2) 広域連合の対応 

     ①  ボランティア活動に対するメッセージの発出  

広域連合は、府県民に対して、構成府県知事の連名によるメッ

セージを発出し、被災地支援のボランティア活動を呼びかける。 

②  ボランティアインフォメーションセンターの設置・運営 

広域連合は、応援府県と連携し、被災府県の災害ボランティア

センターの後方支援として、必要に応じボランティアインフォメ

ーションセンターを設置し、ボランティアに対し、受入状況、活

動内容、被災地の道路情報、交通情報、宿泊情報等の支援情報を

提供するよう努める。 

 

(3) 応援府県の対応 

 ①   府県民のボランティア活動の促進 

    応援府県は、社会福祉協議会等と連携し、被災地支援のボラン

ティア活動の呼びかけや、ボランティアバスの運行を行うなど府

県民のボランティア活動を促進する。 

② 被災地におけるボランティアの支援 

応援府県は、必要に応じて社会福祉協議会等と連携し、被災地の

ボランティアニーズを把握するためのボランティア先遣チーム及

ュ ニ テ ィ づ く り

支援  
○高齢者の見守り   
       など  

ｽﾀｯﾌの派遣  的に派遣調整  
○高齢者の見守りを行

う ｽﾀｯﾌのための研修

講師等の派遣調整  
 

(1) 被災府県の対応 

 ①  被災府県内のボランティアニーズの把握 

      被災府県は、被災地でのボランティアニーズの把握に努める。

被災府県は、必要に応じて、被災市町村へ応援職員を派遣し、被

災市町村が行うボランティアニーズの把握を支援し、早期のボラ

ンティアニーズの把握に努める。 

② 災害ボランティア呼びかけの広域連合・応援府県への要請 

      被災府県は、応援府県及び広域連合に対して、災害ボランティ

ア等の呼びかけについて要請する。  

③  災害ボランティアセンターの立ち上げ・ボランティア受入表明 

被災府県は、社会福祉協議会等と連携して、直ちに災害ボラン

ティアセンターを立ち上げ、府県内外からのボランティアの受入

を表明するとともに、被災市町村に対し災害ボランティアセンタ

ーの設置及びボランティア受入を行うよう働きかける。 

災害ボランティアセンターの運営にあたっては、社会福祉協議

会、NPO、企業及び生活協同組合等との連携に努める。 

府県災害ボランティアセンターでは、ボランティアの募集にか

かる広報やボランティア資機材の需給調整等を行う。 

  

(2) 広域連合の対応 

     ①  ボランティア活動に対するメッセージの発出  

広域連合は、府県民に対して、構成団体の長の連名によるメッ

セージを発出し、被災地支援のボランティア活動を呼びかける。 

②  ボランティアインフォメーションセンターの設置・運営 

広域連合は、応援府県と連携し、被災府県の災害ボランティア

センターの後方支援として、必要に応じボランティアインフォメ

ーションセンターを設置し、ボランティアに対し、受入状況、活

動内容、被災地の道路情報、交通情報、宿泊情報等の支援情報を

提供するよう努める。 

 

(3) 応援府県の対応 

 ①   府県民のボランティア活動の促進 

    応援府県は、社会福祉協議会等と連携し、被災地支援のボランテ

ィア活動の呼びかけや、ボランティアバスの運行を行うなど府県民

のボランティア活動を促進する。 

② 被災地におけるボランティアの支援 

応援府県は、必要に応じて社会福祉協議会等と連携し、被災地の

ボランティアニ ー ズを把握するた め のボランティア 先 遣チーム及

びボランティア の マッチングを行 う ボランティアコ ー ディネータ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
構 成 団 体 の

変更  
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びボランティアのマッチングを行うボランティアコーディネータ

ーを派遣する。 

    また、応援府県は必要に応じて、社会福祉協議会等及び被災地

の災害ボランティアセンターと連携し、ボランティア活動拠点の

開設の支援を行う。 

③  ボランティアグループへの支援 

応援府県は、災害対応のステージに応じた被災者ニーズを踏まえ、

高齢者の見守り、コミュニティづくり、傾聴ボランティアや芸術慰

問等を行うボランティアグループへの支援に努める。 

 

2-8 帰宅困難者への支援 

公共交通機関の被災や運行停止により、大都市の都心部では自力で

帰宅できない、いわゆる帰宅困難者が大量に発生する。 

    広域連合は、被災府県の行うメッセージの発出や災害時帰宅支援ス

テーションの展開を支援する。 

 

＜帰宅困難者への対応＞ 

 発災     １ｈ         ２４ｈ         ７２ｈ  

想

定

さ

れ

る

外

出

者

の

行
動 

○  ターミナル駅周辺や繁華街等で多くの人が滞留  

○  安全な場所を求めて移動  

○  被害状況の確認・家族の安否確認  

○  徒歩帰宅の準備（情報入手、飲料水等の調達）  

○  帰宅  

必

要

と

さ

れ

る

対
策 

○  駅構内等の情報提供・落ち着いた対応の呼びかけ  

○  滞留者を安全な場所へ誘導  

○  災害用伝言ダイヤル等の運用開始  

○  災 害 時 帰 宅 支 援 ス テ ー シ ョ ン 協 定 事 業 者 に 支 援 依 頼  

○  徒 歩 帰 宅 が 困 難 な 者 、 観 光 客 の 誘 導 ・ 一 時 受 入 要 請  

 
（ 1）被災府県の対応 

①   メッセージの発出 

被災府県は、徒歩帰宅者や観光客に対して、無理に帰宅をせず、落

ち着いた対応を求めるメッセージの発出をホームページやプレスリ

リースを通じて行う。 
 

②  交通情報等の提供 

被災府県は、交通情報等について、可能な範囲でホームページを通

じて情報提供を行うよう努める。 
 

ーを派遣する。 

    また、応援府県は必要に応じて、社会福祉協議会等及び被災地の

災害ボランティアセンターと連携し、ボランティア活動拠点の開設

の支援を行う。 

③  ボランティアグループへの支援 

応援 府県 は 、災 害 対応 のス テ ージ に 応じ た被 災 者ニ ー ズを 踏ま

え、高齢者の見守り、コミュニティづくり、傾聴ボランティアや芸

術慰問等を行うボランティアグループへの支援に努める。 

 

2-8 帰宅困難者への支援 

公共交通機関の被災や運行停止により、大都市の都心部では自力で

帰宅できない、いわゆる帰宅困難者が大量に発生する。 

    広域連合は、被災府県の行うメッセージの発出や災害時帰宅支援ス

テーションの展開を支援する。 

 

＜帰宅困難者への対応＞ 

 発災     １ｈ       ２４ｈ       ７２ｈ  

想

定

さ

れ

る

外

出

者

の

行
動 

○  ターミナル駅周辺や繁華街等で多くの人が滞留  

○  安全な場所を求めて移動  

○  被害状況の確認・家族の安否確認  

○  徒歩帰宅の準備（情報入手、飲料水等の調達）  

○  帰宅  

必

要

と

さ

れ

る

対
策 

○  駅構内等の情報提供・落ち着いた対応の呼びかけ  

○  滞留者を安全な場所へ誘導  

○  災害用伝言ダイヤル等の運用開始  

○  災 害 時 帰 宅 支 援 ス テ ー シ ョ ン 協 定 事 業 者 に 支 援 依 頼  

○  徒 歩 帰 宅 が 困 難 な 者 、 観 光 客 の 誘 導 ・ 一 時 受 入 要 請  

○  帰宅支援  

 
（ 1）被災府県の対応 

①   メッセージの発出 

被災府県は、徒歩帰宅困難者や観光客に対して、無理に帰宅をせず、

落ち着いた対応を求めるメッセージの発出をホームページやプレス

リリースを通じて行う。 
 

②  交通情報等の提供 

被災府県は、交通情報等について、可能な範囲でホームページを通

じて情報提供を行うよう努める。 
 

③  災害時帰宅支援ステーションの展開 

被災府県は、災害時における帰宅困難者支援に関する協定書に基づ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
修 正 意 見 を

反映  
 
 
 
 
 
 
 
修 正 意 見 を

反映  
 
 
修 正 意 見 を

反映  
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③  災害時帰宅支援ステーションの展開 

被災府県は、災害時における帰宅困難者支援に関する協定書に基づ

き、帰宅支援ステーション協定事業者に対して、帰宅支援サービスの

提供の実施を要請する。 
 

④  ホテル・旅館業者等に対する観光客への情報提供の要請等 

被災府県は、管内のホテル・旅館業者、旅行業者に対して、必要に

応じ観光客への情報提供や安全な場所への誘導、さらに可能な場合に

は一時受け入れを要請する。 

   また、被災府県は、外国人支援を行う NPO や語学ボランティアに通

訳等の協力を要請する。 
 

(2) 広域連合の対応 

      広域連合は、被災府県と連携して必要な広報等を行うほか、災害時帰

宅支援ステーションの展開において、必要に応じて、事業者との連絡調

整を行う。 

 

2-9 広域的な災害廃棄物（がれき等）処理の推進 

災害により大量に発生し、復旧・復興を阻害する廃棄物を早期に処

理するため、広域連合は、運搬・処分・活用等について、必要に応じ

構成府県間の調整を行う。 

 

＜災害廃棄物の処理の支援＞ 

 被 災 地 の 状 況  必 要 な 対 応  広 域 連 合 に よ る 支 援  
発

災

時  

・ 倒 壊 等 家 屋 ・ 建 物 の 発

生  
・ 自 動 車 、 重 機 等 大 型 廃

棄 物 の 発 生  
・ 汚 泥 の 堆 積 及 び 大 量 の

浮 遊 物 の 流 入  
・ 港 湾 海 底 へ の 廃 棄 物 の

沈 殿  

・ 処 分 量 の 把 握 と 処 分 体

制 の 確 立  
・ 運 搬 ・ 輸 送 道 路 の 確 保  
（ 道 路 上 の が れ き 等 撤

去 ）  
・ 運 搬 業 者 等 の 確 保  
・ 作 業 用 重 機 の 手 配  

○ 府 県 域 を 越 え た 災 害

を 想 定 し て 、 災 害 廃

棄 物 （ が れ き 等 ） 処

理 計 画 の 検 討  
・ 撤 去 ・ 処 分 方 法 ： 仮

置 き 場 、 最 終 処 分 地

の 確 保 （ 市 町 村 内 、

府 県 内 、 域 内 調 整 の

仕 組 み ）  
・ 輸 送 手 段 の 想 定  
・ 活 用 方 法 の 検 討 ： 土

木 資 材 （ 地 盤 嵩 上 げ 、

防 潮 堤 整 備 な ど ） へ

の 活 用 等  

一

時

撤

去  
・

仮

置  
 
 

・ が れ き ・ 解 体 廃 棄 物 等

の 仮 置 き 場 へ の 搬 入  
 
 
 
 
 
・ 廃 棄 物 運 搬 車 両 に よ る

交 通 渋 滞  
・ 個 人 所 有 物 の 処 分 と 保

存 の 区 分  

・ 倒 壊 家 屋 等 建 築 物 の 解

体 ・ 撤 去 （ 仮 置 き 場 へ

の 移 動 ）  
・ 解 体 撤 去 に 伴 う 健 康 対

策 （ ア ス ベ ス ト 、 粉 じ

ん 等 ）  
・ 不 燃 物 ・ 可 燃 物 ・ リ サ

イ ク ル 資 源 の 分 別 （ コ

ン ク リ ー ト ガ ラ 、 木 く

ず 、 土 砂 等 ）  
・交 通 渋 滞 対 策 の 検 討（ 道

き、帰宅支援ステーション協定事業者に対して、帰宅支援サービスの

提供の実施を要請する。 
 
 

④  ホテル・旅館業者等に対する観光客への情報提供の要請等 

被災府県は、管内のホテル・旅館業者、旅行業者に対して、必要に

応じ観光客への情報提供や安全な場所への誘導、さらに可能な場合に

は一時受け入れを要請する。 

   また、被災府県は、外国人支援を行う NPO や語学ボランティアに通

訳等の協力を要請する。 
 

(2) 広域連合の対応 

      広域連合は、被災府県と連携して必要な広報等を行うほか、災害時帰

宅支援ステーションの展開において、必要に応じて、事業者との連絡調

整を行う。 

 

2-9 広域的な災害廃棄物（がれき等）処理の調整 

災害により大量に発生し、復旧・復興を阻害する廃棄物を早期に処

理するため、広域連合は、運搬・処分・活用等について、必要に応じ構

成団体間の調整を行う。 

 

＜災害廃棄物の処理の支援＞ 

 被 災 地 の 状 況  必 要 な 対 応  広 域 連 合 に よ る 支 援  
発

災

時  

・ 倒 壊 等 家 屋 ・ 建 物 の 発

生  
・ 自 動 車 、 重 機 等 大 型 廃

棄 物 の 発 生  
・ 津 波 堆 積 物 の 発 生  
・ 港 湾 海 底 へ の 廃 棄 物 の

沈 殿  

・ 処 理 量 の 把 握 と 処 理 体

制 の 確 立  
・ 運 搬 ・ 輸 送 道 路 の 確 保  
（ 道 路 上 の 災 害 廃 棄 物 を

撤 去 ）  
・ 運 搬 業 者 等 の 確 保  
・ 作 業 用 重 機 の 手 配  

○ 府 県 域 を 越 え た 災 害

を 想 定 し て 、 災 害 廃

棄 物 （ が れ き 等 ） 処

理 計 画 の 検 討  
・ 撤 去 ・ 処 理 方 法 ： 仮

置 き 場 、 最 終 処 分 地

の 確 保 （ 市 町 村 内 、

府 県 内 、 域 内 調 整 の

仕 組 み ）  
・ 輸 送 手 段 の 想 定  
・ 再 資 源 化 の 検 討 ： 土

木 資 材 （ 地 盤 嵩 上 げ 、

防 潮 堤 整 備 な ど ） へ

の 活 用 等  

収

集

・

分

別  
・

仮

置  
 
 

・ 災 害 廃 棄 物 の 仮 置 き 場

へ の 搬 入  
 
 
 
 
 
・ 廃 棄 物 運 搬 車 両 に よ る

交 通 渋 滞  
・ 個 人 所 有 物 の 処 分 と 保

存 の 区 分  
 
 

・ 倒 壊 家 屋 等 建 築 物 の 解

体 ・ 撤 去 （ 仮 置 き 場 へ

の 移 動 ）  
・ 解 体 撤 去 に 伴 う 健 康 対

策 （ ア ス ベ ス ト 、 粉 じ

ん 等 ）  
・ 不 燃 物 ・ 可 燃 物 ・ リ サ

イ ク ル 資 源 の 分 別 （ コ

ン ク リ ー ト ガ ラ 、 木 く

ず 、 土 砂 等 ）  
・交 通 渋 滞 対 策 の 検 討（ 道

路 使 用 制 限 等 ）  
・ 運 搬 手 段 の 確 保  
・ 個 人 所 有 物 の 一 時 保 管  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
広 域 環 境 保

全 局 の 意 見

反映  
 
構 成 団 体 の

変更  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
広 域 環 境 保

全 局 の 意 見

反映  
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路 使 用 制 限 等 ）  
・ 運 搬 手 段 の 確 保  
・ 個 人 所 有 物 の 一 時 保 管  
・ 集 合 住 宅 の 解 体 ・ 補 修

の 調 整  
中

間

処

理  

・ 廃 棄 物 処 理 に か か る 環

境 保 全  （ 大 気 、水 質 等 ） 
 
 
 
・ リ サ イ ク ル の 実 施  
 
 
 
・有 害 物 質（ 産 業 廃 棄 物 ）

の 処 理  

・ 汚 泥 の し ゅ ん せ つ  
・ 可 燃 ゴ ミ の 焼 却  
 （ 市 町 村 処 理 施 設 、 民

間 処 理 施 設 の 確 保 ・ 調

整 ）  
・ 木 く ず の チ ッ プ 化 、 埋

立 用 材 ・ 建 築 資 材 等 へ

の リ サ イ ク ル （ 民 間 業

者 の 確 保 等 ）  
・ 民 間 業 者 の 確 保  

最

終

処

分  

・ 最 終 処 分 場 へ の 輸 送 、

処 分  
 

・ 広 域 で の 最 終 処 分 場 の

調 整 ・ 確 保  
・ 海 上 、 鉄 道 等 輸 送 手 段

の 確 保  
 

(1) 被災府県の対応 

 ①   被災市町村の支援 

災害により発生した膨大な量の災害廃棄物の処理を迅速かつ適切

に実施するため、市町村又は市町村間の連携のみでは処理すること

が困難な場合は、被災府県が市町村を積極的に支援して、災害廃棄

物の処理を進める。また、被災府県は、処理目標期間を設定する。 

 

②   応援要請 

   被災府県は、自府県で対応ができない場合、広域連合に対して、

災害廃棄物の撤去・処分等の支援を要請する。 

 

    (2) 広域連合の対応 

広域連合は、被災府県に協力して、災害廃棄物の撤去・処分、輸送

手段の確保、活用方法について、必要に応じて、構成府県・連携県間

の調整を行う。 

①  撤去・処分  

災害廃棄物の仮置き場及び最終処分場の場所等 

②  輸送手段 

運搬車両等の輸送手段 

③  活用  

地盤嵩上げ、防潮堤整備などの土木資材としての活用等 

 

・ 集 合 住 宅 の 解 体 ・ 補 修

の 調 整  
中

間

処

理  

・ 廃 棄 物 処 理 に か か る 環

境 保 全  （ 大 気 、水 質 等 ） 
 
 
 
・ リ サ イ ク ル の 実 施  
 
 
 
・有 害 物 質（ 産 業 廃 棄 物 ）

の 処 理  

・ 汚 泥 の し ゅ ん せ つ  
・ 可 燃 ゴ ミ の 焼 却  
 （ 市 町 村 処 理 施 設 、 民

間 処 理 施 設 の 確 保 ・ 調

整 ）  
・ 木 く ず の チ ッ プ 化 、 埋

立 用 材 ・ 建 築 資 材 等 へ

の リ サ イ ク ル （ 民 間 業

者 の 確 保 等 ）  
・ 民 間 業 者 の 確 保  

最

終

処

分  

・ 最 終 処 分 場 へ の 輸 送 、

処 分  
 

・ 広 域 で の 最 終 処 分 場 の

調 整 ・ 確 保  
・ 海 上 、 鉄 道 等 輸 送 手 段  

の 確 保  
 

(1) 被災府県の対応 

 ①   被災市町村の支援 

災害により発生した膨大な量の災害廃棄物の処理を迅速かつ適切

に実施するため、市町村又は市町村間の連携のみでは処理すること

が困難な場合は、被災府県は市町村のニーズに応じて必要な支援を

行う。また、市町村から事務委託の要請を受けた場合は、被災府県

が市町村に代わって災害廃棄物を処理する。 

 

②   応援要請 

   被災府県は、自府県で対応ができない場合、広域連合に対して、

災害廃棄物の撤去・処分等の支援を要請する。 

 

    (2) 広域連合の対応 

広域連合は、被災府県に協力して、災害廃棄物の撤去・処分、輸送手

段の確保、再資源化について、必要に応じて、構成団体・連携県間の

調整を行う。 

①  撤去・処分  

災害廃棄物の仮置き場及び最終処分場の場所等 

②  輸送手段 

運搬車両等の輸送手段 

③  再資源化 

地盤嵩上げ、防潮堤整備などの土木資材としての活用等 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
広 域 環 境 保

全 局 の 意 見

反映  
 
 
 
 
 
 
構 成 団 体 の

変更  
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応急対応期オペレーションマップ（１） 

 

このオペレーションマップは、大規模広域災害発生時に被災市町村、被災

府県、広域連合・応援府県、他都道県、国・国出先機関及び広域実動機関が、

相互に連携しながら対応すべきことを災害対応項目ごとに示したものであ

る。 

 

  

 

 

応急対応期オペレーションマップ（１） 

 

このオペレーションマップは、大規模広域災害発生時に被災市町村、被災

府県、広域連合・応援府県、他都道県、国・国出先機関及び広域実動機関が、

相 互 に連 携 し な が ら 対 応す べ き こ と を 災 害対 応 項 目 ご と に 示し た も の で あ

る。 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
関 西 災 害 時

物 資 供 給 協

議 会 の 取 組

反映  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 凡例  ○：対応業務、◇：応援要請業務、◆：受援業務  凡例  ○：対応業務、◇：応援要請業務、◆：受援業務 
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プ ッ シ ュ 型

支援を反映  
 
関 西 災 害 時

物 資 供 給 協

議 会 の 取 組

反映  
 
 
 
 
 
 
 
広 域 防 災 局

の 取 組 を 記

載  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

広域連合・応援府県 他都道県等 国・国出先機関
広域実動機関（消防・警察・
自衛隊・海上保安庁）

○保存飲料水の提供（管内市町村
への要請を含む）
○日本水道協会からの要請に基づ
き、給水車を派遣

〔広域連合〕
【広域応援・受援調整】
○保存飲料水について構成府県間
で調整

○要請等に基づき保存飲料
水を提供、給水車を派遣

〔厚生労働省〕
○日本水道協会を通じ、派遣
すべき給水車を調整

○自衛隊や海上保安庁による
給水活動

○要請に基づき備蓄食料・
物資の供出
○企業・ボランティア等へ
の応援呼びかけ

〔農林水産省・地方農政局〕
○プッシュ型支援にかかる供
給・協力要請
　・災害救助用米穀の供給
　・パン等食料関係業界
　　への出荷要請

〔経済産業省・経済産業局〕
○プッシュ型支援にかかる生
活必需品等関係業界への協力
要請

○自衛隊による食料供給活動
○海上保安庁により物資輸送
を支援

○物流事業者、交通事業者
への配送要請
○実動機関（自衛隊、海上
保安庁）への協力要請
○要請に基づき応援職員を
派遣

〔国土交通省・地方運輸局〕
○物流事業者、交通事業者へ
の協力要請

○自衛隊、海上保安庁による
搬送活動
○自衛隊による物資集積・配
送拠点の運営支援

○備蓄食料・物資の供出（管内市
町村への要請を含む）
○企業・ボランティア等に対する
物資支援や炊き出しの呼びかけと
具体的な支援先の調整
○大量に必要とする物資の府県民
からの募集

〔広域連合〕
○不足についての構成府県間調整
○関西災害時物資供給協議会企
業・団体への物資供給及び物流の
協力依頼
○企業・ボランティア等への応援
呼びかけ
【広域応援・受援調整】
○他都道県への備蓄食料・物資の
供出要請
○他都道県に対し、企業・ボラン
ティア等への呼びかけを実施する
よう要請
○国への食料・物資供給要請

○０次拠点を必要に応じて開設・
運営
○被災府県への供給を迅速に行え
る連絡調整体制の確立
○被災府県までの輸送ルートの確
立
○物流事業者（トラック協会、海
運事業者等）、交通事業者(JR、私
鉄、航空会社等）等への配送要請
○応援職員の派遣（管内市町村へ
の要請を含む）

〔広域連合〕
【広域応援要請・受援調整】
◇他都道県への応援職員派遣要請
◇国、実動機関（海上保安庁
等）、関係業界への支援・協力要
請
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応急対応期オペレーションマップ（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応急対応期オペレーションマップ（２） 
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応急対応期オペレーションマップ（３）  

 

 

 

 

応急対応期オペレーションマップ（３）  
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関西防災・減災プラン 現行 見直し案 見直しの考え方 

 

応急対応期オペレーションマップ（４）  
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応急対応期オペレーションマップ（５） 

 
 

 

 

応急対応期オペレーションマップ（５） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
広 域 環 境 局

の修正反映  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

被災市町村 被災府県

12 ○環境部局による撤去、収集、分別、処
分
○廃棄物業者への処理要請
○仮置き場の確保
【応援要請】
◇撤去、収集、分別、処分に関する広域
応援の要請
◇処理計画策定にかかる職員応援要請
【受援業務】
◆応援現場等の割当調整

○仮置き場の確保にかかる支援
○管内市町村の応援にかかる業務分担調整
○廃棄物事業者への協力要請と業務分担調整
○実行計画策定にかかる応援職員の派遣
【広域応援調整】
◇応援府県、広域連合に対する廃棄物受入要請
◇被災市町村の実行計画策定業務等への職員派
遣要請
【受援業務】
◆廃棄物受入府県との受入量、方法等に関する
調整
◆応援職員の配置先の調整

14 ○府県災害対策本部との調整 ○被災市町村・外務省等との調整

○被災した学校施設の応急復旧・安全確
保
○学習スペースの確保（避難者等との棲
み分け）
○応急教育の実施
【応援要請】
◇応援教員の派遣要請
◇被災した児童生徒、教員等へのこころ
のケアの要請
【受援業務】
◆応援教員の業務分担の割当
◆応援教員との打合せ会議等の開催

○空き公営住宅等の活用
○空き住宅所有者、不動産事業者等への
協力要請
○建設用地の調査・確保
○応急仮設住宅必要戸数の調査・確定
○生き甲斐づくり、コミュニティづくり
等良好な生活環境をもった仮設住宅団地
計画の策定
○コミュニティを維持できる方法での入
居調整
【応援要請】
◇仮設住宅の建設要請
◇建設用地調査、設計調整等にかかる応
援要員の派遣要請
◇被災市町村外での仮設住宅建設要請
【受援業務】
◆応援職員の業務割当、調整会議等の開
催

○空き公営住宅等の提供（管内市町村への要請
を含む）
○空き住宅所有者、不動産事業者等への協力要
請
○借上住宅の確保
○良好な生活環境をもった仮設住宅団地計画の
提案
○コミュニティを維持できる方法での入居調整
の提案
○多彩な建設手法の提案
○応急仮設住宅の建設
○応援職員の派遣（管内市町村への要請を含
む）
○被災市町村外での建設にかかる調整
【広域応援要請】
◇応援府県、広域連合への応援要員の派遣要請
【受援業務】
◆応援職員の配置先の調整

○被災した学校施設の応急復旧・安全確保
○学習スペースの確保（避難者等との棲み分
け）
○応急教育の実施
○被災市町村への応援教員の派遣（管内市町村
への要請を含む）
○教育復旧のための専門相談要員の派遣
○こころのケアの専門家の派遣
○文化財、博物館等の復旧
【広域応援要請】
○応援教員の派遣要請
○こころのケアの専門家の派遣要請
○災害復旧・復興経験者・専門家の派遣要請
○文化財復旧等にかかる応援職員の派遣要請
【受援業務】
◆応援教員の業務分担の割当
◆教育復旧にかかる打合せ会議・講演会・講習
会等の開催

13 応急仮設住宅の整備・確保

学校の教育機能の回復11

海外からの支援の受入

災害廃棄物の処理

項目
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広域連合・応援府県 他都道県等 国・国出先機関
広域実動機関（消防・警察・
自衛隊・海上保安庁）

○廃棄物の受入（管内市町村への
要請を含む）
○応援職員の派遣

〔広域連合〕
○廃棄物の受入、職員の派遣等に
ついて、不足する場合の構成府県
間調整
○災害廃棄物担当のｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣
○環境省近畿地方環境事務所に対
する近畿ブロック及び全国調整等
の実施要請

○要請に基づく廃棄物の受
入、応援職員の派遣

〔環境省・地方環境事務所〕
○特定大規模災害の発生後、
廃棄物処理法の基本方針に則
り、災害廃棄物処理に関する
指針を策定
○廃棄物の地域ブロック及び
全国的な受入に関する調整
○廃棄物処理制度の柔軟運用
○必要な資機材の供給調整

○自衛隊による災害廃棄物の
収集、運搬

○被災府県、外務省との調整 〔外務省〕
○受入計画の作成
○広域連合・被災府県・市町
村との調整

〔文部科学省〕
○応援教員、専門家等にかか
る全国調整

〔国土交通省・地方整備局〕
○応援職員の派遣にかかる全
国調整
○空きＵＲ住宅、空き国家公
務員住宅等の提供
○プレハブ協会等業界に対す
る早期供給要請

○応援職員の派遣（管内市町村へ
の要請を含む）

〔広域連合〕
○不足する場合の構成府県間調整
○応急仮設住宅担当のｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派
遣
○良好な生活環境をもった仮設住
宅団地計画の提案
○コミュニティを維持できる方法
での入居調整の提案
○多彩な建設手法の提案
【広域応援・受援調整】
○他都道県への職員派遣要請

○要請に基づく応援職員の
派遣

○応援教員の派遣
○教育復旧の経験者・専門家の派
遣
○こころのケアの専門家の派遣
○文化財復旧等の要員の派遣

〔広域連合〕
○不足する場合の構成府県間調整
○教育復旧にかかるｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの派
遣
○他都道県、国への応援要請

○要請に基づき必要な人材
の派遣
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３ 復旧・復興シナリオ 

  災害からの復旧・復興は、被災地自らが将来の目標像を定め、そこに至

るシナリオを描くことが必要である。 

一方、大規模災害にあっては、復旧・復興に広域的な視点が欠かせない。

また、被災からの復旧・復興経験やそれによって培われたノウハウは、被

災地の早期復旧・復興に向け参考となる。 

  広域連合は、被災地の復旧・復興にあたり、必要に応じて関西全域の復

興指針を示すとともに、阪神･淡路大震災等の復興ノウハウを提供する。 

 

 

 

3-1 復興戦略の策定 

複数構成府県に被害を及ぼし、関西が壊滅的被害を受けるような大規

模広域災害において、広域連合は、必要に応じて、関西全体の将来像

を見据え復興の指針となる「関西復興戦略」として、中長期を見据え

た「基本戦略」及び急施を要する「緊急復興戦略」を策定する。 

 

(1) 関西復興戦略の策定方針 

関西全体の復興イメージを「基本戦略」として打ち出し、構成府県

はこの戦略を共有し、震災以前の状態を回復するだけではなく、新た

な視点から地域を再生すること（「創造的復興」）を目指す。 

また、インフラ・まちづくり、住宅及び産業・農林水産分野等で急

施を要する分野について、広域連合は、「緊急復興戦略」を策定し、

その戦略と整合を図りつつ被災府県は具体的な計画を策定し、早期復

旧・復興を目指す。 
     

(2) 策定手順  

「関西復興戦略」は、構成府県の主体的な参画に加え、被災者、各

分野にわたる有識者、市民団体等、多様な価値観を持った様々な主体

の参画を得て策定する。 
 

 (3) 策定体制 

①   復興戦略本部の設置 

広域連合は、著しい被害を受けた地域の復興を総合的に支援する

必要があると認めるときは、被災後、早期に復興戦略本部を設置し、

被災地の復旧・復興支援に関する関西広域連合としての方針を示す

「関西復興戦略」を策定するとともに、被災地に対する各種支援を

調整する。 

 

        ○  構成員：構成府県知事 

○  事務局：広域連合本部のもとに別途検討組織を立ち上げ 

    ○  機  能：  

・  関西復興戦略（基本戦略・緊急復興戦略）の策定方針の決定 

・  関西復興戦略（基本戦略・緊急復興戦略）の策定・決定 

３ 復旧・復興シナリオ 

  災害からの復旧・復興は、被災地自らが将来の目標像を定め、そこに至

るシナリオを描くことが必要である。 

一方、大規模災害にあっては、復旧・復興に広域的な視点が欠かせず、

被災からの復旧・復興経験やそれによって培われたノウハウは、被災地の

早期復旧・復興に向け参考となる。 

国においては「大規模災害からの復興に関する法律（平成 25 年度施行）」

に基づき、被災地域の意向を十分踏まえ、復興基本方針を策定するが、広

域連合は、この復興基本方針を踏まえ、必要に応じて関西全域の復興指針

を示すとともに、阪神･淡路大震災等の復興ノウハウを提供する。 

   

3-1 復興戦略の策定 

複数構成府県に被害を及ぼし、関西が壊滅的被害を受けるような大規

模広域災害において、広域連合は必要に応じて、関西全体の将来像を見

据え復興の指針となる「関西復興戦略」として、中長期を見据えた「基

本戦略」及び急施を要する「緊急復興戦略」を策定する。 

 

(1) 関西復興戦略の策定方針 

関西全体の復興イメージを「基本戦略」として打ち出し、構成団体

はこの戦略を共有し、震災以前の状態を回復するだけではなく、新た

な視点から地域を再生すること（「創造的復興」）を目指す。 

また、インフラ・まちづくり、住宅及び産業・農林水産分野等で急

施を要する分野について、広域連合は、「緊急復興戦略」を策定し、

その戦略と整合を図りつつ被災府県は具体的な計画を策定し、早期復

旧・復興を目指す。 
     

(2) 策定手順  

「関西復興戦略」は、構成団体の主体的な参画に加え、被災者、各

分野にわたる有識者、市民団体等、多様な価値観を持った様々な主体

の参画を得て策定する。 
 

 (3) 策定体制 

①   復興戦略本部の設置 

広域連合は、著しい被害を受けた地域の復興を総合的に支援する

必要があると認めるときは、被災後、早期に復興戦略本部を設置し、

被災地の復旧・復興支援に関する関西広域連合としての方針を示す

「関西復興戦略」を策定するとともに、被災地に対する各種支援を

調整する。 

 

        ○  構成員：構成団体の長 

    ○  事務局：広域連合本部のもとに別途検討組織を立ち上げ 

    ○  機  能：  

・  関西復興戦略（基本戦略・緊急復興戦略）の策定方針の決定 

・  関西復興戦略（基本戦略・緊急復興戦略）の策定・決定 

 
 
 
 
意 見 を 一 部

修 正 し て 反

映  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
構 成 団 体 の

変更  
 
 
 
 
 
 
 
構 成 団 体 の

変更  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
構 成 団 体 の

変更  
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・ 被災府県への復旧・復興支援に関する構成府県間調整 

・  復旧・復興支援に関する他ブロック都道県との調整 等   

②  復興戦略会議の設置 

復興戦略本部のもとに、学識経験者や関係団体等により構成し、

専門的な立場から被災地の復旧・復興のあり方に関する提言・助言

を行う復興戦略会議を設置する。 

なお、各分野における「緊急復興戦略」の検討にあたっては、必

要に応じて、復興戦略会議のもとに各分野ごとの専門部会を設置し

検討する。 

     ○  構成員：学識者、関係団体 等  

     ○  事務局：広域連合本部のもとに別途検討組織を立ち上げ 

     ○  機  能：  

・  復興課題の整理 

・  目標の明確化 

       ・  復興に関する意見集約、調整 

       ・  基本戦略及び緊急復興戦略の策定にかかる提言 等  

 

＜関西復興戦略（基本戦略）の構成イメージ＞ 

区  分  内   容  

基本理念  関西の復興にかかる基本理念を表現  
（被災住民が 復興へ の意欲を持ち 、すべ ての住民が共 感でき る
ものとする。）  

目標像  関西の復興目標をわかりやすい言葉で表現  
（被災状況に 応じて 、中長期的な 関西の あり方まで視 野に入 れ
た地域の未来像を提示し、地域住民との共有を図る。）  

基本方向  （復興に向けて重点となる柱（分野）を整理）  

 ①生活  （復興に向けた分野ごとの目標を端的に表現）  
・被災医療機関・社会福祉施設等の早期機能回復  
・保健・医療・福祉の確保  
・高齢者等の自立支援（高齢者の見守り体制構築等）  
・障害者への 支援（ 多様な障害特 性に対 応した障害者 支援体 制
構築）  
・被災者の生活相談、心のケア、資金面からの支援  
・教育・文化対策（教育環境の確保、防災学習等）  
・地域コミュニティの再生・活性化  
・ボランティア・ＮＰＯ活動促進  等  

②まちづくり  （復興に向けた分野ごとの目標を端的に表現）  
・土地利用の再編等を速やかに実現できるしくみづくり  
・建築制限の実施  
・住民主体のまちづくり  
・歴史文化の厚み  
・府県民、企 業、市 町村、国等と の協働 と連帯による まちづ く
り  
・交流ネットワーク  
・防災・減災先進地  
・学術研究基盤  
・エネルギー革新の拠点  
・持続的発展が可能なまちのにぎわいづくりの創出  
・都市の連たんと豊かな自然  

・ 被災府県への復旧・復興支援に関する構成団体間調整 

・  復旧・復興支援に関する他ブロック都道県との調整 等   

②  復興戦略会議の設置 

復興戦略本部のもとに、学識経験者や関係団体等により構成し、

専門的な立場から被災地の復旧・復興のあり方に関する提言・助言

を行う復興戦略会議を設置する。 

なお、各分野における「緊急復興戦略」の検討にあたっては、必

要に応じて、復興戦略会議のもとに各分野ごとの専門部会を設置し

検討する。 

     ○  構成員：学識者、関係団体 等  

     ○  事務局：広域連合本部のもとに別途検討組織を立ち上げ 

     ○  機  能：  

・  復興課題の整理 

・  目標の明確化 

       ・  復興に関する意見集約、調整 

       ・  基本戦略及び緊急復興戦略の策定にかかる提言 等  

 

＜関西復興戦略（基本戦略）の構成イメージ＞ 

区  分  内   容  

基本理念  関西の復興にかかる基本理念を表現  
（被災住民が 復興へ の意欲を持ち 、すべ ての住民が共 感でき る
ものとする。）  

目標像  関西の復興目標をわかりやすい言葉で表現  
（被災状況に 応じて 、中長期的な 関西の あり方まで視 野に入 れ
た地域の未来像を提示し、地域住民との共有を図る。）  

基本方向  （復興に向けて重点となる柱（分野）を整理）  

 ①生活  （復興に向けた分野ごとの目標を端的に表現）  
・被災医療機関・社会福祉施設等の早期機能回復  
・保健・医療・福祉の確保  
・高齢者等の自立支援（高齢者の見守り体制構築等）  
・障害者への 支援（ 多様な障害特 性に対 応した障害者 支援体 制
構築）  
・被災者の生活相談、心のケア、資金面からの支援  
・教育・文化対策（教育環境の確保、防災学習等）  
・地域コミュニティの再生・活性化  
・ボランティア・ＮＰＯ活動促進  等  

②まちづくり  （復興に向けた分野ごとの目標を端的に表現）  
・土地利用の再編等を速やかに実現できるしくみづくり  
・建築制限の実施  
・住民主体のまちづくり  
・歴史文化の厚み  
・府県民、企 業、市 町村、国等と の協働 と連帯による まちづ く
り  
・交流ネットワーク  
・防災・減災先進地  
・学術研究基盤  
・エネルギー革新の拠点  
・持続的発展が可能なまちのにぎわいづくりの創出  
・都市の連たんと豊かな自然  

構 成 団 体 の

変更  
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・アジアとの交流  等  

③住宅  （復興に向けた分野ごとの目標を端的に表現）  
・自力再建に関する支援・情報提供  
・民間住宅の再建・供給支援  
・早期の公的恒久住宅の供給  等  

④インフラ  （復興に向けた分野ごとの目標を端的に表現）  
・公共土木施設、ライフラインの早期復旧  
・災害に強い交通ネットワークの構築  
・防災基盤の整備  等  

⑤産業・農林
水産業  

（復興に向けた分野ごとの目標を端的に表現）  
・直接、間接 の被災 企業支援（仮 設店舗 ・工場提供、 相談体 制

確立、サプライチェーンの回復等）  
・空洞化対策  
・技術革新の促進  
・新産業創出の拠点整備  
・モノづくりセンター  
・競争力のある農林水産業  
・農地のがれき除去・除塩  
・農地・農業用施設、漁港施設等の復旧  
・農林水産業者への経営・金融相談  
・農林水産業への企業参入  
・観光振興  
・雇用の確保  等  

 

＜関西復興戦略（緊急復興戦略）の構成イメージ＞ 
 

分野  項目  内容  

インフラ  計画期間  ３カ年  

対象地域  関西全体の地域  

策定趣旨  府県民の生活や産業活動の基盤となる道路、鉄道、港

湾などの早期回復を図るとともに、災害に強く安心し

て暮らせる都市づくりを目指し、関西として急施を要

す る 復 興 事 業 を 示 す 緊 急 イ ン フ ラ 整 備 戦 略 を 策 定 す

る。  

事業計画  (1)緊急復興事業  

関西の主要な道路、鉄道、港湾等の交通施設等の

復興事業  

(2)緊急防災まちづくり事業  

関西の被災市街地、地域の核、広域防災帯、広域

防災拠点、ライフライン等の整備事業  

(3)戦略的基盤整備事業  

関 西 全 体 を 災 害 に 強 い 地 域 と す る た め の 戦 略 的

整備事業  

・アジアとの交流  等  

③住宅  （復興に向けた分野ごとの目標を端的に表現）  
・自力再建に関する支援・情報提供  
・民間住宅の再建・供給支援  
・早期の公的恒久住宅の供給  等  

④インフラ  （復興に向けた分野ごとの目標を端的に表現）  
・公共土木施設、ライフラインの早期復旧  
・災害に強い交通ネットワークの構築  
・防災基盤の整備  等  

⑤産業・農林
水産業  

（復興に向けた分野ごとの目標を端的に表現）  
・直接、間接 の被災 企業支援（仮 設店舗 ・工場提供、 相談体 制

確立、サプライチェーンの回復等）  
・空洞化対策  
・技術革新の促進  
・新産業創出の拠点整備  
・モノづくりセンター  
・競争力のある農林水産業  
・農地のがれき除去・除塩  
・農地・農業用施設、漁港施設等の復旧  
・農林水産業者への経営・金融相談  
・農林水産業への企業参入  
・観光振興  
・雇用の確保  等  

 

＜関西復興戦略（緊急復興戦略）の構成イメージ＞ 
 

分野  項目  内容  

インフラ  計画期間  ３カ年  

対象地域  関西全体の地域  

策定趣旨  府県民の生活や産業活動の基盤となる道路、鉄道、港

湾などの早期回復を図るとともに、災害に強く安心し

て暮らせる都市づくりを目指し、関西として急施を要

す る 復 興 事 業 を 示 す 緊 急 イ ン フ ラ 整 備 戦 略 を 策 定 す

る。  

事業計画  (1)緊急復興事業  

関西の主要な道路、鉄道、港湾等の交通施設等の

復興事業  

(2)緊急防災まちづくり事業  

関西の被災市街地、地域の核、広域防災帯、広域

防災拠点、ライフライン等の整備事業  

(3)戦略的基盤整備事業  

関 西 全 体 を 災 害 に 強 い 地 域 と す る た め の 戦 略 的

整備事業  
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住宅  計画期間  ３カ年  

対象地域  関西全体の地域  

策定趣旨  震災により失われた住宅ストックを早期に回復し、将

来に向けて災害に強く、高齢者等にも配慮した安全で

恒久的な住宅を関西全体として供給していくために、

緊急住宅復興戦略を策定する。  

事業計画  (1)  住宅供給方針  

防災性に配慮した人にやさしい住まいづくりをめ

ざし、関西全体としての住宅供給方針を示す。  

(2)  供給計画  

関西全体としての住宅供給計画を示す。  

(3)  住宅供給のための施策  

関西全体で取り組む住宅供給施策を示す。  

（例）民間住宅の再建支援、被災地の面的整備に伴

う住宅建設、自力再建に関する支援・情報提

供、行政による公的融資や助成、情報提供・

指導・相談（自立のための環境整備）  

産業・農林
水産業  

計画期間  ３カ年  

対象地域  関西全体の地域  

策定趣旨  関西の既存産業・農林水産業の一日も早い復旧・復興

を図るとともに、技術革新により持続的発展すること

により被災地の本格復興の足固めを行うため、緊急産

業・農林水産業復興戦略を策定する。  

事業計画  (1)  産業・農林水産業復興の基本方針  

関西全体の早期の復興を成し遂げるため、緊急産

業・農林水産業復興戦略の基本方針を示す。  

(2)  復興施策  

原状復旧に加え、持続的発展を可能にするため、

関西全体で取り組む復興施策を示す。  

（例）被災企業への資金供給、被災地での資金循

環、被災地域の産業の高度化を推進する新

産業の創出、被災地の雇用確保、物流の安

定や物流ルート情報の提供等による経営の

安定化、競争力のある農林水産業、農地・

農業用施設、漁港施設等の復旧等  

 

 

 

 

 

＜参考＞  
○  阪神・淡路大震災（阪神・淡路震災復興戦略ビジョン）  
１  策 定 時 期 ： 平 成 ７ 年 ３ 月 30 日 （ 発 災 後 ２ か 月 半 ）  
２  事 業 期 間 ： 10 年 間 （ 平 成 ７ 年 度 ～ 平 成 16 年 度 ）  
３  基 本 理 念 ： ① 災 害 に 強 い ま ち づ く り  
       ② 近 隣 が 助 け 合 い 、 安 心 し て 暮 ら せ る 福 祉 の ま ち づ く り  
       ③ 既 存 産 業 が 新 生 し 、次 世 代 産 業 も た く ま し く 活 動 す る 生 き 生 き し

た ま ち づ く り  
④ 世 界 に 開 か れ た 、 文 化 豊 か な ま ち づ く り  

住宅  計画期間  ３カ年  

対象地域  関西全体の地域  

策定趣旨  震災により失われた住宅ストックを早期に回復し、将

来に向けて災害に強く、高齢者等にも配慮した安全で

恒久的な住宅を関西全体として供給していくために、

緊急住宅復興戦略を策定する。  

事業計画  (4)  住宅供給方針  

防災性に配慮した人にやさしい住まいづくりをめ

ざし、関西全体としての住宅供給方針を示す。  

(5)  供給計画  

関西全体としての住宅供給計画を示す。  

(6)  住宅供給のための施策  

関西全体で取り組む住宅供給施策を示す。  

（例）民間住宅の再建支援、被災地の面的整備に伴

う住宅建設、自力再建に関する支援・情報提

供、行政による公的融資や助成、情報提供・

指導・相談（自立のための環境整備）  

産業・農林
水産業  

計画期間  ３カ年  

対象地域  関西全体の地域  

策定趣旨  関西の既存産業・農林水産業の一日も早い復旧・復興

を図るとともに、技術革新により持続的発展すること

により被災地の本格復興の足固めを行うため、緊急産

業・農林水産業復興戦略を策定する。  

事業計画  (3)  産業・農林水産業復興の基本方針  

関西全体の早期の復興を成し遂げるため、緊急産

業・農林水産業復興戦略の基本方針を示す。  

(4)  復興施策  

原状復旧に加え、持続的発展を可能にするため、

関西全体で取り組む復興施策を示す。  

（例）被災企業への資金供給、被災地での資金循

環、被災地域の産業の高度化を推進する新

産業の創出、被災地の雇用確保、物流の安

定や物流ルート情報の提供等による経営の

安定化、競争力のある農林水産業、農地・

農業用施設、漁港施設等の復旧等  

 

 

 

 

 

＜参考＞  
○  阪神・淡路大震災（阪神・淡路震災復興戦略ビジョン）  
１  策 定 時 期 ： 平 成 ７ 年 ３ 月 30 日 （ 発 災 後 ２ か 月 半 ）  
２  事 業 期 間 ： 10 年 間 （ 平 成 ７ 年 度 ～ 平 成 16 年 度 ）  
３  基 本 理 念 ： ① 災 害 に 強 い ま ち づ く り  
       ② 近 隣 が 助 け 合 い 、 安 心 し て 暮 ら せ る 福 祉 の ま ち づ く り  
       ③ 既 存 産 業 が 新 生 し 、次 世 代 産 業 も た く ま し く 活 動 す る 生 き 生 き し

た ま ち づ く り  
④ 世 界 に 開 か れ た 、 文 化 豊 か な ま ち づ く り  
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４  内   容  
 ( 1 )  戦 略 的 復 興 事 業  
  ①  住 宅 の 建 設 に よ る 生 活 再 建  
  ②  事 業 再 開 と 「 国 際 経 済 文 化 ア ク セ ス ゾ ー ン 」 の 整 備 に よ る 産 業 復 興  
  ③  都 市 イ ン フ ラ ス ト ラ ク チ ャ ー の 復 興  
 ( 2 )  復 興 促 進 事 業  
  ①  新 し い 住 ま い と ま ち 並 み を つ く る － 住 宅 復 興 事 業  
  ②  既 存 産 業 が 新 生 し 、次 世 代 産 業 が た く ま し く 活 動 し て 、生 き 生 き と 働 け る

ま ち を つ く る  
－ 産 業 ・ 雇 用 復 興 事 業  

  ③  近 隣 が 助 け 合 い 、安 心 し て 暮 ら せ る 福 祉 の ま ち を つ く る － 保 健・医 療・福

祉 復 興 事 業  
  ④  世 界 に 開 か れ た 、 文 化 豊 か な ま ち を つ く る － 阪 神 ・ 淡 路 文 化 復 興 事 業  
  ⑤  災 害 に 強 い ま ち を つ く る － 防 災 都 市 基 盤 整 備 事 業  
 
○  東日本大震災（復興への提言～悲惨の中の希望～）  
１  策 定 時 期 ： 平 成 23 年 ６ 月 25 日 （ 発 災 後 ３ か 月 半 ）  
２  基 本 理 念 ： 復 興 構 想 ７ 原 則  

原 則 １：失 わ れ た お び た だ し い「 い の ち 」へ の 追 悼 と 鎮 魂 こ そ 、私 た ち 生 き 残 っ

た 者 に と っ て 復 興 の 起 点 で あ る 。こ の 観 点 か ら 、鎮 魂 の 森 や モ ニ ュ メ ン ト

を 含 め 、大 震 災 の 記 録 を 永 遠 に 残 し 、広 く 学 術 関 係 者 に よ り 科 学 的 に 分 析

し 、 そ の 教 訓 を 次 世 代 に 伝 承 し 、 国 内 外 に 発 信 す る 。  
原 則 ２：被 災 地 の 広 域 性・多 様 性 を 踏 ま え つ つ 、地 域・コ ミ ュ ニ テ ィ 主 体 の 復 興

を 基 本 と す る 。 国 は 、 復 興 の 全 体 方 針 と 制 度 設 計 に よ っ て そ れ を 支 え る 。 
原 則 ３：被 災 し た 東 北 の 再 生 の た め 、潜 在 力 を 活 か し 、技 術 革 新 を 伴 う 復 旧・復

興 を 目 指 す 。こ の 地 に 、来 た る べ き 時 代 を リ ー ド す る 経 済 社 会 の 可 能 性 を

追 求 す る 。  
原 則 ４：地 域 社 会 の 強 い 絆 を 守 り つ つ 、災 害 に 強 い 安 全・安 心 の ま ち 、自 然 エ ネ

ル ギ ー 活 用 型 地 域 の 建 設 を 進 め る 。  
原 則 ５：被 災 地 域 の 復 興 な く し て 日 本 経 済 の 再 生 は な い 。日 本 経 済 の 再 生 な く し

て 被 災 地 域 の 真 の 復 興 は な い 。こ の 認 識 に 立 ち 、大 震 災 か ら の 復 興 と 日 本

再 生 の 同 時 進 行 を 目 指 す 。  
原 則 ６：原 発 事 故 の 早 期 収 束 を 求 め つ つ 、原 発 被 災 地 へ の 支 援 と 復 興 に は よ り 一

層 の き め 細 や か な 配 慮 を つ く す 。  
原 則 ７：今 を 生 き る 私 た ち 全 て が こ の 大 災 害 を 自 ら の こ と と 受 け 止 め 、国 民 全 体

の 連 帯 と 分 か ち 合 い に よ っ て 復 興 を 推 進 す る も の と す る 。  
３  内   容  
 ( 1 )  新 し い 地 域 の か た ち  
 ( 2 )  く ら し と し ご と の 再 生  
 ( 3 )  原 子 力 災 害 か ら の 復 興 に 向 け て  
 ( 4 )  開 か れ た 復 興  

 
 

４  内   容  
 ( 1 )  戦 略 的 復 興 事 業  
  ①  住 宅 の 建 設 に よ る 生 活 再 建  
  ②  事 業 再 開 と 「 国 際 経 済 文 化 ア ク セ ス ゾ ー ン 」 の 整 備 に よ る 産 業 復 興  
  ③  都 市 イ ン フ ラ ス ト ラ ク チ ャ ー の 復 興  
 ( 2 )  復 興 促 進 事 業  
  ①  新 し い 住 ま い と ま ち 並 み を つ く る － 住 宅 復 興 事 業  
  ②  既 存 産 業 が 新 生 し 、次 世 代 産 業 が た く ま し く 活 動 し て 、生 き 生 き と 働 け る

ま ち を つ く る  
－ 産 業 ・ 雇 用 復 興 事 業  

  ③  近 隣 が 助 け 合 い 、安 心 し て 暮 ら せ る 福 祉 の ま ち を つ く る － 保 健・医 療・福

祉 復 興 事 業  
  ④  世 界 に 開 か れ た 、 文 化 豊 か な ま ち を つ く る － 阪 神 ・ 淡 路 文 化 復 興 事 業  
  ⑤  災 害 に 強 い ま ち を つ く る － 防 災 都 市 基 盤 整 備 事 業  
 
○  東日本大震災（復興への提言～悲惨の中の希望～）  
１  策 定 時 期 ： 平 成 23 年 ６ 月 25 日 （ 発 災 後 ３ か 月 半 ）  
２  基 本 理 念 ： 復 興 構 想 ７ 原 則  

原 則 １：失 わ れ た お び た だ し い「 い の ち 」へ の 追 悼 と 鎮 魂 こ そ 、私 た ち 生 き 残 っ

た 者 に と っ て 復 興 の 起 点 で あ る 。こ の 観 点 か ら 、鎮 魂 の 森 や モ ニ ュ メ ン ト

を 含 め 、大 震 災 の 記 録 を 永 遠 に 残 し 、広 く 学 術 関 係 者 に よ り 科 学 的 に 分 析

し 、 そ の 教 訓 を 次 世 代 に 伝 承 し 、 国 内 外 に 発 信 す る 。  
原 則 ２：被 災 地 の 広 域 性・多 様 性 を 踏 ま え つ つ 、地 域・コ ミ ュ ニ テ ィ 主 体 の 復 興

を 基 本 と す る 。 国 は 、 復 興 の 全 体 方 針 と 制 度 設 計 に よ っ て そ れ を 支 え る 。 
原 則 ３：被 災 し た 東 北 の 再 生 の た め 、潜 在 力 を 活 か し 、技 術 革 新 を 伴 う 復 旧・復

興 を 目 指 す 。こ の 地 に 、来 た る べ き 時 代 を リ ー ド す る 経 済 社 会 の 可 能 性 を

追 求 す る 。  
原 則 ４：地 域 社 会 の 強 い 絆 を 守 り つ つ 、災 害 に 強 い 安 全・安 心 の ま ち 、自 然 エ ネ

ル ギ ー 活 用 型 地 域 の 建 設 を 進 め る 。  
原 則 ５：被 災 地 域 の 復 興 な く し て 日 本 経 済 の 再 生 は な い 。日 本 経 済 の 再 生 な く し

て 被 災 地 域 の 真 の 復 興 は な い 。こ の 認 識 に 立 ち 、大 震 災 か ら の 復 興 と 日 本

再 生 の 同 時 進 行 を 目 指 す 。  
原 則 ６：原 発 事 故 の 早 期 収 束 を 求 め つ つ 、原 発 被 災 地 へ の 支 援 と 復 興 に は よ り 一

層 の き め 細 や か な 配 慮 を つ く す 。  
原 則 ７：今 を 生 き る 私 た ち 全 て が こ の 大 災 害 を 自 ら の こ と と 受 け 止 め 、国 民 全 体

の 連 帯 と 分 か ち 合 い に よ っ て 復 興 を 推 進 す る も の と す る 。  
３  内   容  
 ( 1 )  新 し い 地 域 の か た ち  
 ( 2 )  く ら し と し ご と の 再 生  
 ( 3 )  原 子 力 災 害 か ら の 復 興 に 向 け て  
 ( 4 )  開 か れ た 復 興  
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＜参考＞阪神・淡路大震災の緊急復興計画  

○  阪神・淡路大震災復興計画緊急インフラ整備 3 カ年計画  

１  策定時期：平成７年 11 月    
２  計画期間：平成７年度～平成９年度  
３  対象地域：兵庫県内の 10 市 10 町（復興事業の内容は被災市町を越え

た地域も含む）  
４  事業計画  
（１）緊急復興事業  

①  主要交通網の復興  
②  みなと神戸の復興  

（２）緊急防災まちづくり事業  
①  被災市街地の整備  
②  新しい都市核の建設  
③  広域防災帯の整備  
④  広域防災拠点等の整備  
⑤  市街地防災強化街路ネットワーク形成のための街路等の整備  
⑥  ライフラインの整備  

（３）戦略的基盤整備事業  
（４）推進の基本的方向  

 

○  ひょうご住宅復興 3 カ年計画  

１  策定時期：平成７年８月    
２  計画の内容  

①  ひょうご住宅復興３ヵ年計画の基本的な考え方  
②  供給方針  
③  供給計画  

   ア）全体計画  
   イ）公的住宅地域別供給計画  

④  計画実現のための主要な施策  
   ア）災害復興（賃貸）住宅の供給促進  
   イ）民間住宅の再建支援  
   ウ）その他の支援策  

⑤  ひょうご住宅復興３ヵ年計画主要施策一覧表  
 

○  産業復興 3 カ年計画  

１  策定時期：平成７年８月    
２  計画の内容  

①  産業関連基盤の早期復旧及び本格的整備・高度化  
②  被災企業の早期事業再開支援及び既存産業の再建・再構築  

（被害実 態の把 握と 相談指導 ・支援 体制 の確立、 金融面 ・税 制面の支

援、事業の場の確保等、既存産業の高度化・新分野進出支援）  
③  成熟社会に相応しい新産業の導入・育成  
④  高度情報通信基盤の整備と情報通信関連産業の振興  
⑤  産業配置と広域的連携  
⑥  世界都市機能の拡充  
⑦  雇用安定への支援及び産業の復興と高度化に対応した人材育成  

 

＜参考＞阪神・淡路大震災の緊急復興計画  

○  阪神・淡路大震災復興計画緊急インフラ整備 3 カ年計画  

１  策定時期：平成７年 11 月    
２  計画期間：平成７年度～平成９年度  
３  対象地域：兵庫県内の 10 市 10 町（復興事業の内容は被災市町を越え

た地域も含む）  
４  事業計画  
（１）緊急復興事業  

①  主要交通網の復興  
②  みなと神戸の復興  

（２）緊急防災まちづくり事業  
①  被災市街地の整備  
②  新しい都市核の建設  
③  広域防災帯の整備  
④  広域防災拠点等の整備  
⑤  市街地防災強化街路ネットワーク形成のための街路等の整備  
⑥  ライフラインの整備  

（３）戦略的基盤整備事業  
（４）推進の基本的方向  

 

○  ひょうご住宅復興 3 カ年計画  

１  策定時期：平成７年８月    
２  計画の内容  

①  ひょうご住宅復興３ヵ年計画の基本的な考え方  
②  供給方針  
③  供給計画  

   ア）全体計画  
   イ）公的住宅地域別供給計画  

④  計画実現のための主要な施策  
   ア）災害復興（賃貸）住宅の供給促進  
   イ）民間住宅の再建支援  
   ウ）その他の支援策  

⑤  ひょうご住宅復興３ヵ年計画主要施策一覧表  
 

○  産業復興 3 カ年計画  

１  策定時期：平成７年８月    
２  計画の内容  

①  産業関連基盤の早期復旧及び本格的整備・高度化  
②  被災企業の早期事業再開支援及び既存産業の再建・再構築  

（被害実 態の把 握と 相談指導 ・支援 体制 の確立、 金融面 ・税 制面の支

援、事業の場の確保等、既存産業の高度化・新分野進出支援）  
③  成熟社会に相応しい新産業の導入・育成  
④  高度情報通信基盤の整備と情報通信関連産業の振興  
⑤  産業配置と広域的連携  
⑥  世界都市機能の拡充  
⑦  雇用安定への支援及び産業の復興と高度化に対応した人材育成  
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3-2  被災自治体の復興業務への支援 

   被災自治体では、総合的な復興計画や分野ごとの緊急復興計画の策定を

はじめとする復興業務が発生する。広域連合は、必要に応じ、広域防災局

が他の分野局との連携のもと、職員派遣や専門家の紹介等を通じ、業務の

支援を行うとともに、ノウハウの提供や政府等への提言を行う。 

  大規模な災害からの復興は、あらゆる分野において必要になる。そのう

ち、主要な分野の復興に向けての視点・課題・シナリオについて、以下に

例示的に示すとともに、阪神･淡路大震災における取組内容等を参考とし

て掲載する。 

 

(1) 国等への提言等 

広域連合は、東日本大震災に際して行った以下の提言を参考に、復

旧・復興を促進するための施策や財政上の措置等国や被災地に対する

提言のとりまとめ及び発信を行う。 

加えて、鉄道、高速道路、電気、ガス等のライフライン事業者に対

し、被災した施設の早期復旧を働きかける。 
   
（東日本大震災における広域連合による提言） 

・  3/29  東日本大震災に関する緊急提案（第１次） 

・  4/4  農畜産物等食の安全確保等について 

・  4/19  復興を支えるための観光推進に関する緊急要望 

・  4/28  東日本大震災に関する緊急提案（第２次） 

・  4/28  首都機能バックアップ構造の構築に関する提言 

・  7/5、 11/21  平成 24 年度国の予算編成等に対する提案 
 
(2) 主要分野の復興に向けた視点と課題 

分野  視点  想定すべき課題例  
イ ン フ

ラ ・ ま ち

づくり  

・災害に強いインフ

ラの創出  
 
・住民参加のもと災

害 に 強 く 安 心 し て

暮 ら せ る ま ち づ く

り  

・  主要交通施設（ 道路 、鉄道、港湾等 ）の 整

備  
・  ライフラインの 早期 復旧と耐震強化 等に よ

る整備  
・  防災基盤の整備  
・  市街地の復興  
・  府県民、企業、 市町 村、国等との協 働と 連

帯によるまちづくり  
・  減災のまちづくり  
・  持続的発展が可 能な まちのにぎわい づく り

の専門家、コンサルタントの参画  
 
 

 

3-2  被災自治体の復興業務への支援 

   被災自治体では、総合的な復興計画や分野ごとの緊急復興計画の策定を

はじめとする復興業務が発生する。広域連合は、必要に応じ、広域防災局

が他の分野局との連携のもと、職員派遣や専門家の紹介等を通じ、業務の

支援を行うとともに、ノウハウの提供や政府等への提言を行う。 

  大規模な災害からの復興は、あらゆる分野において必要になる。そのう

ち、主要な分野の復興に向けての視点・課題・シナリオについて、以下に

例示的に示すとともに、阪神･淡路大震災における取組内容等を参考とし

て掲載する。 

 

(1) 国等への提言等 

広域連合は、東日本大震災に際して行った以下の提言を参考に、復

旧・復興を促進するための施策や財政上の措置等国や被災地に対する提

言のとりまとめ及び発信を行う。 

加えて、鉄道、高速道路、電気、ガス等のライフライン事業者に対し、

被災した施設の早期復旧を働きかける。 
   
（東日本大震災における広域連合による提言（～平成 23 年度）） 

・  3/29  東日本大震災に関する緊急提案（第１次） 

・  4/4  農畜産物等食の安全確保等について 

・  4/19  復興を支えるための観光推進に関する緊急要望 

・  4/28  東日本大震災に関する緊急提案（第２次） 

・  4/28  首都機能バックアップ構造の構築に関する提言 

・  7/5、 11/21  平成 24 年度国の予算編成等に対する提案 
 
(2) 主要分野の復興に向けた視点と課題 

分野  視点  想定すべき課題例  
イ ン フ

ラ ・ ま ち

づくり  

・災害に強いインフ

ラの創出  
 
・住民参加のもと災

害 に 強 く 安 心 し て

暮 ら せ る ま ち づ く

り  

・  主要交通施設（道路、鉄道、港湾等）の整

備  
・  ライフラインの早期復旧と耐震強化等によ

る整備  
・  防災基盤の整備  
・  市街地の復興  
・  府県民、企業、市町村、国等との協働と連

帯によるまちづくり  
・  減災のまちづくり  
・  持続的発展が可能なまちのにぎわいづくり

の専門家、コンサルタントの参画  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

80 
 

関西防災・減災プラン 現行 見直し案 見直しの考え方 

分野  視点  想定すべき課題例  

住 宅 ・ 生

活復興  
・被災した住宅を早

期 に 回 復 し 災 害

に 強 い 恒 久 的 な

住宅供給を図る  
・被災者のくらしを

一 日 も 早 く 震 災

前の状態に戻し、

その安定を図る  

・  早期の恒久的住宅建設  
・  入居者の生活環境に配慮した公的賃貸住宅

の提供  
・  民間住宅の再建支援  
・  被災地の面的整備に伴う住宅建設  
・  個人の責任や共助による生活復興  
・  行政による公的 融資 や助成、情報提 供・ 指

導・相談（自立のための環境整備）  
・  自力復興が困難 な被 災者への直接支 援（ 医

療・福祉の提供）  
産 業 ・ 農

林水産業  
・被災地の未来を見

据 え た 競 争 力 の あ

る産業の復興  
・被災した農林水産

業 従 事 者 の 速 や か

な 生 活 再 建 と 府 県

民 へ の 生 鮮 食 品 の

安定供給促進  
 
 
 

・  きめ細かい中小 企業 ・地場産業への 支援 に

よる復興  
・  まちづくりと地 域住 民が一体となっ た地 域

産業（商店街・小売市場）の復興  
・  観光復興  
・  被災企業への資 金供 給、被災地での 資金 循

環  
・  規制緩和や税の 優遇 措置等を求める エン タ

ープライズ・ゾーン構想  
・  被災地域の産業 の高 度化を推進する 新産 業

の創出  
・  被災地の雇用確保  
・  新たな支援制度による生産力の回復  
・  物流の安定や物 流ル ート情報の提供 等に よ

る経営の安定化  
 

(3) 主要分野の復興シナリオ 

① インフラ・まちづくり 

区  分  
緊急・応急対応期  

発災直後～避難所期  
（約６ヵ月）  

復旧期  
仮設住宅期  

（６ヵ月後～２年後） 

復興前期  
恒久住宅移行期  

（２年後～５年後） 

イ
ン
フ
ラ
の
復
旧
状
況 

電  
気  

復旧完了  

ガ  
ス  

復旧完了   

水  
道  

復旧完了  

下水
道  

復旧完了  

電  
話  

   復旧完了  

道  
路  

 
高速道路全線復旧  

鉄  
道  

 
           全鉄道復旧完了  

分野  視点  想定すべき課題例  

住 宅 ・ 生

活復興  
・被災した住宅を早

期 に 回 復 し 災 害

に 強 い 恒 久 的 な

住宅供給を図る  
・被災者のくらしを

一 日 も 早 く 震 災

前の状態に戻し、

その安定を図る  

・  早期の恒久的住宅建設  
・  入居者の生活環境に配慮した公的賃貸住宅

の提供  
・  民間住宅の再建支援  
・  被災地の面的整備に伴う住宅建設  
・  個人の責任や共助による生活復興  
・  行政による公的融資や助成、情報提供・指

導・相談（自立のための環境整備）  
・  自力復興が困難な被災者への直接支援（医

療・福祉の提供）  
産 業 ・ 農

林水産業  
・被災地の未来を見

据 え た 競 争 力 の あ

る産業の復興  
・被災した農林水産

業 従 事 者 の 速 や か

な 生 活 再 建 と 府 県

民 へ の 生 鮮 食 品 の

安定供給促進  
 
 
 

・  きめ細かい中小企業・地場産業への支援に

よる復興  
・  まちづくりと地域住民が一体となった地域

産業（商店街・小売市場）の復興  
・  観光復興  
・  被災企業への資金供給、被災地での資金循

環  
・  規制緩和や税の優遇措置等を求めるエンタ

ープライズ・ゾーン構想  
・  被災地域の産業の高度化を推進する新産業

の創出  
・  被災地の雇用確保  
・  新たな支援制度による生産力の回復  
・  物流の安定や物流ルート情報の提供等によ

る経営の安定化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 主要分野の復興シナリオ 

① インフラ・まちづくり 

区  分  
緊急・応急対応期  

発災直後～避難所期  
（約６ヵ月）  

復旧期  
仮設住宅期  

（６ヵ月後～２年後） 

復興前期  
恒久住宅移行期  

（２年後～５年後） 

イ
ン
フ
ラ
の
復
旧
状
況 

電  
気  

復旧完了  

ガ  
ス  

復旧完了   

水  
道  

復旧完了  

下水
道  

復旧完了  

電  
話  

   復旧完了  

道  
路  

 
高速道路全線復旧  

鉄  
道  

 
           全鉄道復旧完了  
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関西防災・減災プラン 現行 見直し案 見直しの考え方 

まちづく
り  

 
建築制限（発生から最大２ヶ月）  
 

都市計画決定（被災市街地復興推進地域）  
 

都市計画決定（土地区画整理事業等） 
 

土 地 区 画 整 理 事 業 ・ 市 街 地 再
開発事業の施行  

求 め ら れ

る  

取り組み  

・まちづくり復興計画の策定（府県）  

・インフラ整備計画の策定（府県）  

・上記計画策定支援（広域連合）  

 

② 住宅・生活 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづく
り  

 
建築制限（発生から最大２ヶ月）  
 

都市計画決定（被災市街地復興推進地域）  
 

都市計画決定（土地区画整理事業等） 
 

土 地 区 画 整 理 事 業 ・ 市 街 地 再
開発事業の施行  

求 め ら れ

る取組  

・まちづくり復興計画の策定（被災自治体）  

・インフラ整備計画の策定（被災自治体）  

・上記計画策定支援（広域連合）  

 

② 住宅・生活 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
修 正 意 見 を

反映  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

緊急・応急対応期
発災直後～避難所期

（約６ヵ月）

復旧期
仮設住宅期

（6ヵ月後～２年後）

復興前期
恒久住宅移行期
（２年後～５年後）

・被災者避難所に避難
　　　・応急仮設住宅建設
　　　　　　　　　・応急仮設住宅募集開始

・応急仮設住宅へ移行
　　・被災住宅の災害廃棄物処理完了
　　　　　　　　　　　　・恒久住宅再建

・恒久住宅へ移行
　　・義援金（第一次）受領
　　　　　　・義援金（第二次）受領
　　　　　　　・災害弔慰金・災害見舞金の受領
　　　　　　　　・災害援護資金等の各種貸付金の活用
　　　　　　　　　・生活再建支援金の受領

　
・高齢者等の生きがい発掘

避難所運営支援（府県、広域連合）
　　応急仮設住宅の早期建設のための支援（府県、広域連合）
　　　　生活資金給付の早期処理のための市町村行政支援（府県、広域連合）
　　　　　　被災者ニーズに応じた資金供給策の実施（府県）
　　　　　　　　被災地雇用確保の実施（府県、広域連合）
○住宅復興計画の策定（府県）
○同計画策定支援（広域連合）

求められる取り組み

区分

住まい

くらし

生活資金
確保

被
災
者
の
状
況

　　　　　　　・再就職先探し

緊急・応急対応期
発災直後～避難所期

（約６ヵ月）

復旧期
仮設住宅期

（6ヵ月後～２年後）

復興前期
恒久住宅移行期
（２年後～５年後）

・被災者避難所に避難
　　　・応急仮設住宅建設
　　　　　　　　　・応急仮設住宅募集開始

・応急仮設住宅へ移行
　　・被災住宅の災害廃棄物処理完了
　　　　　　　　　　　　・恒久住宅再建

・恒久住宅へ移行
　　・義援金（第一次）受領
　　　　　　・義援金（第二次）受領
　　　　　　　・災害弔慰金・災害見舞金の受領
　　　　　　　　・災害援護資金等の各種貸付金の活用
　　　　　　　　　・生活再建支援金の受領

　
・高齢者等の生きがい発掘

避難所運営支援（府県、広域連合）
　　応急仮設住宅の早期建設のための支援（府県、広域連合）
　　　　生活資金給付の早期処理のための市町村行政支援（府県、広域連合）
　　　　　　被災者ニーズに応じた資金供給策の実施（府県）
　　　　　　　　被災地雇用確保の実施（府県、広域連合）
○住宅復興計画の策定（府県）
○同計画策定支援（広域連合）

求められる取り組み

区分

住まい

くらし

生活資金
確保

被
災
者
の
状
況

　　　　　　　・再就職先探し
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関西防災・減災プラン 現行 見直し案 見直しの考え方 

③   産業・農林水産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

③   産業・農林水産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○元の工場で操業ができない

避難所 本格的な工場等の再建

・賃貸工場での操業 ・工場の再建

・空き工場での操業開始 ・本設工場への入居 地域産業の復興

・自力仮設工場の建設 ・本格操業の再開

・公的仮設工場への入居

○修理すれば操業できる

工場等の応急修理 工場等の本格修理

○元の店舗で操業ができない

避難所 応急的な店舗等の確保 本格的な店舗等の再建

（仮設であっても街としての形成が重要） ・店舗、共同施設の再建

・露店、屋台等での営業再開 ・本設店舗への入居 商店街の復興

・空き店舗等での営業再開 ・本格営業の再開

・自力仮設店舗の建設

・公的仮設店舗への入居

○修理すれば営業できる

店舗の応急修理 店舗等の本格修理

○元の農地等で再建できない

避難所 代替農地等の確保・貸付

・共同施設・園芸農業施設、

　生産物加工共同施設等の代替 農林水産業の復興

　施設整備と貸付等

○農地・農業用施設等を復旧できる

農地等の応急復旧 農地等の本格復興

○緊急産業復興計画の策定（府県）

○緊急農業復興計画の策定（府県）

○上記計画策定支援（広域連合）

商

店

街

復興期
本格復興期

（２年後～）

応急的な工場等の確保

求めら
れる取
組

緊急・応急対応期
発災直後～避難所期

（約6ヵ月）

復旧期
仮設住宅期

（６ヵ月後～２年後）

避難生活の段階から営業再
開・商店街再建に向けた取
組を開始

農
林
水
産
業

避難生活の段階から生産再
開に向けた取組を開始

工

場

避難生活の段階から操業の
再開・再建に向けた取組を
開始

○元の工場で操業ができない

避難所 本格的な工場等の再建

・賃貸工場での操業 ・工場の再建

・空き工場での操業開始 ・本設工場への入居 地域産業の復興

・自力仮設工場の建設 ・本格操業の再開

・公的仮設工場への入居

○修理すれば操業できる

工場等の応急修理 工場等の本格修理

○元の店舗で操業ができない

避難所 応急的な店舗等の確保 本格的な店舗等の再建

（仮設であっても街としての形成が重要） ・店舗、共同施設の再建

・露店、屋台等での営業再開 ・本設店舗への入居 商店街の復興

・空き店舗等での営業再開 ・本格営業の再開

・自力仮設店舗の建設

・公的仮設店舗への入居

○修理すれば営業できる

店舗の応急修理 店舗等の本格修理

○元の農地等で再建できない

避難所 代替農地等の確保・貸付

・共同施設・園芸農業施設、

　生産物加工共同施設等の代替 農林水産業の復興

　施設整備と貸付等

○農地・農業用施設等を復旧できる

農地等の応急復旧 農地等の本格復興

○緊急産業復興計画の策定（府県）

○緊急農業復興計画の策定（府県）

○上記計画策定支援（広域連合）

商

店

街

復興期
本格復興期
（２年後～）

応急的な工場等の確保

求めら
れる取
組

緊急・応急対応期
発災直後～避難所期

（約6ヵ月）

復旧期
仮設住宅期

（６ヵ月後～２年後）

避難生活の段階から営業再
開・商店街再建に向けた取
組を開始

農
林
水
産
業

避難生活の段階から生産再
開に向けた取組を開始

工

場

避難生活の段階から操業の
再開・再建に向けた取組を
開始
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関西防災・減災プラン 現行 見直し案 見直しの考え方 

④ 地域コミュニティ再生・構築 

 

 
 

 

 

④ 地域コミュニティ再生・構築 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対　応　期

  緊急・応急対応期 　○避難所生活

　　発災直後～避難所期 　　　　安否確認 自治会

　　（約６ヵ月） 　　　　炊き出し 婦人会

　　　　課題把握　等 老人クラブ　

ボランティア　等

  復旧期
　　仮設住宅期

　○仮設コミュニティ
　　　　住み慣れた地域からの移転
　

　　（６ヵ月後～２年後） 　　　　　　引きこもり

　　　　孤独死　等

内　　　容

　　地縁的な組織の活躍

の発生懸念

○拠点（場）整備支援
　　ふれあいセンター
　　コミュニティプラザ
　　地域活動ステーション

○支援者・キーパーソンによる支援
　ＬＳＡ（生活援助員）
　ＳＣＳ（高齢世帯生活援助員）
　自治会等地域団体の長
　ＮＰＯ・ボランティアのリーダー
　大学の研究者
　まちづくりプランナーなど専門家 等

自治会・まちづくり協議会の立
ち上げ、多様な協働の展開

教訓の
活　用

一般施策
の 展 開

地域コミュニティの再生支援 地域協働・地域コミュニティでの取組

・まちづくり防犯グループ活動
・障害者への声かけ運動
・子育て家庭応援運動
・その他、防災、高齢者支援、環境・緑化、
　里山づくり等の取組　など

支援

・地域づくり活動応援事業
・人材育成支援、情報提供・相談 など

対　応　期

  緊急・応急対応期 　○避難所生活

　　発災直後～避難所期 　　　　安否確認 自治会

　　（約６ヵ月） 　　　　炊き出し 婦人会

　　　　課題把握　等 老人クラブ　

ボランティア　等

  復旧期
　　仮設住宅期

　○仮設コミュニティ
　　　　住み慣れた地域からの移転
　

　　（６ヵ月後～２年後） 　　　　　　引きこもり

　　　　孤独死　等

内　　　容

　　地縁的な組織の活躍

の発生懸念

○拠点（場）整備支援
　　ふれあいセンター
　　コミュニティプラザ
　　地域活動ステーション

○支援者・キーパーソンによる支援
　ＬＳＡ（生活援助員）
　ＳＣＳ（高齢世帯生活援助員）
　自治会等地域団体の長
　ＮＰＯ・ボランティアのリーダー
　大学の研究者
　まちづくりプランナーなど専門家 等

自治会・まちづくり協議会の立
ち上げ、多様な協働の展開

教訓の
活　用

一般施策
の 展 開

地域コミュニティの再生支援 地域協働・地域コミュニティでの取組

・まちづくり防犯グループ活動
・障害者への声かけ運動
・子育て家庭応援運動
・その他、防災、高齢者支援、環境・緑化、
　里山づくり等の取組　など

支援

・地域づくり活動応援事業
・人材育成支援、情報提供・相談 など
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関西防災・減災プラン 現行 見直し案 見直しの考え方 

復旧・復興期オペレーションマップ（１） 

 

このオペレーションマップは、大規模広域災害発生時に被災市町村、被災

府県、広域連合・応援府県、他都道県及び国・国出先機関が、相互に連携し

ながら対応すべきことを災害対応項目ごとに示したものである。  

 

 

 

 

復旧・復興期オペレーションマップ（１） 

 

このオペレーションマップは、大規模広域災害発生時に被災市町村、被災

府県、広域連合・応援府県、他都道県及び国・国出先機関が、相互に連携し

ながら対応すべきことを災害対応項目ごとに示したものである。  
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関西防災・減災プラン 現行 見直し案 見直しの考え方 
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関西防災・減災プラン 現行 見直し案 見直しの考え方 

復旧・復興期オペレーションマップ（２） 

 

 

 

復旧・復興期オペレーションマップ（２） 
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関西防災・減災プラン 現行 見直し案 見直しの考え方 

 

 

 

（参考）阪神・淡路大震災からの復興における取り組み 

① 阪神・淡路大震災における兵庫県の生活再建のための経済的支援 

支援項目  支援内容等  

給付金  

・災害弔慰金（災害弔慰金法）  
・災害障害見舞金（災害弔慰金法）  
・被災者自立支援金（基金）  
・府県、市町村独自の見舞金等  

貸付  

・災害援護資金貸付（災害弔慰金法）  
・生活福祉資金貸付（厚生省通知等）  
・母子・寡婦福祉資金貸付（母子及び寡婦福祉法）  
・府県、市町村独自の貸付制度  

 

 

 

（参考）阪神・淡路大震災からの復興における取組 

①   阪神・淡路大震災における兵庫県の生活再建のための経済的支援 

支援項目  支援内容等  

給付金  

・災害弔慰金（災害弔慰金法）  
・災害障害見舞金（災害弔慰金法）  
・被災者自立支援金（基金）  
・府県、市町村独自の見舞金等  

貸付  

・災害援護資金貸付（災害弔慰金法）  
・生活福祉資金貸付（厚生省通知等）  
・母子・寡婦福祉資金貸付（母子及び寡婦福祉法）  
・府県、市町村独自の貸付制度  
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関西防災・減災プラン 現行 見直し案 見直しの考え方 

各 種 減

免・猶予等  

・国税の軽減・減免（所得税、相続税、贈与税、酒税、自
動車重量税、法人税）（所得税法、災害減免法）  

・国税の申告、納付等の期限延長・納付猶予（国税通則法、
災害減免法）  

・地方税の軽減・免除（地方税法）  
・地方税の申告、納付等の期限延長・納付猶予（地方税法） 
・国民健康保険、介護保険等の納付等の期限延長・徴収猶

予（国民健康保険法、介護保険法）  
・各種免許証の有効期限延長等（特定非常災害特例措置法） 
・公共料金の減免等  
  ※  ライフライン事業者等による各種料金の減免に必要

な情報提供について配慮する。  

義援金  

・義援金の支給  
  ・義援金の受付  
  ・義援金配分委員会の設置  
  ・義援金の配分の決定  
  ・義援金の交付受付  

 

②  阪神・淡路大震災における兵庫県の雇用の維持・確保対策 
支援項目  支援内容等  

雇用維持  

・事業者等への雇用維持の要請及び支援策の周知  
・雇用調整助成金制度等の活用  
・生涯能力開発給付金制度の活用  
・中小企業事業転換等能力開発給付金制度の活用  
・労働保険料未納事業主の徴収延期措置  

離 職 者 支
援  

・被災地しごと開発事業（基金）  
・就職斡旋の推進（合同就職説明会の開催等）  
・被災者雇用奨励金の支給（基金）  
・震災失業者雇用奨励金の支給（基金）  
・特定求職者雇用開発助成金制度の特例措置の活用  
・雇用・労働相談窓口の開設  
・被災地求職者に対する特別訓練  
・いきいき就労特別訓練（基金）  
・被災地求職者企業委託特別訓練（基金）  
・雇用保険求職者給付（雇用保険法）  
・雇用保険求職者給付の特例措置（事業者の休・廃止によ

り賃金を受けとることができない場合の失業扱い）  
・労災補償・公務災害補償（労働者災害補償保険法、地方

公務員災害補償法）  
・緊急地域雇用創出特別交付金の活用  
・未払賃金立替制度の活用  
・生活福祉資金離職者支援資金貸付  

  ※ 表中の基金とは、「阪神・淡路大震災復興基金」をいう。 

 

③ 阪神・淡路大震災における兵庫県の住まいの確保対策 

支援項目  支援内容等  

被 災 住 宅

の 応 急 修

理  

・災害救助法による民間住宅の応急修理支援の実施  

・被災者が自力で実施する応急修理支援  

・悪徳業者への注意喚起、価格監視  

各 種 減

免・猶予等  

・国税の軽減・減免（所得税、相続税、贈与税、酒税、自
動車重量税、法人税）（所得税法、災害減免法）  

・国税の申告、納付等の期限延長・納付猶予（国税通則法、
災害減免法）  

・地方税の軽減・免除（地方税法）  
・地方税の申告、納付等の期限延長・納付猶予（地方税法） 
・国民健康保険、介護保険等の納付等の期限延長・徴収猶

予（国民健康保険法、介護保険法）  
・各種免許証の有効期限延長等（特定非常災害特例措置法） 
・公共料金の減免等  
  ※  ライフライン事業者等による各種料金の減免に必要

な情報提供について配慮する。  

義援金  

・義援金の支給  
  ・義援金の受付  
  ・義援金配分委員会の設置  
  ・義援金の配分の決定  
  ・義援金の交付受付  

 

②   阪神・淡路大震災における兵庫県の雇用の維持・確保対策 
支援項目  支援内容等  

雇用維持  

・事業者等への雇用維持の要請及び支援策の周知  
・雇用調整助成金制度等の活用  
・生涯能力開発給付金制度の活用  
・中小企業事業転換等能力開発給付金制度の活用  
・労働保険料未納事業主の徴収延期措置  

離 職 者 支
援  

・被災地しごと開発事業（基金）  
・就職斡旋の推進（合同就職説明会の開催等）  
・被災者雇用奨励金の支給（基金）  
・震災失業者雇用奨励金の支給（基金）  
・特定求職者雇用開発助成金制度の特例措置の活用  
・雇用・労働相談窓口の開設  
・被災地求職者に対する特別訓練  
・いきいき就労特別訓練（基金）  
・被災地求職者企業委託特別訓練（基金）  
・雇用保険求職者給付（雇用保険法）  
・雇用保険求職者給付の特例措置（事業者の休・廃止によ

り賃金を受けとることができない場合の失業扱い）  
・労災補償・公務災害補償（労働者災害補償保険法、地方

公務員災害補償法）  
・緊急地域雇用創出特別交付金の活用  
・未払賃金立替制度の活用  
・生活福祉資金離職者支援資金貸付  

  ※ 表中の基金とは、「阪神・淡路大震災復興基金」をいう。 

 

③ 阪神・淡路大震災における兵庫県の住まいの確保対策 

支援項目  支援内容等  

被 災 住 宅

の 応 急 修

理  

・災害救助法による民間住宅の応急修理支援の実施  

・被災者が自力で実施する応急修理支援  

・悪徳業者への注意喚起、価格監視  
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関西防災・減災プラン 現行 見直し案 見直しの考え方 

持 ち 家 の

建 替 ・ 購

入・修繕支

援  

 

 

・建替・購入支援  

・住宅金融支援機構融資  

・被災者住宅購入支援事業補助（基金）  

・被災者住宅再建支援事業補助（基金）  

・府県・市町村単独融資制度  

・県・市町単独住宅融資利子補給（基金）  

・隣地買増し宅地規模拡大支援利子補給（基金）  

・定期借地権方式による住宅再建支援事業補助（基金） 

・高齢者住宅再建支援事業補助（基金）  

・高齢者特別融資（不動産活用型）利子補給（基金）  

・補修支援  

・住宅金融支援機構融資  

・大規模住宅補修利子補給（基金）  

・被災マンション向け支援  

・被災マンション建替支援利子補給（基金）  

・被災マンション共用部分補修支援利子補給（基金）  

・民間住宅共同化支援利子補給（基金）  

・小規模共同建替等事業補助（基金）  

・宅地防災工事支援  

・宅地防災工事融資利子補給（基金）  

・被災宅地二次災害防止対策事業（基金）  

 

・二重ローン対策  

・住宅債務償還特別対策（基金）  

  

民 間 賃 貸 住

宅 等 入 居 支

援  

・民間賃貸住宅家賃負担軽減事業（基金）  

一 時 提 供

住 宅 の 供

給  

・公営住宅等への一時入居  

・民間賃貸住宅の借上  

応 急 仮 設

住 宅 の 建

設  

・建設可能用地の確保  

・応急仮設住宅等の建設  

・維持管理体制の構築・住環境の改善  

・巡回相談、見守り活動等の実施  

 

仮 設 住 宅

か ら の 移

転  

（ 災 害 公 営

住 宅 へ の 円

滑 な 移 行 促

進 等 ）  

・住み替え情報の提供及び相談対応  

・住み替え支援策の実施  

・災害公営住宅入居予定者事前交流事業（基金）  

・公営住宅入居待機者への家賃・移転費の補助（基金）  

・持ち家再建待機者への家賃・移転費の補助（基金）  

※ 表中の基金とは、「阪神・淡路大震災復興基金」をいう。  

 

 

 

 

 

持 ち 家 の

建 替 ・ 購

入・修繕支

援  

 

 

・建替・購入支援  

・住宅金融支援機構融資  

・被災者住宅購入支援事業補助（基金）  

・被災者住宅再建支援事業補助（基金）  

・府県・市町村単独融資制度  

・県・市町単独住宅融資利子補給（基金）  

・隣地買増し宅地規模拡大支援利子補給（基金）  

・定期借地権方式による住宅再建支援事業補助（基金） 

・高齢者住宅再建支援事業補助（基金）  

・高齢者特別融資（不動産活用型）利子補給（基金）  

・補修支援  

・住宅金融支援機構融資  

・大規模住宅補修利子補給（基金）  

・被災マンション向け支援  

・被災マンション建替支援利子補給（基金）  

・被災マンション共用部分補修支援利子補給（基金）  

・民間住宅共同化支援利子補給（基金）  

・小規模共同建替等事業補助（基金）  

・宅地防災工事支援  

・宅地防災工事融資利子補給（基金）  

・被災宅地二次災害防止対策事業（基金）  

 

・二重ローン対策  

・住宅債務償還特別対策（基金）  

  

民 間 賃 貸 住

宅 等 入 居 支

援  

・民間賃貸住宅家賃負担軽減事業（基金）  

一 時 提 供

住 宅 の 供

給  

・公営住宅等への一時入居  

・民間賃貸住宅の借上  

応 急 仮 設

住 宅 の 建

設  

・建設可能用地の確保  

・応急仮設住宅等の建設  

・維持管理体制の構築・住環境の改善  

・巡回相談、見守り活動等の実施  

 

仮 設 住 宅

か ら の 移

転  

（ 災 害 公 営

住 宅 へ の 円

滑 な 移 行 促

進 等 ）  

・住み替え情報の提供及び相談対応  

・住み替え支援策の実施  

・災害公営住宅入居予定者事前交流事業（基金）  

・公営住宅入居待機者への家賃・移転費の補助（基金）  

・持ち家再建待機者への家賃・移転費の補助（基金）  

※ 表中の基金とは、「阪神・淡路大震災復興基金」をいう。  
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関西防災・減災プラン 現行 見直し案 見直しの考え方 

④  阪神・淡路大震災における兵庫県の保健・医療・福祉サービスの提供 

支援項目  支援内容等  

医療・保健

対策  

・地域医療体制の確立  

 ・仮設診療所・巡回移動診療所の設置  

 ・医療施設の早期再建  

・保健対策  

 ・健康診断・健康相談の実施  

 ・応急仮設住宅等への巡回健康相談の実施  

 ・アルコールリハビリテーション事業（基金）  

 ・仮設住宅、復興公営住宅への健康アドバイザーの派遣

（基金）  

 ・仮設住宅入居者の健康づくり支援事業（基金）  

福祉対策  

・社会福祉施設の機能回復・再建  

・在宅福祉サービス（要援護者の把握、支援体制の整備、

施設等への一時入所）  

・見守り活動の 推進（ LSA（生活援助員）・ SCS（高齢世帯

生活援助員）による安否確認、交流事業の実施、保健師

と連携した家庭訪問、健康教室の実施等）  

・生活保護（仮設住宅等へのケースワーカーの巡回訪問、

生活保護制度の周知）  

高 齢 者 等

の 見 守 り

活 動 の 実

施  

・高齢世帯生活援助員の設置等（基金）  

 ・高齢世帯生活援助員の設置  

 ・地域見守りネットワーク会議の開催  

 ・夜間・休日見守り安心システムの設置  

・ラジオによる被災高齢者等への語りかけ  

 ・高齢者自立支援ひろばの設置  

こ こ ろ の

ケア対策  

・こころのケアに関する相談窓口の設置  

・巡回相談の実施  

・こころのケアセンターの設置・運営（基金）  

 ※ 表中の基金とは、「阪神・淡路大震災復興基金」をいう。  

 

 

⑤  阪神・淡路大震災における兵庫県の被災児童・生徒への対策 

支援項目  支援内容等  

学校の早期再開  
・教育施設の復旧  

・仮設校舎の建設  

相談体制の整備  ・電話教育相談の開設  

修学支援  

・授業料等の軽減  

・学用品の支給  

・奨学金等の支給  

被災児童・生徒の

こ こ ろ の ケ ア 支

援  

・被災児童・生徒のこころのケア  

・教職員等へのこころのケア研修の実施  

④  阪神・淡路大震災における兵庫県の保健・医療・福祉サービスの提供 

支援項目  支援内容等  

医療・保健

対策  

・地域医療体制の確立  

 ・仮設診療所・巡回移動診療所の設置  

 ・医療施設の早期再建  

・保健対策  

 ・避難所・全戸家庭訪問等による健康調査・健康相談の

実施  

 ・応急仮設住宅等への巡回健康相談の実施  

 ・アルコールリハビリテーション事業（基金）  

 ・仮設住宅、復興公営住宅への健康アドバイザーの派遣

（基金）  

 ・仮設住宅入居者の健康づくり支援事業（基金）  

福祉対策  

・社会福祉施設の機能回復・再建  

・在宅福祉サービス（要援護者の把握、支援体制の整備、

施設等への一時入所）  

・見守り活動の推進（ LSA（生活援助員）・ SCS（高齢世帯

生活援助員）による安否確認、交流事業の実施、保健師

と連携した家庭訪問、健康教室の実施等）  

・生活保護（仮設住宅等へのケースワーカーの巡回訪問、

生活保護制度の周知）  

高 齢 者 等

の 見 守 り

活 動 の 実

施  

・高齢世帯生活援助員の設置等（基金）  

 ・高齢世帯生活援助員の設置  

 ・地域見守りネットワーク会議の開催  

 ・夜間・休日見守り安心システムの設置  

・ラジオによる被災高齢者等への語りかけ  

 ・高齢者自立支援ひろばの設置  

こ こ ろ の

ケア対策  

・こころのケアに関する相談窓口の設置  

・巡回相談の実施  

・こころのケアセンターの設置・運営（基金）  

 ※ 表中の基金とは、「阪神・淡路大震災復興基金」をいう。  

 

⑤   阪神・淡路大震災における兵庫県の被災児童・生徒への対策 

支援項目  支援内容等  

学校の早期再開  
・教育施設の復旧  

・仮設校舎の建設  

相談体制の整備  ・電話教育相談の開設  

修学支援  

・授業料等の軽減  

・学用品の支給  

・奨学金等の支給  

被災児童・生徒の

こ こ ろ の ケ ア 支

援  

・被災児童・生徒のこころのケア  

・教職員等へのこころのケア研修の実施  

 
 
 
 
 
 
 
修 正 意 見 反

映  
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⑥  阪神・淡路大震災における兵庫県の地域づくり活動支援 

支援項目  支援内容等  

仮 設 住 宅 等 に お

け る コ ミ ュ ニ テ

ィ支援  

・集会所の整備  

・住宅共同施設維持管理費補助（基金）  

・仮設住宅スポーツ遊具の設置（基金）  

・自治会の結成支援  

・見守り活動等の実施  

・交流イベントの実施  

地 域 コ ミ ュ ニ テ

ィの維持・活性化  

・地域づくり活動に対する助成（基金）  

・地域づくり活動サポーターの設置（基金）  

・高齢者向け講座の開設（基金）  

・被災者参加のフリーマーケット開催（基金）  

・高齢者語り部・昔のあそび伝承事業（基金）  

・地域集会所の再建（基金）  

地 域 の 復 興 を 住

民自ら考え、提案

で き る し く み の

導入  

・まちづくりアドバイザーの派遣（基金）  

・まちづくりコンサルタントの派遣（基金）  

・まちづくり協議会等への活動費助成（基金）  

・まちのにぎわいづくりのための一括助成（基金） 

行 政 と 被 災 者 を

つ な ぐ し く み づ

くり  

・被災者と行政をつなぐ第三者機関の設置  

 （被災者復興支援会議の設立等）  

ボ ラ ン テ ィ ア 活

動の促進  

・ボランティアセンターの設置  

・災害復興ボランティア活動補助（基金）  

多 様 な 主 体 の ﾊﾟｰ

ﾄﾅｰ ｼ ｯ ﾌ ﾟに よ る 被

災者支援  

・ 住 民 の 力を結 集 した支援 の実施 （ 生活復興 県民

ネットの設立等）  

※ 表中の基金とは、「阪神・淡路大震災復興基金」をいう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥   阪神・淡路大震災における兵庫県の地域づくり活動支援 

支援項目  支援内容等  

仮 設 住 宅 等 に お

け る コ ミ ュ ニ テ

ィ支援  

・集会所の整備  

・住宅共同施設維持管理費補助（基金）  

・仮設住宅スポーツ遊具の設置（基金）  

・自治会の結成支援  

・見守り活動等の実施  

・交流イベントの実施  

地 域 コ ミ ュ ニ テ

ィの維持・活性化  

・地域づくり活動に対する助成（基金）  

・地域づくり活動サポーターの設置（基金）  

・高齢者向け講座の開設（基金）  

・被災者参加のフリーマーケット開催（基金）  

・高齢者語り部・昔のあそび伝承事業（基金）  

・地域集会所の再建（基金）  

地 域 の 復 興 を 住

民自ら考え、提案

で き る し く み の

導入  

・まちづくりアドバイザーの派遣（基金）  

・まちづくりコンサルタントの派遣（基金）  

・まちづくり協議会等への活動費助成（基金）  

・まちのにぎわいづくりのための一括助成（基金） 

行 政 と 被 災 者 を

つ な ぐ し く み づ

くり  

・被災者と行政をつなぐ第三者機関の設置  

 （被災者復興支援会議の設立等）  

ボ ラ ン テ ィ ア 活

動の促進  

・ボランティアセンターの設置  

・災害復興ボランティア活動補助（基金）  

多 様 な 主 体 の ﾊﾟｰ

ﾄﾅｰ ｼ ｯ ﾌ ﾟに よ る 被

災者支援  

・住民の 力を結 集 した支援 の実施 （ 生活復興 県民

ネットの設立等）  

※ 表中の基金とは、「阪神・淡路大震災復興基金」をいう。  
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⑦ 阪神・淡路大震災からの復興の道のり―ステージごとの取り組みの整理表―（総括

表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦   阪神・淡路大震災からの復興の道のり―ステージごとの取組の整理表―（総括表） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区  
分  

Ⅰ 緊 急 ・応 急 対 応 期  
（直後から避難所期：平成７年１月～平成７年

８月）  

Ⅱ 復  旧  期  
(仮 設 住 宅 期 ：平 成 ７年 ９月 ～平 成 １０

年 ３月 )  

①
被

災

者

を
取

り
巻

く
生

活

基

盤 

 

住
ま
い 

・被 災 者 は避 難 所 に避 難  
（ ピ ー ク 時 ： １ 月 23 日 、 1 ,153 カ 所 、
316 ,678 人 ） 

・応 急 仮 設 住 宅 を 48 ,300 戸 整 備 、避 難
所 を解 消  

・ 応 急 仮 設 住 宅 に ふ れ あ い セ ン タ ー を 設
置  

・ 避 難 所 解 消 に 向 け 公 営 住 宅 へ の 一 時
入 居 を実 施  

・ シ ル バ ー ハ ウ ジ ン グ へ Ｌ Ｓ Ａ ( 生 活 援 助
員 )を派 遣  

・被 災 直 後 に応 急 危 険 度 判 定 を実 施  
・国 庫 補 助 事 業 で損 壊 家 屋 等 を解 体  
・ひょうご住 宅 復 興 ３カ年 計 画 の策 定  

・災 害 復 興 公 営 住 宅 を 38 ,600 戸 整 備  
・応 急 仮 設 住 宅 入 居 者 調 査 を実 施  
・災 害 復 興 公 営 住 宅 を一 元 募 集  
・コレクティブ･ハウジング等 の建 設  
・住 まい復 興 プログラムを策 定  
・がれきの処 理 を完 了  

 

イ
ン
フ
ラ 

・ライフラインの復 旧  
電 気 ( １ 月 下 旬 ) 、 電 話 ・ Ｌ Ｐ ガ ス ( １ 月
末 ） 、 ガ ス ・ 水 道 ( ４ 月 中 旬 ） 、 下 水 道 ( ４
月 )  

・鉄 道 の復 旧  
神 戸 市 営 地 下 鉄 (２月 中 旬 )、ＪＲ在 来 線 (４
月)、ＪＲ新幹線 
（４月上旬）、阪神・阪急・山陽・神戸電鉄(６
月) 

・ 鉄 道 が 復 旧 す る ま で の 間 は 代 替 バ ス が
運 行  

・緊 急 インフラ整 備 ３カ年 計 画 の策 定  
・阪 神 高 速 道 路 全 線 復 旧  
・神 戸 港 の全 面 復 旧  
・ ＪＲ 東 西 線 開 業 、 Ｊ Ｒ 福 知 山 線 複 線 化 、

Ｊ Ｒ 播 但 線 の 電 化 高 速 化 等 輸 送 力 を
強 化  

・山 陽 自 動 車 道 全 線 開 通  
 

② 
くらし 

・ 義 援 金 を 募 集 し 第 １ 次 配 分 （ ２ 月 ） と第
２次 配 分 （５月 ）を実 施  

・緊 急 生 活 福 祉 資 金 （小 口 貸 付 ）を開 始  
・災 害 弔 慰 金 、災 害 見 舞 金 の支 給  
・災 害 援 護 資 金 貸 付 の受 付 開 始  
・こころのケアセンターを開 設  
・すべての県 立 学 校 （２月 中 旬 ）、小 中 学

校 （２月 下 旬 ）で授 業 再 開  

・阪 神 ・淡 路 大 震 災 復 興 支 援 館 の開 館  
・ 義 援 金 の 第 ３ 次 配 分 （ 平 成 ８ 年 ９ 月 ） を

実 施  
・生 活 復 興 資 金 貸 付 を創 設  
・生 活 再 建 支 援 金 、 被 災 中 高 年 恒 久 住

宅 自 立 支 援 金 を 創 設 し 恒 久 住 宅 へ の
移 行 を支 援  

・民 間 賃 貸 住 宅 の家 賃 負 担 の軽 減 措 置
を実 施  

・ い き い き 仕 事 塾 等 生 き が い づ く り 関 係
事 業 の実 施  

・生 活 復 興 支 援 プログラムの策 定  

③ 
経 済  

・被 災 中 小 企 業 の復 旧 対 策 融 資 等 の実
施  
・ 雇 用 調 整 助 成 金 ・ 失 業 給 付 の 特 例 扱
い 
・ 中 小 企 業 総 合 相 談 所 ・ 総 合 労 働 相 談
所 を開 設  
・仮 設 工 場 ・仮 設 店 舗 が完 成  
・産 業 復 興 ３カ年 計 画 の策 定  

・ ( 財 ) 阪 神 ・ 淡 路 産 業 復 興 推 進 機 構 （ Ｈ
ＥＲＯ）の設 置  
・ ( 財 ) 新 産 業 創 造 研 究 機 構 （ Ｎ Ｉ Ｒ Ｏ ） の
設 置  
・神 戸 ルミナリエの開 催  
・ 県 産 業 復 興 条 例 、神 戸 市 神 戸 起 業 ゾー
ン条 例 の施 行  
・ 商 店 街 ・小 売 市 場 復 興 イベント開 催 支 援
事業の実施 
・ 産 業 復 興 ベ ン チ ャ ー キ ャ ピ タ ル 制 度 の
実 施  
・観 光 復 興 リレーイベントなど観 光 対 策 の
実 施  

 

 

 

 
 

区  
分  

Ⅰ 緊 急 ・応 急 対 応 期  
（直後から避難所期：平成７年１月～平成７年

８月）  

Ⅱ 復  旧  期  
(仮 設 住 宅 期 ：平 成 ７年 ９月 ～平 成 １０

年 ３月 )  

①
被

災

者

を
取

り
巻

く
生

活

基

盤 

 

住
ま
い 

・被 災 者 は避 難 所 に避 難  
（ ピ ー ク 時 ： １ 月 23 日 、 1 ,153 カ 所 、
316 ,678 人 ） 

・応 急 仮 設 住 宅 を 48 ,300 戸 整 備 、避 難
所 を解 消  

・ 応 急 仮 設 住 宅 に ふ れ あ い セ ン タ ー を 設
置  

・ 避 難 所 解 消 に 向 け 公 営 住 宅 へ の 一 時
入 居 を実 施  

・ シ ル バ ー ハ ウ ジ ン グ へ Ｌ Ｓ Ａ ( 生 活 援 助
員 )を派 遣  

・被 災 直 後 に応 急 危 険 度 判 定 を実 施  
・国 庫 補 助 事 業 で損 壊 家 屋 等 を解 体  
・ひょうご住 宅 復 興 ３カ年 計 画 の策 定  

・災 害 復 興 公 営 住 宅 を 38 ,600 戸 整 備  
・応 急 仮 設 住 宅 入 居 者 調 査 を実 施  
・災 害 復 興 公 営 住 宅 を一 元 募 集  
・コレクティブ･ハウジング等 の建 設  
・住 まい復 興 プログラムを策 定  
・がれきの処 理 を完 了  

 

イ
ン
フ
ラ 

・ライフラインの復 旧  
電 気 ( １ 月 下 旬 ) 、 電 話 ・ Ｌ Ｐ ガ ス ( １ 月
末 ） 、 ガ ス ・ 水 道 ( ４ 月 中 旬 ） 、 下 水 道 ( ４
月 )  

・鉄 道 の復 旧  
神 戸 市 営 地 下 鉄 (２月 中 旬 )、ＪＲ在 来 線 (４
月)、ＪＲ新幹線 
（４月上旬）、阪神・阪急・山陽・神戸電鉄(６
月) 

・ 鉄 道 が 復 旧 す る ま で の 間 は 代 替 バ ス が
運 行  

・緊 急 インフラ整 備 ３カ年 計 画 の策 定  
・阪 神 高 速 道 路 全 線 復 旧  
・神 戸 港 の全 面 復 旧  
・ ＪＲ 東 西 線 開 業 、 Ｊ Ｒ 福 知 山 線 複 線 化 、

Ｊ Ｒ 播 但 線 の 電 化 高 速 化 等 輸 送 力 を
強 化  

・山 陽 自 動 車 道 全 線 開 通  
 

② 
くらし 

・ 義 援 金 を 募 集 し 第 １ 次 配 分 （ ２ 月 ） と第
２次 配 分 （５月 ）を実 施  

・緊 急 生 活 福 祉 資 金 （小 口 貸 付 ）を開 始  
・災 害 弔 慰 金 、災 害 見 舞 金 の支 給  
・災 害 援 護 資 金 貸 付 の受 付 開 始  
・こころのケアセンターを開 設  
・すべての県 立 学 校 （２月 中 旬 ）、小 中 学

校 （２月 下 旬 ）で授 業 再 開  

・阪 神 ・淡 路 大 震 災 復 興 支 援 館 の開 館  
・ 義 援 金 の 第 ３ 次 配 分 （ 平 成 ８ 年 ９ 月 ） を

実 施  
・生 活 復 興 資 金 貸 付 を創 設  
・生 活 再 建 支 援 金 、 被 災 中 高 年 恒 久 住

宅 自 立 支 援 金 を 創 設 し 恒 久 住 宅 へ の
移 行 を支 援  

・民 間 賃 貸 住 宅 の家 賃 負 担 の軽 減 措 置
を実 施  

・ い き い き 仕 事 塾 等 生 き が い づ く り 関 係
事 業 の実 施  

・生 活 復 興 支 援 プログラムの策 定  

③ 
経 済  

・ 被 災 中 小 企 業 の 復 旧 対 策 融 資 等 の
実 施  

・ 雇 用 調 整 助 成 金 ・ 失 業 給 付 の 特 例 扱
い 

・ 中 小 企 業 総 合 相 談 所 ・ 総 合 労 働 相 談
所 を開 設  

・ 仮 設 工 場 ・仮 設 店 舗 が完 成  
・ 産 業 復 興 ３カ年 計 画 の策 定  

・ (財 ) 阪 神 ・淡 路 産 業 復 興 推 進 機 構
（ＨＥＲＯ）の設 置  

・ (財 )新 産 業 創 造 研 究 機 構 （ＮＩＲＯ）
の設 置  

・ 神 戸 ルミナリエの開 催  
・ 県 産 業 復 興 条 例 、 神 戸 市 神 戸 起 業

ゾーン条 例 の施 行  
・ 商 店 街 ・小 売 市 場 復 興 イベント開 催 支

援事業の実施 
・ 産 業 復 興 ベ ンチ ャーキ ャピ タ ル 制 度

の実 施  
・ 観 光 復 興 リ レ ー イ ベ ン ト な ど 観 光 対

策 の実 施  
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区  
分  

Ⅰ 緊 急 ・応 急 対 応 期  
（直後から避難所期：平成７年１月～平成７

年８月）  

Ⅱ 復  旧  期  
(仮 設 住 宅 期 ：平 成 ７年 ９月 ～平 成 １０

年 ３月 )  

④ 
まちづ
くり 

・ 被 災 地 に 建 築 基 準 法 に 基 づ く 建 築
制 限 実 施  
・被 災 市 街 地 復 興 特 別 措 置 法 施 行  
・復 興 都 市 計 画 の決 定 告 示  

・ 神 戸 東 部 新 都 心 （ Ｈ Ａ Ｔ 神 戸 ） 、 西 宮
マ リ ナ パ ー ク シ テ ィ、 南 芦 屋 浜 北 部 地
区 等 でまちびらき 

・ 景 観 ル ネ サ ン ス ・ まち な み 保 全 事 業 の
実 施  

⑤ 
地 域
づ く り
活 動  

・全 国 から 138 万人のボランティアが被 災
地 で活 動  
・ 災 害 復 興 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 事 業 補 助

を創 設  
・被 災 者 復 興 支 援 会 議 が発 足  
 

・生 活 復 興 県 民 ネットが発 足  
・ 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 ( Ｎ Ｐ Ｏ 法 ) の
制 定  
 

⑥ 
防
災 ・
減 災  

・災害救助法を 10 市 10 町に適用 
・ 全 国 の 消 防 、 警 察 、 自 衛 隊 、 海 上 保

安 庁 が救 助 活 動 等 を展 開  
・救 援 物 資 の備 蓄 基 地 を４カ所 に開 設  
・放 送 協 定 に基 づきＮＨＫなどで生 活 情
報 を発 信  
・臨 時 災 害 ＦＭ局 を開 局  

・ 知 事 直 轄 の 危 機 管 理 専 門 職 として防
災 監 を設 置  

・ 災 害 救 援 専 門 ボ ラ ン テ ィ ア 制 度 の 創
設  

・県 地 域 防 災 計 画 を全 面 修 正  
・フェニックス防 災 システムの運 用 開 始  
 

⑦
復

興

体

制

・
復

興

計

画 

国  ・ 兵 庫 県 南 部 地 震 緊 急 対 策 本 部 を 設
置  

・地 震 対 策 担 当 大 臣 を任 命  
・ 現 地 対 策 本 部 を 兵 庫 県 公 館 内 に 設

置  
・阪 神 ・淡 路 復 興 委 員 会 、阪 神 ・淡 路 復 興

対 策 本 部 を設 置  

・阪 神 ・淡 路 復 興 委 員 会 の廃 止  
・国 と県 ・神 戸 市 との協 議 会 の設 置  

県  ・ 兵 庫 県 南 部 地 震 災 害 対 策 総 合 本 部
を設 置  

・ 阪 神 ・淡 路 大 震 災 復 興 本 部 を設 置  
・ 震 災 復 興 総 合 相 談 センターで被 災 者

相 談 を一 元 化  
・ 阪 神 ・淡 路 震 災 復 興 計 画 (フェニックス計

画)の策定に着手 
・ 都 市 再 生 戦 略 策 定 懇 話 会 が 阪 神 ・

淡 路 震 災 復 興 戦 略 ビジョンを提 言  
・ （ 財 ） 阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 復 興 基 金 を

設 立  

・ （ 財 ） 阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 記 念 協 会 を
設 立  

・阪 神 ・淡 路 震 災 復 興 計 画 を策 定  
・ひょうご住宅復興３か年計画、産業復興３か
年計画、緊急インフラ整備３カ年計画の策
定（再掲） 

 

 

区  
分  

Ⅰ 緊 急 ・応 急 対 応 期  
（直後から避難所期：平成７年１月～平成７

年８月）  

Ⅱ 復  旧  期  
(仮 設 住 宅 期 ：平 成 ７年 ９月 ～平 成 １０

年 ３月 )  

④ 
まちづ
くり 

・ 被 災 地 に 建 築 基 準 法 に 基 づ く 建 築
制 限 実 施  

・被 災 市 街 地 復 興 特 別 措 置 法 施 行  
・復 興 都 市 計 画 の決 定 告 示  

・神 戸 東 部 新 都 心 （ＨＡＴ神 戸 ）、西 宮
マリナ パー クシ テ ィ、 南 芦 屋 浜 北 部 地
区 等 でまちびらき 

・景 観 ルネ サンス・まち な み保 全 事 業 の
実 施  

⑤ 
地 域
づ く り
活 動  

・全 国 から 138 万人のボランティアが被 災
地 で活 動  

・ 災 害 復 興 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 事 業 補 助
を創 設  

・被 災 者 復 興 支 援 会 議 が発 足  
 

・生 活 復 興 県 民 ネットが発 足  
・特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 ( ＮＰＯ 法 ) の

制 定  
 

⑥ 
防
災 ・
減 災  

・災害救助法を 10 市 10 町に適用 
・ 全 国 の 消 防 、 警 察 、 自 衛 隊 、 海 上 保
安 庁 が救 助 活 動 等 を展 開  

・救 援 物 資 の備 蓄 基 地 を４カ所 に開 設  
・放 送 協 定 に基 づきＮＨＫなどで生 活 情
報 を発 信  

・臨 時 災 害 ＦＭ局 を開 局  

・知 事 直 轄 の 危 機 管 理 専 門 職 として防
災 監 を設 置  

・ 災 害 救 援 専 門 ボ ラ ン テ ィ ア 制 度 の 創
設  

・県 地 域 防 災 計 画 を全 面 修 正  
・フェニックス防 災 システムの運 用 開 始  
 

⑦
復

興

体

制

・
復

興

計

画 

国  ・兵 庫 県 南 部 地 震 緊 急 対 策 本 部 を 設
置  

・地 震 対 策 担 当 大 臣 を任 命  
・ 現 地 対 策 本 部 を 兵 庫 県 公 館 内 に 設

置  
・ 阪 神 ・淡 路 復 興 委 員 会 、阪 神 ・淡 路 復

興 対 策 本 部 を設 置  

・阪 神 ・淡 路 復 興 委 員 会 の廃 止  
・国 と県 ・神 戸 市 との協 議 会 の設 置  

県  ・ 兵 庫 県 南 部 地 震 災 害 対 策 総 合 本 部
を設 置  

・ 阪 神 ・淡 路 大 震 災 復 興 本 部 を設 置  
・ 震 災 復 興 総 合 相 談 センターで被 災 者

相 談 を一 元 化  
・ 阪 神 ・淡 路 震 災 復 興 計 画 (フェニックス計

画)の策定に着手 
・ 都 市 再 生 戦 略 策 定 懇 話 会 が 阪 神 ・

淡 路 震 災 復 興 戦 略 ビジョンを提 言  
・ （ 財 ） 阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 復 興 基 金 を

設 立  

・ （ 財 ） 阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 記 念 協 会 を
設 立  

・阪 神 ・淡 路 震 災 復 興 計 画 を策 定  
・ひょうご住宅復興３か年計画、産業復興３か

年計画、緊急インフラ整備３カ年計画の策
定（再掲） 

 


